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平成 25 年 10 月 2 日 
 

各障害者支援施設長 様  
各障害福祉サービス事業所管理者 様 

名 古 屋 市 健 康 福 祉 局 
障害福祉部障害者支援課長 

 
 

平成 26 年度以降の名古屋市障害者自立支援事業者システムの提供について 
 
 

日ごろより本市の障害者福祉行政につきまして、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げま

す。さて、標記の件につきまして、下記のとおり取り扱うこととしますのでご連絡します。 
 

記 
 
１ 障害福祉サービス費（国保連請求）にかかる請求機能の終了について 

 現在、障害福祉サービス費等（介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、計画相談支

援給付）の国保連への給付費の請求について、本市が提供する名古屋市障害者自立支援事

業者システム（以下、「名古屋市事業者システム」という）で請求データを作成することが

可能となっています。これについて、本機能の提供を平成 26 年 3 月提供分をもって終了と

させていただきます。 
つきましては、平成 26 年 4 月提供分以降の障害福祉サービス等の請求においては、国保

連合会より無料で提供されている簡易入力システム等の他の請求システムを利用して請求

事務を行っていただく必要があります。名古屋市事業者システムを利用されている事業者

におかれましては、大変ご迷惑をおかけしますが、適宜、請求システムの変更を行ってい

ただきますようお願いいたします。 
 なお、地域活動支援、移動支援および日中一時支援の請求については、引き続き名古屋

市事業者システムを用いてデータ作成を行っていただくことができます。 
 
【名古屋市事業者システムでのデータ作成の可否】 

 平成 26 年 3 月提供分まで 平成 26 年 4 月提供分以降 

障害福祉サービス費等 

・介護給付 
・訓練等給付 
・地域相談支援給付 
・相談支援給付 

○ 
利用可能 

（月遅れ請求も可能） 

× 
名古屋市事業者システムで

のデータ作成不可 

地域活動支援 

移動支援 

日中一時支援 

○ 
利用可能 

○ 
利用可能 

写
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２ 国保連が提供する簡易入力システムの利用についての注意点 

国保連の簡易入力システムを利用する場合は、インターネットの電子請求受付システム

よりダウンロードできますが、名古屋市事業者システムの入力情報をデータごと移すこと

はできないため、新規で登録情報を入力する必要があります。つきましては、適宜、基本

情報の入力時間および簡易入力システムの操作方法の把握に要する期間を踏まえたシステ

ムの切り替えをしていただくようお願いいたします。 
【参考】 
 ・名古屋市事業者システムとの操作方法の相違点（別紙） 
 
３ 紙請求（特例介護給付）についての注意点 

 障害福祉サービス費等の請求で、国保連請求ではなく、名古屋市に直接請求いただいて

いるものについては、現在名古屋市事業者システムで独自のフォーマットで作成したデー

タを提出いただいています。これについて、データの提出方法等の取扱いの詳細は、今後

連絡させていただきます（地域活動支援、移動支援の請求は、今までどおり名古屋市事業

者システムで作成したデータを提出いただきます）。 
 また、複数児童の請求についても、別途通知を行う予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
                   （問い合わせ先） 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1-1 
名古屋市健康福祉局障害者支援課認定支払係 
℡ 052-972-2602・2639  
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1 
 

名古屋市事業者システムと国保連簡易入力システムとの操作方法の相違点 
 
No 項目 内容 

１ 食費等の実

費負担額の

入力 
・施設入所支

援 
 
 

事業者システム：「93 事業者情報管理」画面【図１】で登録した値が「03 提供

実績管理」画面に反映 

 
簡易入力システム：「サービス提供実績記録票入力」画面【図 2】に直接入力 

 

２ 提供実績入

力 
・日中活動系

サービス 
・入所系サー

ビス 

事業者システム：1 行ごと作成 

 
簡易入力システム：初期表示で当該月の全行が表示される。自動明細作成時に

本体報酬等の算定回数が適切かどうか確認する。 
入所系：本体報酬を算定しない日は「サービス提供の状況」に「入院」等の情

報を適切に入力する。 
日中活動系：本体報酬を算定しない日は「開始時間」「終了時間」を入力しない。

 

別紙 
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３ 入院時支援

特別加算 
・CH,GH 
・施設入所支

援 

事業者システム：直接入院時支援特別加算の「１」か「２」か指定する。 

 
簡易入力システム：入院時支援特別加算欄の提供回数に入力されている日数に

応じて、明細書情報自動作成機能にて入院時支援特別加算の「１」か「２」か

が作成される。 
⇒このため、入院日数以外の要件（例：入院時の病院への訪問回数）では「１」

の要件しか満たさない場合には、「明細書入力」画面で直接算定コードの修正

を行わなければならない。 

 

４ 受給者情報

入力 
・利用者負担 

簡易入力システム：利用者負担額をはじめ、受給者情報に履歴（適用期間）を

設定して登録することができる。 
【利用者負担上限月額】画面 

 
所得区分については以下のように入力する。（療養介護は除く） 

 負担上限月額 所得区分 

①
0 円 生活保護 または 

低所得 1（非課税世帯） 

②
9,300 円（ただし③を除く） 
4,600 円 

一般１ 

③
9,300 円 
（GH、CH、宿泊型自立訓練の利用者） 

一般２ 

④
18,600 円 
37,200 円 

一般２ 
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５ 明細書情報

作成 
・集計情報 

利用者負担が有りの利用者に、同一事業者で複数のサービス提供を行う場合

には明細書の「調整後利用者負担額」を記載する必要がある（両サービスの 1
割負担額が上限月額を超過する場合に限る）。 
事業者システム：自動作成 

 
簡易入力システム：直接入力を行う。 

 上記のように、1 割相当額が大きいものから優先して、上限額に達するまで配

分していく。 
例 サービス種類 1 割相当額 調整後利用者負担額

①
居宅介護 9,300 円 9,300 円 

重度訪問介護 9,300 円   0 円 

②
居宅介護 8,300 円 8,300 円 

重度訪問介護 6,300 円 1,000 円 
 

６ 上限管理加

算の算定 
事業者システム：「03 請求明細管理」画面で管理結果の選択をすると明細欄に自

動で上限管理加算のコードが追加される。 
簡易入力システム：請求明細書自動作成確認時に当該加算を入力。 
 ⇒このとき、1 事業者で複数のサービスを提供する場合には、複数の上限管理

加算が選択できてしまうが、算定できるのは 1 回分であるため、任意のコ

ードを 1 つ選択し、複数算定しないよう注意する。 
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７ 上限管理結

果表情報（新

規、修正、取

消）の選択 

事業者システム：「12 国保連データ」の上限管理結果表データの対象者抽出画面

にて選択 

 
簡易入力システム：「利用者負担上限額管理結果票入力」画面で選択 

 
８ 上限額管理

結果票の作

成 

簡易入力システム：自動計算ではないため、管理結果後利用者負担額を直接入

力する必要がある。その際、管理結果が「２」で、「管理結果後利用者負担額」

が利用者負担上限月額を超過しない場合は、当該額と利用者負担との関係が不

正であっても、エラーメッセージなく登録できてしまうので、入力誤りのない

ように注意する。 

 

９ 帳票作成機

能 
・代理受領額

通知書 
・領収書作成

機能 
・利用者負担

額表 

簡易入力システム：作成機能なし。 
⇒別途、簡易な方法で帳票の作成が可能となるような対応を検討しております。

詳細は、後日通知させていただきます。 

10 契約内容情

報の登録 
事業者システム：全サービスについて契約内容情報の登録が必要 
簡易入力システム： 登録が不用のケースあり 

11 補足給付が 0
円の場合の

実費の入力 

事業者システム：「提供実績管理」の実費入力が可能 
簡易入力システム：「実費算定額」欄は入力不可。 
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居宅介護・重度訪問介護における請求上の留意点 

 
１．重度訪問介護と居宅介護の併給 

（１）原則 
同一日に、同一の事業者が同一の利用者に対し重度訪問介護に加えて居宅

介護サービス費を算定することはできない。 
 
（２）例外 

以下の場合で、支給決定を行う区役所、支所および保健所（以下「区役所

等」という）にて併給を認めた場合においては可能であるが、具体的な提供

内容について不明な場合、利用者本人、特定相談支援事業者または区役所等

に確認をしたうえで提供を行うこと。 
①サービスを提供している重度訪問介護事業者が、利用者の希望する時間帯

でのサービス提供が困難な場合で、そのサービスを他の事業所が身体介護

等により行う場合（国規定上の取り扱い） 
②前後の重度訪問介護のサービス提供時間との間隔が２時間以上あき、短時

間のスポット的なサービス提供となる場合（名古屋市の取り扱い） 
③外出サービスを重度訪問介護（移動加算あり）で利用する場合（名古屋市

の取り扱い） 
 
 
２．その他（余暇）外出について 

重度訪問介護（移動加算）、同行援護および行動援護の外出サービスでは、

①社会生活上必要不可欠な外出と②「その他の外出」（余暇外出）を区別して

支給決定を行っており、②「その他の外出」は下記表にある支給量の範囲内

で決定を行っている。 
ただし、受給者証上では①と②の時間を合計した時間で表記がされている

ため、実際の②「その他の外出」でのサービス提供においては、36 時間（障

害者の場合）の範囲内で提供するよう留意する。また、利用者が複数の事業

者と契約している場合は、全体で 36 時間以内の提供となる必要がある。 
 

【その他の外出の支給量（重度訪問介護、同行援護および行動援護）】 
 支給量 

障害者 36 時間／月 

小中高生 24 時間／月 
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３．重度訪問介護における移動加算の支給量に係る利用について 

重度訪問介護の決定は、①本体部分と②移動加算の決定が行われる。下記

例の場合、居宅内での介助時間は 100 時間、外出時の介護の時間は 50 時間※

で決定されていることとなる。 
外出時の介護の時間（下記例 50 時間）については、区役所等が認めた場合

を除き、原則として居宅内での利用に巻き替えることはできないため、提供

にあたっては留意すること。 
【重度訪問介護の支給決定 例】 

① 重度訪問介護７．５％加算 150 時間／月 

② うち重度訪問介護加算移動 50 時間／月 

※②が加算の算定上の上限である 124 時間となっている場合は、外出介護

の時間は当該時間以上の認定がされている可能性があるため、不明の場

合は、利用者本人、特定相談支援事業者または区役所等に確認をする。 
 
 
４．育児支援について 

居宅介護および重度訪問介護は、支給決定者自身に必要な行為について援

助や代行を行うものであるが、支給決定対象者が育児をする親として十分に

子どもの世話ができないような障害者である場合、子の為になす育児行為の

一部を「育児支援」と位置づけ、「家事援助（または重度訪問介護）」として

提供することができる。 
一方で、「育児支援」は利用者（親）が本来家庭内で行うべき療育を代替す

るものとなるため、以下の要件の範囲内で決定をすることとし、育児支援の

利用の可否およびその内容の範囲・利用時間の具体的な内容については、区

役所等で、利用者（親）・子ども・家族等の状況を個別に勘案し決定している。

このため、当該内容が不明の場合は、利用者本人、特定相談支援事業者また

は区役所等に確認をしたうえで、提供を行うこと。 
【利用条件】 
ア 利用者（親）が障害によって家事や付き添いが困難な場合 
イ 利用者（親）の子どもが一人では対応できない場合 
ウ 他の家族等による支援が受けられない場合 

（参考資料） 
「障害者自立支援法上の居宅介護（家事援助）等の業務に含まれる「育児

支援」について」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課平

成 21 年 7 月 10 日付事務連絡） 
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申請及び届出等に関する事項について 

 

１ 同行援護の従業者等のみなし期間について 

従業者、サービス提供責任者につきましては、平成 26 年 9 月 30 日までに、下

記の要件を満たさない場合、同行援護のサービス提供ができなくなります。今一度、

資格要件の確認をお願いいたします。 

＜平成２６年１０月１日以降の取扱い＞ 

 

【サービス提供責任者の資格要件】要件①かつ要件②、もしくは要件③ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【従業者の資格要件】要件③または要件④または要件⑤ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

要件③ 

厚生労働大臣が定める従業者（平成 18 年厚生労働省告示第 556 号）に定める国立障害者

リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修したもの又はこれに準ずる

要件② 

○同行援護従業者養成研修修了者 
（一般課程及び応用課程※） 

★みなし期間 
要件①を満たしている場合は、 
平成 26 年 9 月 30 日まで研修修了

者とみなす 

要件① 

○介護福祉士 
○介護職員基礎研修修了者 
○居宅介護従業者養成研修 1 級課程 

修了者 
○居宅介護従業者養成研修 2 級課程 
 修了者で 3 年以上の介護等の業務

従事者 

要件④ 

○同行援護従業者養成研修修了者 
（一般課程） 

★みなし期間 
居宅介護の従業者要件を満たしている

場合は、平成 26 年 9 月 30 日まで研修修

了者とみなす 

要件⑤ 

○居宅介護の従業者要件を満たす者で

あって、視覚障害を有する身体障害者

等の福祉に関する事業（直接処遇に限

る）に 1 年以上従事した経験を有する

者 
※日数については 180 日以上 
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   ※応用課程を受講するには、一般課程もしくは下記の研修①②の受講修了が必

須要件です。 

○同行援護従業者養成研修課程に相当するもの 

  

 

 

 

 

 

 

 

○同行援護従業者養成研修（一般課程・応用課程）指定事業者一覧は別紙参照 

 

２ 届出の提出期日 

  詳細につきましては、平成 26 年 1 月以降、ウェルネットなごやで掲載いたしま

す。 

 

区 分 
①平成 26年度福祉・介護職員処遇

改善（特別）加算の届出書 

②平成 26 年度介護給付費等算定に係る体制

届に関する届出書 

対象 加算を算定する予定の法人 全事業所（相談支援は除く） 

提出期日 
平成 26 年 2 月 28 日（金） 

（消印有効） 

平成 26 年 4 月 15 日（火） 

（消印有効） 

提出書類 計画書、就業規則等 

届出書、運営規程、従業者の勤務体制および

勤務形態一覧表（H26.4.1 時点）、その他実

績が必要な個別の加算届など 

 

３ 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護の変更届について 

○管理者、サービス提供責任者の氏名、住所に変更があれば、変更届が必要です。 

○管理者、サービス提供責任者以外の従業者の人数の変更のみであれば、市への変

更届は不要という取扱いにいたしました。 

ただし、実態に合わせて運営規程はその都度、改正する必要があります。 

なお、変更後の従業者数の確認は、毎年度 4 月に提出される「介護給付費等算定

に係る体制等に関する届出書」によって確認いたします。 

○移動支援事業所については、従来どおり職員の異動があった場合、変更届出が必

要です。新たに採用した従業者の資格書の写しも運営規程にあわせてご提出願い

ます。 

  

【愛知県内で行なわれた以下の研修】 
①重度視覚障害者研修課程（平成 12 年度～15 年度） 
②視覚障害者移動介護従業者養成研修課程（平成 15 年度～平成 23 年度）

一般課程 

一般課程 
応用課程 

③社会福祉法人日本盲人連合会が実施した「視覚障害者移動支援事業従 
業者資質向上研修」（平成 15 年度～平成 23 年度） 
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４ 定款変更について（再依頼） 

  平成25年3月27日の平成24年度障害福祉サービス事業者等集団指導において、

お願いしましたとおり、法律名称変更に伴う改正については、今年度内にお願いし

ます。  

  

 

 

 

 

 

 

 

５ 難病等対象者について 

  ○現在の運営規程における「主たる対象者」の記載をご確認願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：ウェルネットなごや、ワムネットへの反映には時間がかかります。 

 

 

○平成 25 年 12 月 27 日（金）までに、「変更届」および「主たる対象者を特定

する理由」の提出をお願いします。 

 

区  分 

運営規程の改正

および変更届 

主たる対象者を特定する

理由書の提出 
現在の 

運営規程 

難病等対象者への 

サービス提供の有無

① ② 
する 不要 不要 

しない 必要 必要 

③ 
する 必要 不要 

しない 不要 必要 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業 

・児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 

①「特定しない」と記載 

②主たる対象者の記載そのもの

が無い 

難病等対象者も含むものとして

掲載されます。 

③「身体障害者、知的障害者、精神障害者」

と記載 

難病等対象者は対象外として掲載されま

す。 

ウ
ェ
ル
ネ
ッ
ト
な
ご
や

ワ
ム
ネ
ッ
ト
の
掲
載

運
営
規
程
の

確
認
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同行援護従業者養成研修（一般課程・応用課程）指定事業者一覧表 

平成２５年１０月１日現在(１６か所） 

事業者名 郵便番号 住所 電話番号 
講義

方法

株式会社 EE２１ 453-0015
名古屋市中村区椿町 21-2 第２太閤

ビル９階 
052-454-3222 通学 

特定非営利活動法人ネ

ットワーク大府 
474-0038 大府市森岡町一丁目 30 番地 0562-44-3735 通学 

有限会社ヘルパースク

ール・カイ 
460-0008 名古屋市中区栄三丁目 2-9 052-243-7210 通学 

株式会社日本教育クリ

エイト 
450-0002

名古屋市中村区名駅三丁目 13-24 

第一はせ川ビル４階 
052-589-9321 通学 

愛知県高齢者生活協同

組合 
460-0021 名古屋市中区平和二丁目 2-3 052-331-4853 通学 

特定非営利活動法人福

祉サポートセンターさわ

やか愛知 

474-0074 大府市共栄町二丁目 420-1 0562-47-2893 通学 

学校法人丸の内学園名

古屋福祉専門学校 
460-0002 名古屋市中区丸の内一丁目 3-25 052-211-2231 通学 

学校法人東洋学園専修

学校さつき調理・福祉学

院 

451-0046 名古屋市西区牛島町１番１号 052-587-1010 通学 

株式会社エル・クリック 

（一般課程のみ） 
452-0822

名古屋市西区中小田井二丁目 320

番地 
052-509-4982 通信 

株式会社かいご福祉カ

レッジ 
446-0053 安城市高棚町東山８３番地 0566-73-2121 通学 

社会福祉法人名古屋ラ

イトハウス 
466-0855 名古屋市昭和区川名本町 1-2 052-757-3522 通学 

株式会社さわやからい

ふ 
454-0024

名古屋市中川区柳島町四丁目 16 番

地 
052-364-6001 通学 
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公益財団法人介護労働

安定センター愛知支部 
450-0003

名古屋市中村区名駅南二丁目

14-19 住友生命名古屋ビル 14 階 
052-565-9271 通学 

公益社団法人名古屋市

シルバー人材センター 
466-0015

名古屋市昭和区御器所通三丁目

12-1 
052-842-4691 通学 

特定非営利活動法人視

覚障害者センターつえ

の里 

471-0068 豊田市横山町四丁目 3-2 0565-31-3381 通学 

朝日グリーンサービス株

式会社 
440-0083 豊橋市下地町操穴１９ 0532-53-4222 通学 

愛知県健康福祉部障害福祉課 相談支援グループ 

電話（０５２）９５４－６２９２〔ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ〕  ﾌｧｸｼﾐﾘ（０５２）９５４－６９２０ 
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（ 余 白 ） 
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「ウェルネットなごや」のリニューアルについて 

【現在のトップページ】 

 
 

【リニューアル後のトップページ】 

 
  

① 

② 
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【「事業者の方へ」のページ】 

 
 
 
 
 

【「障害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務」のページ】 

 
 
 

③ 
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＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

居
宅

介
護

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

居
宅

介
護

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
介

護
、

指
定

重
度

訪
問

介
護

、
指

定
同

行

援
護

及
び

指
定

行
動

援
護

（
以

下
「

指
定

居
宅

介
護

等
」

と
い

う
。

）
の

事
業

の
適

正
な

運
営

を
確

保
す

る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対
す

る
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

   （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
居

宅
に

お
い

て
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
そ

の
利

用
者

の
身

体
そ

の
他

の
状

況
及

び
そ
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置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

て
、

次
に

掲
げ

る
援

助

を
適

切
か

つ
効

果
的

に
行

う
。

 

(
1
)
 

指
定

居
宅

介
護

に
つ

い
て

は
、

入
浴

、
排

せ
つ

及
び

食
事

等
の
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護

、
調

理
、

洗
濯

及
び

掃
除

等
の

家

事
並

び
に

生
活

等
に

関
す

る
相

談
及

び
援

助
そ

の
他

の
生

活
全

般
に

わ
た
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援
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(
2
)
 

指
定

重
度

訪
問

介
護

に
つ

い
て

は
、

重
度

の
肢

体
不

自
由

者
で

あ
っ

て
常

時
介

護
を

要
す

る
利

用
者

に

対
す

る
入

浴
、

排
せ

つ
及

び
食

事
等

の
介

護
、

調
理

、
洗

濯
及

び
掃

除
等

の
家

事
、

外
出

時
に

お
け

る
移

動
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介

護
並
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に
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活
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に

関
す

る
相

談
及

び
助

言
そ

の
他

の
生

活
全

般
に

わ
た

る
援

助
 

(
3
)
 

指
定

同
行

援
護

に
つ

い
て

は
、

視
覚

障
害

に
よ

り
、

移
動

に
著

し
い
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難
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す
る

利
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者
に

対
す

る
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時
に
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て

行
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供
、
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動
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援

護
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排
せ

つ
及

び
食

事
等
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介

護
そ
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他
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利

用
者

の
外

出
時

に
必

要
な

援
助

 

(
4
)
 

指
定

行
動

援
護

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
が

行
動

す
る

際
に

生
じ

得
る

危
険

を
回

避
す

る
た

め
に

必
要

な

援
護

、
外

出
時
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お

け
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の

介
護

、
排

せ
つ

及
び

食
事

等
の

介
護

そ
の

他
の

利
用

者
が

行
動

す
る

際
に

必
要

な
援

助
 

  ２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
の

意
思

及
び

人
格
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重
し
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に
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用
者
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は

障
害

児
の

保
護

者
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立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス
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提

供
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行
う

。
 

３
 

事
業

所
は
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名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業
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員
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営
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す
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日
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市
条
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0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
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守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
居

宅
介

護
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

   （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

と
と

も
に

、
実

施
し

な
い

サ
ー

ビ
ス

は
適

宜
削

除
す

る
。

 

実
施

し
な

い
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
規

定
は

削
除

す
る

。
 

「
事

業
所

」
の

名
称

と
所

在
地

を
記

載
す

る
。

所
在

地
は

「
丁

目
」

や
「

番
地

」
、

建
物

名
な

ど
も

省
略

す
る

こ
と

な
く

、
正

確
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
居

宅
介

護
計

画
等

（
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

指
定

重
度

訪
問

介
護

の
場

合

は
「

重
度

訪
問

介
護

計
画

」
を

、
指

定
同

行
援

護
の

場
合

は
「

同
行

援
護

計
画

」
を

、
指

定
行

動
援

護
の

場
合

は
「

行
動

援
護

計
画

」
を

含
む

も
の

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

の
作

成
に

関
す

る
業

務
の

ほ
か

、
事

業
所

に
対

す
る

指
定

居
宅

介
護

等
の

利
用

の
申

込
み

に
係

る
調

整
、

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
等

の
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

の
管

理
等

を
行

う
。

 

(
3
)
 
 
従

業
者

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

従
業

者
は

、
居

宅
介

護
等

（
事

業
所

の
実

施
す

る
内

容
に

応
じ

て
居

宅
介

護
、

重
度

訪
問

介
護

、
同

行

援
護

及
び

行
動

援
護

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
提

供
に

当
た

る
。

 

(
4
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

    （
営

業
日

及
び

営
業

時
間

）
 

第
５

条
 

事
業

所
の

営
業

日
及

び
営

業
時

間
等

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
営

業
日

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ

し
、

国
民

の
祝

日
及

び
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
。

 

(
2
)
 
営

業
時

間
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
日

 
日

曜
日

か
ら

土
曜

日
ま

で
と

す
る

。
 

(
4
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
 

午
前

７
時

か
ら

午
後

８
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
5
)
 
電

話
等

に
よ

り
、

2
4
時

間
常

時
連

絡
が

可
能

な
体

制
と

す
る

。
 

    （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
６

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

         （
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
）

 

第
７

条
 

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
、

名
古

屋
市

全
域

の
区

域
と

す
る

。
 

    （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
８

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
が

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
の

申
込

み
を

行
っ

た
と

き
は

、
利

用
申

込
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

し
つ

つ
、

利
用

申
込

者
に

対
し

、

事
務

職
員

は
、

配
置

し
な

い
場

合
は

削
除

す
る

。
各

職
種

の
員

数
、

常
勤

・
非

常
勤

の
内

訳
は

、
勤

務
形

態
一

覧
表

等
と

一
致

さ
せ

る
こ

と
。

職
種

間
で

兼
務

す
る

場
合

は
「

う
ち

○
名

は
○

○
○

と
兼

務
」

な
ど

と
兼

務
状

況
が

分
か

る
よ

う
記

載
す

る
こ

と
。

 

「
営

業
日

」
「

営
業

時
間

」
は

、
利

用
申

込
み

の
受

付
が

で
き

る
な

ど
事

業
所

を
開

け
て

い
る

日
・

時
間

を
い

い
、

「
サ

ー
ビ

ス
提

供
日

」
「

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

」
は

、
従

業
者

の
派

遣
が

可
能

な

日
・

時
間

を
い

う
。

 

原
則

と
し

て
「

市
区

町
村

」
で

定
め

る
も

の
し

、
客

観
的

に
そ

の
区

域
を

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

例
え

ば
「

事
業

所
か

ら
半

径
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
」

な
ど

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な

お
、

通
常

の
事

業
の

地
域

を
越

え
て

サ
ー

ビ
ス

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

(
1
)
居

宅
介

護
 

 
①

身
体

障
害

者
 

②
知

的
障

害
者

 
③

精
神

障
害

者
 

④
難

病
等

対
象

者
 

⑤
障

害
児

 

(
2
)
同

行
援

護
 

 
①

身
体

障
害

者
 

②
難

病
等

対
象

者
 

③
障

害
児

 

(
3
)
行

動
援

護
 

 
①

知
的

障
害

者
 

②
精

神
障

害
者

 
③

難
病

等
対

象
者

 
④

障
害

児
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運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項

を
記

し
た

文
書

を
交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

と
き

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

利
用

者
に

提
供

す
る

こ
と

を
契

約
し

た
サ

ー
ビ

ス
の

量
（

以
下

「
契

約
支

給
量

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
（

以
下

「
受

給
者

証

記
載

事
項

」
と

い
う

。
）

を
利

用
者

の
受

給
者

証
に

記
載

す
る

。
 
 

２
 

前
項

の
契

約
支

給
量

の
総

量
は

、
そ

の
利

用
者

の
支

給
量

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

４
 

前
３

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

正
当

な
理

由
な

く
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 

 （
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申
請

に
係

る
援

助
）

 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申

請
が

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

介
護

給
付

費
の

支
給

申
請

に
つ

い
て

、
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
6

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

都
度

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

（
障

害
児

の
場

合
は

そ
の

保
護

者
。

以
下

「
利

用
者

等
」

と
い

う
。

）
か

ら
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

こ
と

に
つ

い
て

確
認

を
受

け
る

。
 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
身

分
を

証
す

る
書

類
の

携
行

）
 
 

第
1
8
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
に

身
分

を
証

す
る

書
類

を
携

行
さ

せ
、

初
回

訪
問

時
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

求
め

ら
れ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

提
示

す
べ

き
旨

を
指

導
す

る
。

 

 （
指

定
居

宅
介

護
等

の
基

本
取

扱
方

針
）

 
 

第
1
9
条

 
指

定
居

宅
介

護
等

は
、

利
用

者
が

居
宅

に
お

い
て

自
立

し
た

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

利
用

者
の

身
体

そ
の

他
の

状
況

及
び

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

に
応

じ
適

切
に

提
供

す

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
指

定
居

宅
介

護
等

の
質

の
評

価
を

行
い

、
常

に
そ

の
改

善
を

図
る

。
 
 

 （
指

定
居

宅
介

護
等

の
具

体
的

取
扱

方
針

）
 
 

第
2
0
条

 
従

業
者

が
提

供
す

る
指

定
居

宅
介

護
等

の
方

針
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 

(
1
)
 

指
定

居
宅

介
護

等
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
居

宅
介

護
計

画
等

に
基

づ
き

、
利

用
者

が
日

常
生

活
を

営

む
の

に
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 
 

(
2
)
 

指
定

居
宅

介
護

等
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
に

行
う

こ
と

を
旨

と
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家

族
に

対
し

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

等
に

つ
い

て
、

理
解

し
や

す
い

よ
う

に
説

明
を

行
う

。
 
 

(
3
)
 

指
定

居
宅

介
護

等
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
介

護
技

術
の

進
歩

に
対

応
し

、
適

切
な

介
護

技
術

を
も

っ

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

う
。

 
 

(
4
)
 

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、
利

用
者

又
は

そ

の
家

族
に

対
し

、
適

切
な

相
談

及
び

助
言

を
行

う
。

 
 

 （
指

定
居

宅
介

護
等

の
内

容
）

 

第
2
1
条

 
指

定
居

宅
介

護
等

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
居

宅
介

護
 

 

①
 
身

体
介

護
 

②
 
家

事
援

助
 

③
 
通

院
等

介
助

 

   (
2
)
 
重

度
訪

問
介

護
 

(
3
)
 
同

行
援

護
 

(
4
)
 
行

動
援

護
 

  （
居

宅
介

護
計

画
等

の
作

成
）

 
 

第
2
2
条

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、

利
用

者
又

は
障

害
児

の
保

護
者

の
日

常
生

活
全

般
の

状
況

及
び

希
望

等
を

踏
ま

え
て

、
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
を

記
載

し
た

居
宅

介
護

計
画

等
を

作
成

す
る

。
 

２
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
前

項
の

居
宅

介
護

計
画

等
を

作
成

し
た

際
は

、
利

用
者

及
び

そ
の

同
居

の
家

族
に

そ
の

内
容

を
説

明
す

る
と

と
も

に
、

居
宅

介
護

計
画

等
を

交
付

す
る

。
 

３
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
居

宅
介

護
計

画
等

作
成

後
に

お
い

て
も

、
居

宅
介

護
計

画
等

の
実

施
状

況
の

把
握

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

居
宅

介
護

計
画

等
の

変
更

を
行

う
。

 

４
 

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
は

、
前

項
に

規
定

す
る

居
宅

介
護

計
画

等
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

 （
介

護
等

の
総

合
的

な
提

供
）

 

第
2
3

条
 

事
業

所
は

、
指

定
居

宅
介

護
及

び
指

定
重

度
訪

問
介

護
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
入

浴
、

排
せ

つ
、

食
事

等
の

介
護

、
外

出
時

に
お

け
る

移
動

中
の

介
護

又
は

調
理

、
洗

濯
、

掃
除

等
の

家
事

を
常

に
総

合
的

に

提
供

す
る

も
の

と
し

、
特

定
の

援
助

に
偏

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 (
同

居
家

族
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

禁
止

）
 
 

通
院

等
乗

降
介

助
を

提
供

す
る

場
合

は
「

④
 
通

院
等

の
た

め
の

乗
車

又
は

降
車

の
介

助
」

を
追

加
す

る
。

 

実
施

し
な

い
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
規

定
は

削
除

す
る

。
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第
2
4
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
に

、
そ

の
同

居
の

家
族

で
あ

る
利

用
者

に
対

す
る

居
宅

介
護

等
の

提
供

を
さ

せ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
等

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
利

用
者

負
担

額
の

支
払

を
受

け
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
等

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

費
用

基
準

額
の

支
払

を
受

け
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
前

２
項

の
支

払
を

受
け

る
額

の
ほ

か
、

利
用

者
等

の
選

定
に

よ
り

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

以
外

の
地

域
に

お
い

て
指

定
居

宅
介

護
等

を
提

供
す

る
場

合
、

そ
れ

に
要

し
た

交
通

費
の

額
は

、
そ

の
実

費

を
利

用
者

等
か

ら
徴

収
す

る
。

な
お

、
自

動
車

を
使

用
し

た
場

合
の

交
通

費
は

次
の

額
を

徴
収

す
る

。
 

(
1
)
 
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
を

越
え

る
地

点
か

ら
片

道
○

○
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

下
○

○
○

円
 

(
2
)
 
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
を

越
え

る
地

点
か

ら
片

道
○

○
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
を

越
え

る
場

合
は

、
○

○
○

円
に

○
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

増
す

ご
と

に
○

○
○

円
ず

つ
加

算
し

た
額

と
す

る
。

 

      ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
等

に
対

し
交

付
す

る
。

 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
等

に
対

し
、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

等
の

同
意

を
得

る
。

 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
等

の
依

頼
を

受
け

て
、

そ
の

利
用

者
が

同
一

の
月

に
当

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
つ

き
法

第
2
9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
介

護
給

付
費

又
は

訓
練

等
給

付
費

の
額

を
控

除
し

た
額

の
合

計

額
（

以
下

「
利

用
者

負
担

額
合

計
額

」
と

い
う

。
）

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

事
業

所
は

、

利
用

者
負

担
額

合
計

額
を

市
町

村
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
利

用
者

等
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス

等
を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
介

護
給

付
費

の
額

に
係

る
通

知
等

）
 
 

第
2
7
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
介

護
給

付
費

の
支

給
を

受
け

た
場

合
は

、
利

用
者

等
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

等
に

対
し

て
交

付
す

る
。

 

 （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
2
8
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

利
用

者
等

が
偽

り
そ

の
他

不
正

な
行

為
に

よ
っ

て
介

護
給

付
費

の
支

給
を

受
け

、
又

は
受

け
よ

う
と

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に

通
知

す
る

。
 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
2
9
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

通
院

等
乗

降
介

助
を

提
供

す
る

場
合

は
、

第
４

項
と

し
て

「
指

定
居

宅
介

護
等

で
自

動
車

を
使

用
す

る

場
合

の
運

賃
に

つ
い

て
は

、
道

路
運

送
法

第
○

条
関

係
事

業
と

し
て

許
可

（
認

可
）

を
受

け
た

金
額

に

つ
い

て
別

途
規

定
を

定
め

徴
収

す
る

。
」

を
挿

入
し

、
第

４
項

以
下

を
繰

り
下

げ
る

。
 

自
動

車
に

か
か

る
交

通
費

の
額

は
、

ガ
ソ

リ
ン

代
相

当
程

度
の

額
と

す
る

こ
と

。
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
の

清
潔

の
保

持
及

び
健

康
状

態
に

つ
い

て
、

必
要

な
管

理
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
の

設
備

及
び

備
品

等
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
る

。
 

 （
掲

示
）

 
 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲
示

す
る

。
 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
3
3
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
3
5
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行
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う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
の

従
業

者
に

よ
っ

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

    （
会

計
の

区
分

）
 

第
3
9
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
4
1
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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＜
療

養
介

護
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

療
養

介
護

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

療
養

介
護

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
療

養
介

護
の

事
業

の
適

正
な

運
営

を
確

保
す

る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対
す

る
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

  （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
病

院
に

お
い

て
、

機
能

訓
練

、
療

養
上

の
管

理
、

看
護

及
び

医
学

的
管

理
の

下
に

お
け

る
介

護
そ

の
他

必
要

な
医

療

並
び

に
日

常
生

活
上

の
世

話
を

要
す

る
障

害
者

で
あ

っ
て

、
常

時
介

護
を

要
す

る
者

に
対

し
て

、
身

体
そ

の

他
の

状
況

及
び

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

に
応

じ
て

、
機

能
訓

練
、

療
養

上
の

管
理

、
看

護
、

医
学

的
管

理

の
下

に
お

け
る

介
護

及
び

日
常

生
活

上
の

世
話

を
適

切
か

つ
効

果
的

に
行

う
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
意

思
及

び
人

格
を

尊
重

し
、

常
に

利
用

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
療

養
介

護
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

 （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行

う
。

 

ア
 

利
用

申
込

者
の

利
用

に
際

し
、

そ
の

者
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

す
る

照

会
等

に
よ

り
、

そ
の

者
の

心
身

の
状

況
、

当
事

業
所

以
外

に
お

け
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

状
況

等
を

把
握

す
る

こ
と

。
 
 

イ
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
、

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

定
期

的
に

検
討

す
る

と
と

も
に

、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

利
用

者
に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

 
 

ウ
 

他
の

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
 
 

(
3
)
 
 
医

師
 

 
○

名
（

常
勤

職
員

○
名

、
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

医
師

は
、

日
常

生
活

上
の

健
康

管
理

及
び

療
養

上
の

指
導

を
行

う
。

 

(
4
)
 
 
看

護
職

員
 

 
○

名
（

常
勤

職
員

○
名

、
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

看
護

職
員

は
、

医
師

の
指

導
の

も
と

、
日

常
生

活
上

の
健

康
管

理
及

び
療

養
上

の
指

導
を

行
う

。
 

(
5
)
 
 
生

活
支

援
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

生
活

支
援

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

日
常

生
活

上
の

支
援

を
行

う
。

 

 
(
6
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

     （
事

業
所

の
利

用
定

員
）

 

第
５

条
 

事
業

所
の

利
用

定
員

は
、

○
○

名
と

す
る

。
 

  ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

わ
な

い
。

 

 （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
６

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

   （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
７

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

が
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
申

込
み

を
行

っ
た

と
き

は
、

利
用

申
込

者
に

係
る

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
適

切
な

配
慮

を
し

つ
つ

、
利

用
申

込
者

に
対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

記
し

た
文

書
を

交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
８

条
 

事
業

所
は

、
入

所
又

は
退

所
に

際
し

て
は

、
入

所
又

は
退

所
の

年
月

日
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
以

下
「

受
給

者
証

記
載

事
項

」
と

い
う

。
）

を
利

用
者

等
の

受
給

者
証

に
記

載
す

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

３
 

前
２

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
正

当
な

理
由

な
く

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

拒
ま

な
い

も
の

と
す

る
。

 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申
請

に
係

る
援

助
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申

事
務

職
員

や
栄

養
士

・
調

理
員

な
ど

は
、

配
置

す
る

場
合

は
記

載
す

る
。

各
職

種
の

員
数

、
常

勤
・

非
常

勤
の

内
訳

は
、

勤
務

形
態

一
覧

表
等

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
職

種
間

で
兼

務
す

る
場

合
は

「
う

ち
○

名
は

○
○

○
と

兼
務

」
な

ど
と

兼
務

状
況

が
分

か
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
 

サ
ー

ビ
ス

単
位

を
複

数
設

置
す

る
場

合
は

、
単

位
ご

と
に

配
置

す
る

職
種

の
員

数
等

を
記

載
す

る
。

 

サ
ー

ビ
ス

単
位

を
複

数
設

置
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

定
員

も
記

載
す

る
。

 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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請
が

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

介
護

給
付

費
の

支
給

申
請

に
つ

い
て

、
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
日

、
内

容
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
指

定
療

養
介

護
の

取
扱

方
針

）
 

第
1
8
条

 
事

業
所

は
、

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支
援

を
適

切
に

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
療

養
介

護
の

内
容

）
 

第
1
9
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
療

養
介

護
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

個
別

支
援

計
画

の
作

成
 

(
2
)
 

機
能

訓
練

 

(
3
)
 

看
護

 

(
4
)
 

医
学

的
管

理
の

下
に

お
け

る
介

護
 

(
5
)
 

食
事

の
提

供
 

(
6
)
 

入
浴

又
は

清
拭

 

(
7
)
 

生
活

相
談

 

(
8
)
 

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

行
事

 

(
9
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
 

  
実

際
に

提
供

す
る

療
養

介
護

の
内

容
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

（
個

別
支

援
計

画
の

作
成

等
）

 
 

第
2
0
条

 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

個
別

支
援

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
及

び
日

常
生

活
全

般
の

状
況

等
の

評
価

を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
す

る
上

で
の

適
切

な
支

援
内

容
の

検
討

を

す
る

。
 
 

２
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

３
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
支

援
内

容
の

検
討

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

支
援

の
方

針
、

生
活

全
般

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
課

題
、

サ

ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
個

別
支

援

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー

ビ
ス

又
は

そ
の

他
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
と

の
連

携
も

含
め

て
個

別
支

援
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
る

よ
う

努

め
る

。
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
係

る
会

議
を

開
催

し
、

前
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
意

見
を

求
め

る
。

 

５
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

６
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

個
別

支
援

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
。

 

７
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

後
、

個
別

支
援

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
以

下
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

を
行

う
と

と
も

に
、

少
な

く
と

も
６

月
に

１
回

以
上

、
個

別
支

援
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
個

別
支

援
計

画
の

変

更
を

行
う

。
 

８
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

特
段

の
事

情
の

な
い

限
り

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。
 

(
1
)
 

定
期

的
に

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と

。
 
 

(
2
)
 

定
期

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 
 

９
 

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
は

、
第

７
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

 
 

（
機

能
訓

練
）

 
 

第
2
1

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
心

身
の

諸
機

能
の

維
持

回
復

を
図

り
、

日
常

生
活

の
自

立
を

助
け

る
た

め
、

必
要

な
機

能
訓

練
を

行
う

。
 

 （
看

護
及

び
医

学
的

管
理

の
下

に
お

け
る

介
護

）
 
 

第
2
2
条

 
看

護
及

び
医

学
的

管
理

の
下

に
お

け
る

介
護

は
、

利
用

者
の

病
状

及
び

心
身

の
状

況
に

応
じ

、
利

用
者

の
自

立
の

支
援

と
日

常
生

活
の

充
実

に
資

す
る

よ
う

、
適

切
な

技
術

を
も

っ
て

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
病

状
及

び
心

身
の

状
況

に
応

じ
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
排

せ
つ

の
自

立
に

つ
い

て
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 
 

３
 

事
業

所
は

、
お

む
つ

を
使

用
せ

ざ
る

を
得

な
い

利
用

者
の

お
む

つ
を

適
切

に
取

り
替

え
る

。
 
 

４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

に
定

め
る

ほ
か

、
利

用
者

に
対

し
、

離
床

、
着

替
え

及
び

整
容

そ
の

他
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
を

適
切

に
行

う
。

 
 

５
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
て

、
そ

の
利

用
者

の
負

担
に

よ
り

、
当

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

看
護

及
び

介
護

を
受

け
さ

せ
な

い
。

 

 （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

第
2
3

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

）
 
 

第
2
4
条

 
事

業
所

は
、

適
宜

利
用

者
の

た
め

の
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
行

事
を

行
う

よ
う

努
め

る
。

 

２
 

事
業

者
は

、
常

に
利

用
者

の
家

族
と

の
連

携
を

図
る

と
と

も
に

、
利

用
者

と
そ

の
家

族
の

交
流

等
の

機
会

- 40 -



を
確

保
す

る
よ

う
努

め
る

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

及
び

指
定

療
養

介
護

医
療

に
つ

き
健

康
保

険
の

療
養

に
要

す

る
費

用
の

額
の

算
定

方
法

の
例

に
よ

り
算

定
し

た
額

又
は

法
第

7
0
条

第
２

項
 
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
5

8
条

第
４

項
 
に

規
定

す
る

厚
生

労
働

大
臣

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

額
の

支
払

を
受

け
る

。
 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
療

養
介

護
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便
宜

に
要

す

る
費

用
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
。

 
 

(
1
)
 

日
用

品
費

の
実

費
 

(
2
)
 

そ
の

他
日

常
生

活
に

お
い

て
も

通
常

必
要

と
な

る
も

の
に

係
る

費
用

で
あ

っ
て

、
利

用
者

に
負

担
さ

せ

る
こ

と
が

適
当

と
認

め
ら

れ
る

も
の

の
実

費
 

   ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
に

対
し

交
付

す
る

。
 
 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

同
一

の
月

に
当

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
指

定
障

害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

つ
き

法
第

2

9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

介
護

給
付

費
又

は
訓

練
等

給
付

費
の

額
を

控
除

し
た

額
の

合
計

額
及

び
指

定
療

養
介

護
医

療
に

つ

き
健

康
保

険
の

療
養

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
方

法
の

例
に

よ
り

算
定

し
た

額
又

は
法

第
7
0
条

第
２

項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

5
8
条

第
４

項
に

規
定

す
る

厚
生

労
働

大
臣

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

額
か

ら
指

定
療

養
介

護
医

療
に

つ
き

支
給

す
べ

き
療

養
介

護
医

療
費

の
額

を
控

除
し

て
得

た
額

の
合

計
額

（
以

下
「

利
用

者
負

担
額

等
合

計
額

」
と

い
う

。
）

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

事
業

所
は

、

利
用

者
負

担
額

等
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

利
用

者
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー

ビ
ス

等
を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
介

護
給

付
費

の
額

に
係

る
通

知
等

）
 
 

第
2
7
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
介

護
給

付
費

及
び

療
養

介
護

医
療

費
の

支
給

を
受

け
た

場
合

は
、

利
用

者
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

第
2
8
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

(
1
)
 

外
出

す
る

場
合

は
、

事
前

に
事

業
所

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

(
2
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
3
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
4
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

    

実
際

に
提

供
す

る
療

養
介

護
の

内
容

ご
と

に
発

生
す

る
利

用
者

負
担

金
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

な
お

、
日

常
生

活
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

厚
生

労
働

省
通

知
に

留
意

す
る

こ
と

。
 

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
 

 （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 
 

(
1
)
 

正
当

な
理

由
な

し
に

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
指

示
に

従
わ

な
い

こ
と

に
よ

り
、

障
害

の
状

態
等

を

悪
化

さ
せ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

(
2
)
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

介
護

給
付

費
若

し
く

は
特

例
介

護
給

付
費

又
は

療
養

介
護

医
療

費

を
受

け
、

又
は

受
け

よ
う

と
し

た
と

き
。

 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
3
0
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
他

の
専

門
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
3
3
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
医

薬
品

及
び

医
療

機
器

の
管

理
を

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
掲

示
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲
示

す
る

。
 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
3
5
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。
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第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
等

の
人

権
の

擁
護

、
虐

待
の

防
止

等
の

た
め

、
虐

待
防

止
に

関
す

る
責

任
者

を
選

任
し

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

を
支

援
す

る
と

と
も

に
、

従
業

者
に

対
し

、
研

修
を

実
施

す
る

等
の

措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
3
9
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
支

援
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

を
除

き
、

当
事

業
所

の
従

業
者

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
等

の
人

権
の

擁
護

、
虐

待
の

防
止

等
に

関
す

る
研

修
及

び
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
関

す
る

理
解

を
深

め
る

た
め

に
必

要
な

研
修

を
含

む
。

）
の

機

会
を

次
の

と
お

り
設

け
る

。
 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

    （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
4
1
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

  

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

  
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。
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＜
生

活
介

護
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生
活

介
護

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

生
活

介
護

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
生

活
介

護
の

事
業

の
適

正
な

運
営

を
確

保
す

る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対
す

る
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

  （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
常

時
介

護
を

要
す

る
利

用
者

に
対

し
て

、
入

浴
、

排
せ

つ
及

び
食

事
の

介
護

、
創

作
的

活
動

又
は

生
産

活
動

の
機

会

の
提

供
そ

の
他

の
便

宜
を

適
切

か
つ

効
果

的
に

行
う

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
意

思
及

び
人

格
を

尊
重

し
、

常
に

利
用

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
生

活
介

護
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

      （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行

う
。

 

ア
 

利
用

申
込

者
の

利
用

に
際

し
、

そ
の

者
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

す
る

照

会
等

に
よ

り
、

そ
の

者
の

心
身

の
状

況
、

当
事

業
所

以
外

に
お

け
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

状
況

等
を

把
握

す
る

こ
と

。
 
 

イ
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
、

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

定
期

的
に

検
討

す
る

と
と

も
に

、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

利
用

者
に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

 
 

ウ
 

他
の

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
 
 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
第

1
項

を
「

主
た

る
事

業
所

」
に

変
え

、
次

の
よ

う
に

第
２

項
で

従
た

る
事

業
所

を
規

定
す

る
。

 

２
 

従
た

る
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
生

活
介

護
事

業
所

△
△

△
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
 
医

師
 

 
○

名
（

常
勤

職
員

○
名

、
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

医
師

は
、

日
常

生
活

上
の

健
康

管
理

及
び

療
養

上
の

指
導

を
行

う
。

 

(
4
)
 
 
看

護
職

員
 

 
○

名
（

常
勤

職
員

○
名

、
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

看
護

職
員

は
、

医
師

の
指

導
の

も
と

、
日

常
生

活
上

の
健

康
管

理
及

び
療

養
上

の
指

導
を

行
う

。
 

(
5
)
 
 
理

学
療

法
士

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

理
学

療
法

士
は

、
身

体
機

能
の

減
退

を
防

止
す

る
た

め
の

理
学

療
法

訓
練

を
行

う
。

 

(
6
)
 
 
作

業
療

法
士

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

作
業

療
法

士
は

、
身

体
機

能
の

減
退

を
防

止
す

る
た

め
の

作
業

療
法

訓
練

を
行

う
。

 

    (
7
)
 
 
生

活
支

援
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

生
活

支
援

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

日
常

生
活

上
の

支
援

を
行

う
。

 

 
(
8
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

     （
営

業
日

及
び

営
業

時
間

）
 

第
５

条
 

事
業

所
の

営
業

日
及

び
営

業
時

間
等

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
営

業
日

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ

し
、

国
民

の
祝

日
及

び
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
。

 

(
2
)
 
営

業
時

間
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
 

午
前

1
0
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

 

   （
事

業
所

の
利

用
定

員
）

 

第
６

条
 

事
業

所
の

利
用

定
員

は
、

○
○

名
と

す
る

。
 

   ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

わ
な

い
。

 

 （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
７

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

      （
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
）

 

第
８

条
 

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
、

名
古

屋
市

全
域

の
区

域
と

す
る

。
 

 

事
務

職
員

や
栄

養
士

・
調

理
員

な
ど

は
、

配
置

す
る

場
合

は
記

載
す

る
。

各
職

種
の

員
数

、
常

勤
・

非
常

勤
の

内
訳

は
、

勤
務

形
態

一
覧

表
等

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
職

種
間

で
兼

務
す

る
場

合
は

「
う

ち
○

名
は

○
○

○
と

兼
務

」
な

ど
と

兼
務

状
況

が
分

か
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
 

サ
ー

ビ
ス

単
位

を
複

数
設

置
す

る
場

合
は

、
単

位
ご

と
に

配
置

す
る

職
種

の
員

数
等

を
記

載
す

る
。

 

理
学

療
法

士
又

は
作

業
療

法
士

を
確

保
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

、
日

常
生

活
を

営
む

の
に

必
要

な
機

能
の

減
退

を
防

止
す

る
た

め
の

訓
練

を
行

う
能

力
を

有
す

る
看

護
師

そ
の

他
の

者
を

「
機

能
訓

練
指

導
員

」
と

し
て

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

サ
ー

ビ
ス

単
位

を
複

数
設

置
す

る
場

合
で

、
単

位
に

よ
っ

て
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
が

異
な

る
と

き
は

単
位

ご
と

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
を

記
載

す
る

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
及

び
サ

ー
ビ

ス
単

位
を

複
数

設
置

す
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
定

員
も

記
載

す
る

。
 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

身
体

障
害

者
、

 
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

及
び

難
病

等
対

象
者

と
す

る
。
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    （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

が
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
申

込
み

を
行

っ
た

と
き

は
、

利
用

申
込

者
に

係
る

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
適

切
な

配
慮

を
し

つ
つ

、
利

用
申

込
者

に
対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

記
し

た
文

書
を

交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
と

き
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

契
約

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
量

（
以

下
「

契
約

支
給

量
」

と
い

う
。

）
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
以

下
「

受
給

者

証
記

載
事

項
」

と
い

う
。

）
を

利
用

者
の

受
給

者
証

に
記

載
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
契

約
支

給
量

の
総

量
は

、
そ

の
利

用
者

の
支

給
量

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

４
 

前
３

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

正
当

な
理

由
な

く
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申
請

に
係

る
援

助
）

 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申

請
が

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

介
護

給
付

費
の

支
給

申
請

に
つ

い
て

、
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

原
則

と
し

て
「

市
区

町
村

」
で

定
め

る
も

の
し

、
客

観
的

に
そ

の
区

域
を

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

例
え

ば
「

事
業

所
か

ら
半

径
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
」

な
ど

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な

お
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

を
越

え
て

サ
ー

ビ
ス

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
8

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

都
度

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
9
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
2
0
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
指

定
生

活
介

護
の

取
扱

方
針

）
 

第
2
1
条

 
事

業
所

は
、

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支
援

を
適

切
に

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
生

活
介

護
の

内
容

）
 

第
2
2
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
生

活
介

護
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

個
別

支
援

計
画

の
作

成
 

(
2
)
 

食
事

の
提

供
 

(
3
)
 

入
浴

又
は

清
拭

 

(
4
)
 

身
体

等
の

介
護

 

(
5
)
 

生
産

活
動

（
○

○
○

、
○

○
○

、
○

○
○

）
 

(
6
)
 

創
作

的
活

動
（

○
○

○
、

○
○

○
、

○
○

○
）

 

(
7
)
 

身
体

機
能

及
び

日
常

生
活

能
力

の
維

持
・

向
上

の
た

め
の

支
援

 

(
8
)
 

生
活

相
談

 

(
9
)
 

健
康

管
理

 

(
1
0
)
 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

 

(
1
1
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
 

   （
個

別
支

援
計

画
の

作
成

等
）

 
 

第
2
3
条

 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

個
別

支
援

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
及

び
日

常
生

活
全

般
の

状
況

等
の

評
価

を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
す

る
上

で
の

適
切

な
支

援
内

容
の

検
討

を

す
る

。
 
 

２
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

３
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
支

援
内

容
の

検
討

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

支
援

の
方

針
、

生
活

全
般

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
課

題
、

サ

実
際

に
提

供
す

る
生

活
介

護
の

内
容

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
生

産
活

動
及

び
創

作
的

活
動

に
つ

い
て

は
、

具
体

的
な

活
動

内
容

も
記

載
す

る
。
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ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
個

別
支

援

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー

ビ
ス

又
は

そ
の

他
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
と

の
連

携
も

含
め

て
個

別
支

援
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
る

よ
う

努

め
る

。
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
係

る
会

議
を

開
催

し
、

前
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
意

見
を

求
め

る
。

 

５
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

６
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

個
別

支
援

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
。

 

７
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

後
、

個
別

支
援

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
以

下
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

を
行

う
と

と
も

に
、

少
な

く
と

も
６

月
に

１
回

以
上

、
個

別
支

援
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
個

別
支

援
計

画
の

変

更
を

行
う

。
 

８
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

特
段

の
事

情
の

な
い

限
り

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。
 

(
1
)
 

定
期

的
に

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と

。
 
 

(
2
)
 

定
期

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 
 

９
 

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
は

、
第

７
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

 
 

（
介

護
）

 
 

第
2
4
条

 
介

護
は

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

に
応

じ
、

利
用

者
の

自
立

の
支

援
と

日
常

生
活

の
充

実
に

資
す

る
よ

う
、

適
切

な
技

術
を

も
っ

て
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

に
応

じ
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
排

せ
つ

の
自

立
に

つ
い

て
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 
 

３
 

事
業

所
は

、
お

む
つ

を
使

用
せ

ざ
る

を
得

な
い

利
用

者
の

お
む

つ
を

適
切

に
取

り
替

え
る

。
 
 

４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

に
定

め
る

ほ
か

、
利

用
者

に
対

し
、

離
床

、
着

替
え

及
び

整
容

そ
の

他
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
を

適
切

に
行

う
。

 
 

５
 

事
業

所
は

、
常

時
１

人
以

上
の

従
業

者
を

介
護

に
従

事
さ

せ
る

。
 
 

６
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
て

、
そ

の
利

用
者

の
負

担
に

よ
り

、
当

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

介
護

を
受

け
さ

せ
な

い
。

 

 （
生

産
活

動
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
地

域
の

実
情

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビ

ス
の

需
給

状
況

等
を

考
慮

し
て

行
う

よ
う

に
努

め
る

。
 
 

２
 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
生

産
活

動
に

従
事

す
る

者
の

作
業

時
間

、
作

業

量
等

が
そ

の
者

に
過

重
な

負
担

と
な

ら
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

。
 
 

３
 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
生

産
活

動
の

能
率

の
向

上
が

図
ら

れ
る

よ
う

、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
等

を
踏

ま
え

た
工

夫
を

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
防

塵
設

備
又

は
消

火
設

備
の

設
置

等
生

産
活

動

を
安

全
に

行
う

た
め

に
必

要
か

つ
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
 
 

  （
工

賃
の

支
払

）
 
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

に
従

事
し

て
い

る
者

に
、

生
産

活
動

に
係

る
事

業
の

収
入

か
ら

生
産

活
動

に
係

る
事

業
に

必
要

な
経

費
を

控
除

し
た

額
に

相
当

す
る

金
額

を
工

賃
と

し
て

支
払

う
。

 

 （
食

事
）

 
 

第
2
7
条

 
事

業
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

食
事

の
提

供
の

有
無

を
説

明
し

、
提

供
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
内

容
及

び
費

用
に

関
し

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

２
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
及

び
嗜

好
を

考
慮

し
、

適
切

な
時

間

に
食

事
の

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

利
用

者
の

年
齢

及
び

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
、

適
切

な
栄

養
量

及
び

内

容
の

食
事

の
提

供
を

行
う

た
め

、
必

要
な

栄
養

管
理

を
行

う
。

 
 

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

を
行

わ
な

い
場

合
は

、
次

条
と

と
も

に
削

除
す

る
。

 

３
 
調

理
は

あ
ら

か
じ

め
作

成
さ

れ
た

献
立

に
従

っ
て

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

、
事

業
所

に
栄

養
士

を
置

か
な

い
と

き
は

、
献

立
の

内

容
、

栄
養

価
の

算
定

及
び

調
理

の
方

法
に

つ
い

て
保

健
所

等
の

指
導

を
受

け
る

よ
う

努
め

る
。

 

  （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

第
2
8

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
健

康
管

理
）

 
 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

健
康

の
状

況
に

注
意

す
る

と
と

も
に

、
健

康
保

持
の

た
め

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
生

活
介

護
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便
宜

に
要

す

る
費

用
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
。

 
 

(
1
)
 

食
事

の
提

供
に

要
す

る
費

用
 

 
１

食
 

○
○

○
円

 

た
だ

し
、

食
事

提
供

体
制

加
算

対
象

者
に

つ
い

て
は

食
材

料
費

と
し

て
１

食
○

○
○

円
と

す
る

。
 

(
2
)
 

創
作

的
活

動
に

係
る

材
料

費
 

 
１

回
 

○
○

○
円

 

(
3
)
 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

係
る

費
用

 
 

１
回

（
片

道
）

 
○

○
○

円
 

(
4
)
 

日
用

品
費

等
そ

の
他

日
常

生
活

に
お

い
て

も
通

常
必

要
と

な
る

も
の

に
係

る
費

用
で

あ
っ

て
、

利
用

者

に
負

担
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
の

実
費

 

      ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
に

対
し

交
付

す
る

。
 
 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

依
頼

を
受

け
て

、
そ

の
利

用
者

が
同

一
の

月
に

当
事

業
所

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

費
用

基
準

額
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

つ
き

法
第

2
9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

介
護

給
付

費
又

は
訓

練
等

給
付

費
の

額
を

控
除

し
た

額
の

合
計

額

（
以

下
「

利
用

者
負

担
額

合
計

額
」

と
い

う
。

）
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
事

業
所

は
、

利

用
者

負
担

額
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
介

護
給

付
費

の
額

に
係

る
通

知
等

）
 
 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
介

護
給

付
費

の
支

給
を

受
け

た
場

合
は

、
利

用
者

に
対

し
、

そ
の

額
を

通
知

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

食
事

の
提

供
を

行
わ

な
い

場
合

は
削

除
す

る
。

 

実
際

に
提

供
す

る
生

活
介

護
の

内
容

ご
と

に
発

生
す

る
利

用
者

負
担

金
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
場

合
、

利
用

者
か

ら
、

送
迎

サ
ー

ビ
ス

に
要

す
る

実
費

（
燃

料
費

等
）

の
支

払
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
送

迎
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

は
、

燃
料

費
等

の
実

費
が

加
算

の
額

を
超

え
る

場
合

に
限

る
。

 

な
お

、
日

常
生

活
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

厚
生

労
働

省
通

知
に

留
意

す
る

こ
と

。
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を
利

用
者

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

第
3
3
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

(
1
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
3
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

    （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 
 

(
1
)
 

正
当

な
理

由
な

し
に

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
指

示
に

従
わ

な
い

こ
と

に
よ

り
、

障
害

の
状

態
等

を

悪
化

さ
せ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

(
2
)
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

介
護

給
付

費
又

は
特

例
介

護
給

付
費

を
受

け
、

又
は

受
け

よ
う

と

し
た

と
き

。
 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
3
5
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
健

康
管

理
等

に
必

要
と

な
る

機
械

器
具

等
の

管
理

を

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
協

力
医

療
機

関
）

 
 

第
3
9

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
病

状
の

急
変

等
に

備
え

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

力
医

療
機

関
を

定
め

る
。

 
協

力
医

療
機

関
名

：
○

○
○

○
 

  （
掲

示
）

 
 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

、
前

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
 

協
力

医
療

機
関

の
名

称
を

記
載

す
る

。
 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。

 

条
の

協
力

医
療

機
関

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
4
1
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
4
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
4
5
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
4
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
支

援
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

を
除

き
、

当
事

業
所

の
従

業
者

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。
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(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

    （
会

計
の

区
分

）
 

第
4
7
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
4
8
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
4
9
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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＜
短

期
入

所
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

短
期

入
所

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

短
期

入
所

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
短

期
入

所
の

事
業

の
適

正
な

運
営

を
確

保
す

る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対
す

る
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

  （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
身

体
そ

の
他

の
状

況
及

び
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

て
入

浴
、

排
せ

つ
及

び
食

事
の

介
護

そ
の

他
の

必
要

な
保

護
を

適
切

か
つ

効
果

的
に

行
う

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
の

意
思

及
び

人
格

を
尊

重
し

、
常

に
利

用
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
短

期
入

所
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

 （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 

生
活

支
援

員
 

 
○

名
（

常
勤

職
員

○
名

、
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

生
活

支
援

員
は

、
指

定
短

期
入

所
の

提
供

に
あ

た
る

。
 

 
(
3
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

     （
事

業
所

の
入

居
定

員
）

 

第
５

条
 

事
業

所
の

利
用

定
員

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
併

設
型

 
 

 
 

○
名

 

(
2
)
 
空

床
利

用
型

 
 

障
害

者
支

援
施

設
○

○
○

の
定

員
６

０
名

以
内

 

(
3
)
 
単

独
型

 
 

 
 

○
名

 

 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

「
生

活
支

援
員

」
は

例
示

で
あ

り
、

従
業

者
の

職
種

名
は

、
実

際
に

配
置

さ
れ

る
従

業
者

の
職

種
を

記
載

す
る

こ
と

。
事

務
職

員
、

栄
養

士
・

調
理

員
な

ど
は

、
配

置
す

る
場

合
は

記
載

す
る

。
各

職
種

の
員

数
、

常
勤

・
非

常
勤

の
内

訳
は

、
勤

務
形

態
一

覧
表

等
と

一
致

さ
せ

る
こ

と
。

職
種

間
で

兼
務

す
る

場
合

は
「

う
ち

○
名

は
○

○
○

と
兼

務
」

な
ど

と
兼

務
状

況
が

分
か

る
よ

う
記

載
す

る
こ

と
。

 

実
施

す
る

形
態

に
係

る
利

用
定

員
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
利

用
定

員
及

び
居

室
の

定
員

を
超

え
て

同
時

に
利

用
さ

せ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
６

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

      （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
７

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
が

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
の

申
込

み
を

行
っ

た
と

き
は

、
利

用
申

込
者

に
係

る
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

し
つ

つ
、

利
用

申
込

者
に

対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要

事
項

を
記

し
た

文
書

を
交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意

を
得

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
入

退
所

の
記

録
の

記
載

等
）

 

第
８

条
 

事
業

所
は

、
入

所
又

は
退

所
に

際
し

て
は

、
当

事
業

者
の

名
称

、
入

所
又

は
退

所
の

年
月

日
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
次

項
に

お
い

て
「

受
給

者
証

記
載

事
項

」
と

い
う

。
）

を
、

利
用

者
の

受
給

者
証

に
記

載

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
自

ら
の

指
定

短
期

入
所

の
提

供
に

よ
り

、
利

用
者

が
提

供
を

受
け

た
指

定
短

期
入

所
の

量
の

総
量

が
支

給
量

に
達

し
た

場
合

は
、

そ
の

利
用

者
に

係
る

受
給

者
証

の
指

定
短

期
入

所
の

提
供

に
係

る
部

分

の
写

し
を

市
町

村
に

提
出

す
る

。
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
正

当
な

理
由

な
く

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

拒
ま

な
い

も
の

と
す

る
。

 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申
請

に
係

る
援

助
）

 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申

請
が

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

介
護

給
付

費
の

支
給

申
請

に
つ

い
て

、
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

身
体

障
害

者
、

 
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

、
難

病
等

対
象

者
及

び
障

害
児

と
す

る
。
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（
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
日

、
内

容
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

（
障

害
児

の
場

合
は

そ
の

保
護

者
。

以
下

「
利

用
者

等
」

と
い

う
。

）
か

ら
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

こ
と

に
つ

い
て

確
認

を
受

け
る

。
 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
1
8
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
指

定
短

期
入

所
の

取
扱

方
針

）
 

第
1
9

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
身

体
そ

の
他

の
状

況
及

び
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

適
切

に
行

う
。

 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
介

護
を

行
う

者
に

対
し

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

等
に

つ
い

て
、

理
解

し
や

す
い

よ
う

に
説

明
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
短

期
入

所
の

内
容

）
 

第
2
0
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
短

期
入

所
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

食
事

の
提

供
 

(
2
)
 

入
浴

又
は

清
拭

 

(
3
)
 

身
体

等
の

介
護

 

(
4
)
 

機
能

訓
練

 

(
5
)
 

生
活

相
談

 

(
6
)
 

健
康

管
理

 

(
7
)
 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

 

(
8
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
 

   （
指

定
短

期
入

所
の

開
始

及
び

終
了

）
 
 

第
2
1
条

 
事

業
所

は
、

介
護

を
行

う
者

の
疾

病
そ

の
他

の
理

由
に

よ
り

居
宅

に
お

い
て

介
護

を
受

け
る

こ
と

が
一

時
的

に
困

難
と

な
っ

た
利

用
者

を
対

象
に

、
指

定
短

期
入

所
を

提
供

す
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

そ
の

他
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
よ

り
、

指
定

短
期

入
所

の
提

供
後

に
お

い
て

も
提

供
前

と
同

様
に

利
用

者

が
継

続
的

に
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

で
き

る
よ

う
必

要
な

援
助

に
努

め
な

け
れ

ば

実
際

に
提

供
す

る
短

期
入

所
の

内
容

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

な
ら

な
い

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

）
 
 

第
2
2
条

 
指

定
短

期
入

所
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

に
応

じ
、

利
用

者
の

自
立

の
支

援
と

日
常

生
活

の
充

実
に

資
す

る
よ

う
、

適
切

な
技

術
を

も
っ

て
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
適

切
な

方
法

に
よ

り
、

利
用

者
を

入
浴

さ
せ

、
又

は
清

拭
す

る
。

 
 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
て

、
そ

の
者

の
負

担
に

よ
り

、
当

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

保
護

を
受

け
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
。

 
 

４
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
依

頼
を

受
け

た
場

合
に

は
、

利
用

者
に

対
し

て
食

事
の

提
供

を
行

う
。

 

５
 

利
用

者
の

食
事

は
、

栄
養

並
び

に
利

用
者

の
身

体
の

状
況

及
び

嗜
好

を
考

慮
し

た
も

の
と

す
る

と
と

も
に

、

適
切

な
時

間
に

提
供

す
る

。
 

 （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

第
2
3

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
2
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
等

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
利

用
者

負
担

額
の

支
払

を
受

け
る

。
 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

等
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス

に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

費
用

基
準

額
の

支
払

を
受

け
る

。
 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
短

期
入

所
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便
宜

に
要

す

る
費

用
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

支
払

を
利

用
者

等
か

ら
受

け
る

。
 

(
1
)
 

食
事

の
提

供
に

要
す

る
費

用
 

 
１

食
 

○
○

○
円

 

(
2
)
 

光
熱

水
費

 
 

１
日

 
○

○
○

円
 

(
3
)
 

日
用

品
費

そ
の

他
日

常
生

活
に

お
い

て
も

通
常

必
要

と
な

る
も

の
に

係
る

費
用

で
あ

っ
て

、
利

用
者

等

に
負

担
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
の

実
費

 

   ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
等

に
対

し
交

付
す

る
。

 
 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
等

に
対

し
、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

等
の

同
意

を
得

る
。

 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
等

の
依

頼
を

受
け

て
、

そ
の

利
用

者
が

同
一

の
月

に
当

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
つ

き
法

第
2
9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
介

護
給

付
費

又
は

訓
練

等
給

付
費

の
額

を
控

除
し

た
額

の
合

計

額
（

以
下

「
利

用
者

負
担

額
合

計
額

」
と

い
う

。
）

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

事
業

所
は

、

利
用

者
負

担
額

合
計

額
を

市
町

村
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
利

用
者

等
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス

等
を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
介

護
給

付
費

の
額

に
係

る
通

知
等

）
 
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
介

護
給

付
費

の
支

給
を

受
け

た
場

合
は

、
利

用
者

等
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

等
に

対
し

て
交

付
す

る
。

 

 

実
際

に
提

供
す

る
短

期
入

所
の

内
容

ご
と

に
発

生
す

る
利

用
者

負
担

金
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

な

お
、

日
常

生
活

費
の

範
囲

に
つ

い
て

は
厚

生
労

働
省

通
知

に
留

意
す

る
こ

と
。
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（
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

第
2
7
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

(
1
)
 

外
出

す
る

場
合

は
、

事
前

に
事

業
所

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

(
2
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
3
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
4
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

    （
利

用
者

等
に

関
す

る
市

町
村

へ
の

通
知

）
 
 

第
2
8
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

利
用

者
等

が
偽

り
そ

の
他

不
正

な
行

為
に

よ
っ

て
介

護
給

付
費

の
支

給
を

受
け

、
又

は
受

け
よ

う
と

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に

通
知

す
る

。
 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
2
9
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

３
日

間
の

生
活

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
健

康
管

理
等

に
必

要
と

な
る

機
械

器
具

等
の

管
理

を

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
協

力
医

療
機

関
）

 
 

第
3
3

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
病

状
の

急
変

等
に

備
え

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

力
医

療
機

関
を

定
め

る
。

 

 
協

力
医

療
機

関
名

：
○

○
○

○
 

  （
掲

示
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

、
前

条
の

協
力

医
療

機
関

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
 

協
力

医
療

機
関

の
名

称
を

記
載

す
る

。
 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。

 

第
3
5
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
3
9
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
支

援
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

を
除

き
、

当
事

業
所

の
従

業
者

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

  
事

業
所

と
し

て
実

施
を

計
画

す
る

研
修

内
容

を
記

載
す

る
。

な
お

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
関

す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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 （
会

計
の

区
分

）
 

第
4
1
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

- 51 -



＜
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
の

事

業
の

適
正

な
運

営
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対

す
る

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

  （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
常

時
介

護
を

要
す

る
利

用
者

で
あ

っ
て

、
そ

の
介

護
の

必
要

の
程

度
が

著
し

く
高

い
も

の
が

自
立

し
た

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

そ
の

利
用

者
の

身
体

そ
の

他
の

状

況
及

び
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

て
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
包

括
的

に
提

供
し

、
生

活
全

般
に

わ
た

る

援
助

を
適

切
か

つ
効

果
的

に
行

う
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
の

意
思

及
び

人
格

を
尊

重
し

、
常

に
利

用
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

。
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業
を

実
施

す
る

。
 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

   （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
利

用
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

事
業

所
に

対
す

る

指
定

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
利

用
の

申
込

み
に

係
る

調
整

、
従

業
者

に
対

す
る

技
術

指
導

等
の

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
の

管
理

等
を

行
う

。
 

(
3
)
 
 
従

業
者

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

従
業

者
は

、
指

定
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
の

提
供

に
当

た
る

。
 

(
4
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

   

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

。
 

「
事

業
所

」
の

名
称

と
所

在
地

を
記

載
す

る
。

所
在

地
は

「
丁

目
」

や
「

番
地

」
、

建
物

名
な

ど
も

省
略

す
る

こ
と

な
く

、
正

確
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

事
務

職
員

は
、

配
置

し
な

い
場

合
は

削
除

す
る

。
各

職
種

の
員

数
、

常
勤

・
非

常
勤

の
内

訳
は

、
勤

務
形

態
一

覧
表

等
と

一
致

さ
せ

る
こ

と
。

職
種

間
で

兼
務

す
る

場
合

は
「

う
ち

○
名

は
○

○
○

と
兼

務
」

な
ど

と
兼

務
状

況
が

分
か

る
よ

う
記

載
す

る
こ

と
。

 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

 （
指

定
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
を

提
供

で
き

る
利

用
者

の
数

）
 

第
５

条
 

指
定

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

を
提

供
で

き
る

利
用

者
の

数
は

、
○

○
名

と
す

る
。

 

   （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
６

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

区
分

６
（

障
害

児
に

あ
っ

て
は

、
こ

れ
に

相
当

す
る

心
身

の
状

態
）

に
該

当
し

、
意

思
疎

通
を

図
る

こ
と

に
著

し
い

支
障

が
あ

る
者

で
あ

っ
て

、
次

に

該
当

す
る

者
と

す
る

。
 

(
1
)
 

重
度

訪
問

介
護

の
対

象
と

な
る

心
身

の
状

態
に

あ
る

者
で

あ
っ

て
、

四
肢

す
べ

て
に

麻
痺

等
が

あ
り

、

か
つ

、
寝

た
き

り
の

状
態

に
あ

る
者

の
う

ち
、

人
工

呼
吸

器
に

よ
る

呼
吸

管
理

を
行

っ
て

い
る

者
（

Ⅰ

類
型

）
 

(
2
)
 

重
度

訪
問

介
護

の
対

象
と

な
る

心
身

の
状

態
に

あ
る

者
で

あ
っ

て
、

四
肢

す
べ

て
に

麻
痺

等
が

あ
り

、

か
つ

、
寝

た
き

り
の

状
態

に
あ

る
者

の
う

ち
、

最
重

度
の

知
的

障
害

の
あ

る
者

（
Ⅱ

類
型

）
 

(
3
)
 

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
4
3
号

告
示

の
別

表
第

二
に

掲
げ

る
行

動
関

連
項

目
の

合
計

点
数

が
８

点
以

上

で
あ

る
者

（
Ⅲ

類
型

）
 

     （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
７

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
が

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
の

申
込

み
を

行
っ

た
と

き
は

、
利

用
申

込
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

し
つ

つ
、

利
用

申
込

者
に

対
し

、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項

を
記

し
た

文
書

を
交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
８

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

と
き

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

利
用

者
に

提
供

す
る

こ
と

を
契

約
し

た
サ

ー
ビ

ス
の

量
（

以
下

「
契

約
支

給
量

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
（

以
下

「
受

給
者

証

記
載

事
項

」
と

い
う

。
）

を
利

用
者

の
受

給
者

証
に

記
載

す
る

。
 
 

２
 

前
項

の
契

約
支

給
量

の
総

量
は

、
そ

の
利

用
者

の
支

給
量

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

４
 

前
３

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
正

当
な

理
由

な
く

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

拒
ま

な
い

も
の

と
す

る
。

 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

上
記

の
類

型
ご

と
の

対
象

者
像

は
大

き
く

異
な

り
、

サ
ー

ビ
ス

利
用

計
画

を
作

成
す

る
上

で
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
に

求
め

ら
れ

る
専

門
性

が
異

な
る

場
合

も
想

定
さ

れ
る

た
め

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

の
適

性
や

配
置

状
況

等
に

よ
っ

て
は

、
専

門
性

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

事
業

の
主

た
る

対
象

を
、

こ
れ

ら
の

類
型

の
う

ち
一

部
に

特
定

し
て

事
業

を
実

施
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

。
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
の

配
置

状
況

及
び

事
業

所
の

体
制

等
を

勘
案

し
、

あ
ら

か
じ

め
指

定
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
を

提
供

で
き

る
利

用
者

の
数

を
定

め
て

お
く

必
要

が
あ

る
。
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 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 

 （
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申
請

に
係

る
援

助
）

 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
介

護
給

付
費

の
支

給
の

申

請
が

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

介
護

給
付

費
の

支
給

申
請

に
つ

い
て

、
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
5

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

都
度

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

（
障

害
児

の
場

合
は

そ
の

保
護

者
。

以
下

「
利

用
者

等
」

と
い

う
。

）
か

ら
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

こ
と

に
つ

い
て

確
認

を
受

け
る

。
 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
身

分
を

証
す

る
書

類
の

携
行

）
 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
に

身
分

を
証

す
る

書
類

を
携

行
さ

せ
、

初
回

訪
問

時
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

求
め

ら
れ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

提
示

す
べ

き
旨

を
指

導
す

る
。

 

 （
指

定
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
の

取
扱

方
針

）
 
 

第
1
8
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

利
用

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
そ

の
利

用
者

の
身

体
そ

の
他

の
状

況
及

び
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支
援

を
適

切
に

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ

う
配

慮
す

る
。

 
 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 
 

 （
指

定
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
の

内
容

）
 

第
1
9
条

 
指

指
定

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

サ
ー

ビ
ス

利
用

計
画

の
作

成
 

(
2
)
 

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

で
提

供
す

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
 

ア
 

居
宅

介
護

 

イ
 

重
度

訪
問

介
護

 

ウ
 

同
行

援
護

 

エ
 

行
動

援
護

 

オ
 

生
活

介
護

（
委

託
実

施
）

 

カ
 

短
期

入
所

（
委

託
実

施
）

 

キ
 

共
同

生
活

介
護

（
委

託
実

施
）

 

ク
 

自
立

訓
練

（
委

託
実

施
）

 

ケ
 

就
労

移
行

支
援

（
委

託
実

施
）

 

コ
 

就
労

継
続

支
援

（
委

託
実

施
）

 

   （
サ

ー
ビ

ス
利

用
計

画
の

作
成

）
 
 

第
2
0
条

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、

利
用

者
又

は
障

害
児

の
保

護
者

の
日

常
生

活
全

般
の

状
況

及
び

希
望

等
を

踏
ま

え
て

、
週

を
単

位
と

し
て

、
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

利
用

計
画

を

作
成

す
る

。
 

２
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
利

用
計

画
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

（
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
サ

ー
ビ

ス
利

用
計

画
の

作
成

の
た

め
に

サ
ー

ビ
ス

利
用

計
画

の
原

案
に

位
置

付
け

た

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
担

当
者

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
担

当
者

」
と

い
う

。
）

を
招

集
し

て
行

う
会

議

を
い

う
。

）
の

開
催

、
担

当
者

に
対

す
る

照
会

等
に

よ
り

担
当

者
か

ら
専

門
的

な
見

地
か

ら
の

意
見

を
求

め

る
。

 
 

３
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
利

用
計

画
を

作
成

し
た

際
は

、
利

用
者

及
び

そ
の

同
居

の
家

族
に

そ
の

内
容

を
説

明
す

る
と

と
も

に
、

サ
ー

ビ
ス

利
用

計
画

を
交

付
す

る
。

 
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
利

用
計

画
作

成
後

に
お

い
て

も
、

サ
ー

ビ
ス

利
用

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

サ
ー

ビ
ス

利
用

計
画

の
変

更
を

行
う

。
 
 

５
 

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

の
規

定
は

、
前

項
に

規
定

す
る

サ
ー

ビ
ス

利
用

計
画

の
変

更
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
体

制
）

 

第
2
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
か

ら
の

連
絡

に
随

時
対

応
で

き
る

体
制

を
有

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
自

ら
又

は
第

三
者

に
委

託
す

る
こ

と
に

よ
り

、
２

以
上

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

で
き

る
体

制
を

有
し

て
い

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
事

業
の

主
た

る
対

象
と

す
る

利
用

者
に

関
す

る
専

門
医

を
有

す
る

医
療

機
関

と
協

力
す

る
体

制
を

有
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
係

る
基

準
）

 
 

第
2
2
条

 
指

定
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
に

お
い

て
提

供
す

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
（

生
活

介
護

、
自

立
訓

練
、

就
労

移
行

支
援

及
び

就
労

継
続

支
援

に
限

る
。

）
を

自
ら

又
は

第
三

者
に

委
託

す
る

こ
と

に
よ

り
提

供

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
事

業
所

又
は

委
託

を
受

け
て

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
事

業
所

は
、

障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
に

基
づ

く
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
 
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
1
7
4
号

）
又

は
障

害
者

の
日

常
生

活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

に
基

づ
く

障
害

者
支

援
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す

る
基

準
 
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
1
7
7
号

）
に

規
定

す
る

基
準

を
満

た
す

も
の

と
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

に
、

そ
の

同
居

の
家

族
で

あ
る

利
用

者
に

対
す

る
指

定
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
に

お
い

て
提

供
す

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
（

居
宅

介
護

、
重

度
訪

問
介

護
、

同
行

援
護

及
び

行
動

援
護

に
限

る
。

）
の

提
供

を
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
 

３
 

指
定

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

に
お

い
て

提
供

す
る

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

（
短

期
入

所
及

び
共

同
生

活
介

護
に

限
る

。
）

を
自

ら
又

は
第

三
者

に
委

託
す

る
こ

と
に

よ
り

提
供

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
事

業
所

又

は
委

託
を

受
け

て
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
ご

と

に
、

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

に
基

づ
く

指
定

障
害

福
祉

サ

ー
ビ

ス
事

業
等

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

 
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
1
7
1
号

）
に

規
定

す
る

基
準

を
満

た
す

も
の

と
す

る
。

 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
2
3
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
等

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
利

用
者

負
担

額
の

支
払

を
受

け
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
等

か
ら

そ
の

指
定

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

費
用

基
準

額
の

支
払

を
受

け
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
前

２
項

の
支

払
を

受
け

る
額

の
ほ

か
、

利
用

者
等

の
選

定
に

よ
り

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

例
え

ば
上

記
の

オ
か

ら
コ

ま
で

を
他

事
業

所
へ

委
託

す
る

と
い

う
場

合
に

は
、

例
に

な
ら

っ
て

（
委

託
実

施
）

と
記

入
す

る
。
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以
外

の
地

域
に

お
い

て
指

定
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
を

提
供

す
る

場
合

、
そ

れ
に

要
し

た
交

通
費

の
額

は
、

そ
の

実
費

を
利

用
者

等
か

ら
徴

収
す

る
。

な
お

、
自

動
車

を
使

用
し

た
場

合
の

交
通

費
は

次
の

額
を

徴
収

す

る
。

 

(
1
)
 
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
を

越
え

る
地

点
か

ら
片

道
○

○
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

下
○

○
○

円
 

(
2
)
 
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
を

越
え

る
地

点
か

ら
片

道
○

○
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
を

越
え

る
場

合
は

、
○

○
○

円
に

○
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

増
す

ご
と

に
○

○
○

円
ず

つ
加

算
し

た
額

と
す

る
。

 

  ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
等

に
対

し
交

付
す

る
。

 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
等

に
対

し
、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

等
の

同
意

を
得

る
。

 

 （
介

護
給

付
費

の
額

に
係

る
通

知
等

）
 
 

第
2
4
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
介

護
給

付
費

の
支

給
を

受
け

た
場

合
は

、
利

用
者

等
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

等
に

対
し

て
交

付
す

る
。

 

 （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

利
用

者
等

が
偽

り
そ

の
他

不
正

な
行

為
に

よ
っ

て
介

護
給

付
費

の
支

給
を

受
け

、
又

は
受

け
よ

う
と

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に

通
知

す
る

。
 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
2
6
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
2
7
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
2
8
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
の

清
潔

の
保

持
及

び
健

康
状

態
に

つ
い

て
、

必
要

な
管

理
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
の

設
備

及
び

備
品

等
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
る

。
 

 （
掲

示
）

 
 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲
示

す
る

。
 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
3
0
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 

自
動

車
に

か
か

る
交

通
費

の
額

は
、

ガ
ソ

リ
ン

代
相

当
程

度
の

額
と

す
る

こ
と

。
 

（
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
3
3
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
会

計
の

区
分

）
 

第
3
5
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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事

業
開

始
以

降
、

運
営

規
程

を
変

更
し

た
場

合
は

、
規

程
変

更
の

施
行

日
を

定
め

る
附

則
を

、
変

更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。
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＜
共

同
生

活
介

護
・

共
同

生
活

援
助

事
業

所
の

運
営

規
程

の
例

＞
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
共

同
生

活
介

護
及

び
指

定
共

同
生

活
援

助
（

以

下
「

指
定

共
同

生
活

介
護

等
」

と
い

う
。

）
の

事
業

の
適

正
な

運
営

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
人

員
及

び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対
す

る
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

    （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
地

域
に

お
い

て
共

同
し

て
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
利

用
者

の
身

体
及

び
精

神
の

状
況

並
び

に
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

て
共

同
生

活

住
居

に
お

い
て

入
浴

、
排

せ
つ

及
び

食
事

等
の

介
護

、
相

談
そ

の
他

の
日

常
生

活
上

の
支

援
を

適
切

か
つ

効

果
的

に
行

う
。

 

  ２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
意

思
及

び
人

格
を

尊
重

し
、

常
に

利
用

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

        （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

一
体

型
で

行
わ

な
い

場
合

は
該

当
す

る
サ

ー
ビ

ス
名

の
み

を
記

載
す

る
。

（
以

下
「

指
定

共
同

生
活

介
護

等
」

と
記

載
さ

れ
て

い
る

箇
所

も
同

様
）

 

複
数

の
共

同
生

活
住

居
を

設
置

す
る

場
合

は
、

次
の

よ
う

に
第

２
項

で
各

住
居

の
名

称
及

び
所

在
地

を
記

載
す

る
。

 

２
 

共
同

生
活

住
居

の
名

称
及

び
所

在
地

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
△

△
△

 

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

△
△

×
丁

目
×

番
×

号
 

＊
＊

ビ
ル

×
号

 

(
2
）

名
称

 
 

 
□

□
□

 

 
 

 
所

在
地

 
 

名
古

屋
市

○
○

区
△

△
×

丁
目

×
番

×
号

 
ハ

イ
ツ

△
△

 
×

号
 

こ
の

作
成

例
は

指
定

共
同

生
活

介
護

と
指

定
共

同
生

活
援

助
を

一
体

的
に

行
う

「
一

体
的

指
定

共
同

生
活

介
護

事
業

所
等

」
の

モ
デ

ル
と

し
て

作
成

し
て

い
る

の
で

、
ど

ち
ら

か
一

方
の

み
を

行
う

場
合

は
、

適
切

で
な

い
部

分
を

加
除

修
正

し
て

く
だ

さ
い

。
 

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

「
入

浴
、

排
せ

つ
及

び
食

事
等

の
介

護
、

」
を

削
除

す
る

。
 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行

う
。

 

ア
 

利
用

申
込

者
の

利
用

に
際

し
、

そ
の

者
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

す
る

照

会
等

に
よ

り
、

そ
の

者
の

身
体

及
び

精
神

の
状

況
、

当
事

業
所

以
外

に
お

け
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

状
況

等
を

把
握

す
る

こ
と

。
 
 

イ
 

利
用

者
の

身
体

及
び

精
神

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
、

利
用

者
が

自
立

し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

定
期

的
に

検
討

す
る

と
と

も
に

、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

利
用

者
に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

 
 

ウ
 

利
用

者
が

自
立

し
た

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
指

定
生

活
介

護
事

業
所

等
と

の
連

絡

調
整

を
行

う
こ

と
。

 

エ
 

他
の

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
 
 

   (
3
)
 
 
世

話
人

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

世
話

人
は

、
食

事
の

提
供

や
生

活
上

の
相

談
等

、
日

常
生

活
を

適
切

に
援

助
す

る
。

 

(
4
)
 
 
生

活
支

援
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

生
活

支
援

員
は

、
利

用
者

に
対

し
て

、
入

浴
、

排
せ

つ
又

は
食

事
の

介
護

等
を

行
う

。
 

 
 

 

(
5
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

    （
事

業
所

の
入

居
定

員
）

 

第
５

条
 

事
業

所
の

入
居

定
員

は
、

○
○

名
と

す
る

。
 

            ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
共

同
生

活
住

居
及

び
ユ

ニ
ッ

ト
の

入
居

定
員

並
び

に
居

室
の

定
員

を
超

え
て

入
居

さ
せ

な
い

も
の

と
す

る
。

 

 （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
６

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

事
務

職
員

な
ど

は
、

配
置

す
る

場
合

は
記

載
す

る
。

各
職

種
の

員
数

、
常

勤
・

非
常

勤
の

内
訳

は
、

勤
務

形
態

一
覧

表
等

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
職

種
間

で
兼

務
す

る
場

合
は

「
う

ち
○

名
は

○
○

○
と

兼
務

」
な

ど
と

兼
務

状
況

が
分

か
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
 

複
数

の
共

同
生

活
住

居
を

設
置

す
る

場
合

は
、

次
の

よ
う

に
第

２
項

で
各

住
居

の
定

員
も

記
載

す

る
。

 

２
 

各
共

同
生

活
住

居
の

定
員

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
）

△
△

△
 

 
○

○
名

 

(
2
）

□
□

□
 

 
○

○
名

 

な
お

、
入

居
定

員
に

は
体

験
利

用
に

係
る

利
用

者
も

含
む

も
の

で
あ

る
。

 

ま
た

、
共

同
生

活
住

居
に

複
数

の
ユ

ニ
ッ

ト
を

有
す

る
場

合
に

は
、

次
の

よ
う

に
ユ

ニ
ッ

ト
ご

と
の

入
居

定
員

も
あ

わ
せ

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
各

共
同

生
活

住
居

の
定

員
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

△
△

△
 

 
○

○
名

（
ユ

ニ
ッ

ト
①

 
○

名
、

ユ
ニ

ッ
ト

②
 

○
名

）
 

(
2
）

□
□

□
 

 
○

○
名

（
ユ

ニ
ッ

ト
①

 
○

名
、

ユ
ニ

ッ
ト

②
 

○
名

）
 

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

、
ウ

の
文

中
「

指
定

生
活

介
護

事
業

所
」

を
「

指
定

自
立

訓
練

（
生

活
訓

練
）

事
業

所
」

に
変

え
る

。
 

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

生
活

支
援

員
の

規
定

を
削

除
す

る
。
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      （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
７

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

が
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
申

込
み

を
行

っ
た

と
き

は
、

利
用

申
込

者
に

係
る

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
適

切
な

配
慮

を
し

つ
つ

、
利

用
申

込
者

に
対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

記
し

た
文

書
を

交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
入

退
居

の
記

録
の

記
載

等
）

 

第
８

条
 

事
業

所
は

、
入

居
又

は
退

居
に

際
し

て
は

、
当

事
業

者
の

名
称

、
入

居
又

は
退

居
の

年
月

日
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
次

項
に

お
い

て
「

受
給

者
証

記
載

事
項

」
と

い
う

。
）

を
、

利
用

者
の

受
給

者
証

に
記

載

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
受

給
者

証
記

載
事

項
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

を
遅

滞
な

く
市

町
村

に
対

し
報

告
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
正

当
な

理
由

な
く

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

拒
ま

な
い

も
の

と
す

る
。

 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
介

護
給

付
費

又
は

訓
練

等
給

付
費

の
支

給
の

申
請

に
係

る
援

助
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
介

護
給

付
費

又
は

訓
練

等

給
付

費
の

支
給

の
申

請
が

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

介
護

給
付

費
又

は
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

申
請

に
つ

い
て

、
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

   （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
日

、
内

容
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

「
介

護
給

付
費

又
は

訓
練

等
給

付
費

」
に

つ
い

て
は

、
共

同
生

活
介

護
の

み
を

行
う

場
合

は
「

介
護

給
付

費
」

と
、

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

「
訓

練
等

給
付

費
」

と
置

き
換

え
る

。
 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

身
体

障
害

者
、

 
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

及
び

難
病

等
対

象
者

と
す

る
。

 

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
指

定
共

同
生

活
介

護
等

の
取

扱
方

針
）

 

第
1
8
条

 
事

業
所

は
、

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

が
地

域
に

お
い

て
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
そ

の
者

の
身

体
及

び
精

神
の

状
況

並
び

に
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支

援
を

適
切

に
行

う
と

と
も

に
、

指
定

共
同

生
活

介
護

等
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ

う
配

慮
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
入

居
前

の
体

験
的

な
利

用
を

希
望

す
る

者
に

対
し

て
指

定
共

同
生

活
介

護
等

の
提

供
を

行
う

場
合

に
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

そ
の

者
が

、
継

続
し

た
指

定
共

同
生

活
介

護
等

の
利

用
に

円
滑

に

移
行

で
き

る
よ

う
配

慮
す

る
と

と
も

に
、

継
続

し
て

入
居

し
て

い
る

他
の

利
用

者
の

処
遇

に
支

障
が

な
い

よ

う
に

す
る

。
 

３
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

４
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
共

同
生

活
介

護
等

の
内

容
）

 

第
1
9
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
共

同
生

活
介

護
等

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

個
別

支
援

計
画

の
作

成
 

(
2
)
 

利
用

者
に

対
す

る
相

談
 

(
3
)
 

食
事

の
提

供
及

び
入

浴
、

排
せ

つ
、

食
事

等
の

介
護

 

(
4
)
 

家
事

等
の

支
援

 

(
5
)
 

健
康

管
理

、
金

銭
管

理
の

援
助

 

(
6
)
 

余
暇

活
動

の
支

援
 

(
7
)
 

緊
急

時
の

対
応

 

(
8
)
 

日
中

活
動

に
係

る
他

の
事

業
所

や
職

場
等

と
の

連
絡

、
調

整
 

(
9
)
 

夜
間

に
お

け
る

支
援

 

(
1
0
)
 

財
産

管
理

 

(
1
1
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
 

    （
個

別
支

援
計

画
の

作
成

等
）

 
 

第
2
0
条

 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

個
別

支
援

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
及

び
日

常
生

活
全

般
の

状
況

等
の

評
価

を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
す

る
上

で
の

適
切

な
支

援
内

容
の

検
討

を

す
る

。
 
 

２
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

夜
間

支
援

体
制

を
と

っ
て

い
な

い
場

合
は

(
9
)
を

削
除

す
る

。
 

体
験

利
用

を
行

う
場

合
は

「
体

験
利

用
に

お
け

る
支

援
」

を
追

加
し

て
記

載
す

る
。

 

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

(
3
)
の

「
及

び
入

浴
・

排
せ

つ
・

食
事

等
の

介
護

」
を

削
除

す
る

。
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任
者

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

３
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
支

援
内

容
の

検
討

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

支
援

の
方

針
、

生
活

全
般

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
課

題
、

サ

ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
個

別
支

援

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー

ビ
ス

又
は

そ
の

他
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
と

の
連

携
も

含
め

て
個

別
支

援
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
る

よ
う

努

め
る

。
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
係

る
会

議
を

開
催

し
、

前
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
意

見
を

求
め

る
。

 

５
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

６
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

個
別

支
援

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
。

 

７
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

後
、

個
別

支
援

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
以

下
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

を
行

う
と

と
も

に
、

少
な

く
と

も
６

月
に

１
回

以
上

、
個

別
支

援
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
個

別
支

援
計

画
の

変

更
を

行
う

。
 

８
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

特
段

の
事

情
の

な
い

限
り

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。
 

(
1
)
 

定
期

的
に

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と

。
 
 

(
2
)
 

定
期

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 
 

９
 

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
は

、
第

７
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

 （
入

退
居

）
 
 

第
2
1
条

 
指

定
共

同
生

活
介

護
等

は
、

共
同

生
活

住
居

へ
の

入
居

を
必

要
と

す
る

利
用

者
（

入
院

治
療

を
要

す
る

者
を

除
く

。
）

に
提

供
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
申

込
者

の
入

居
に

際
し

て
は

、
そ

の
者

の
心

身
の

状
況

、
生

活
歴

、
病

歴
等

の
把

握
に

努
め

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
退

居
の

際
は

、
利

用
者

の
希

望
を

踏
ま

え
た

上
で

、
退

居
後

の
生

活
環

境
や

援
助

の
継

続
性

に
配

慮
し

、
退

居
に

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
退

居
に

際
し

て
は

、
利

用
者

に
対

し
、

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
介

護
及

び
家

事
等

）
 
 

第
2
2
条

 
介

護
は

、
利

用
者

の
身

体
及

び
精

神
の

状
況

に
応

じ
、

利
用

者
の

自
立

の
支

援
と

日
常

生
活

の
充

実
に

資
す

る
よ

う
、

適
切

な
技

術
を

も
っ

て
行

う
。

 
 

２
 

調
理

、
洗

濯
そ

の
他

の
家

事
等

は
、

原
則

と
し

て
利

用
者

と
従

業
者

が
共

同
で

行
う

よ
う

努
め

る
。

 
 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
て

、
そ

の
利

用
者

の
負

担
に

よ
り

、
当

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

介
護

又
は

家
事

等
を

受
け

さ
せ

な
い

。
 

   （
社

会
生

活
上

の
便

宜
の

供
与

等
）

 
 

第
2
3
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

つ
い

て
、

指
定

生
活

介
護

事
業

所
等

と
の

連
絡

調
整

、
余

暇
活

動
の

支
援

等
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
日

常
生

活
を

営
む

上
で

必
要

な
行

政
機

関
に

対
す

る
手

続
等

に
つ

い
て

、
そ

の
者

又
は

そ
の

家
族

が
行

う
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、
そ

の
者

の
同

意
を

得
て

代
わ

っ
て

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
常

に
利

用
者

の
家

族
と

の
連

携
を

図
る

と
と

も
に

、
利

用
者

と
そ

の
家

族
と

の
交

流
等

の
機

会
を

確
保

す
る

よ
う

努
め

る
。

 

   （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

、
み

だ
し

を
「

（
家

事
等

）
」

に
変

更
し

、
第

３
項

の
「

介
護

又
は

」
を

削
除

し
た

上
で

、
第

１
項

を
削

除
し

、
以

下
を

繰
り

上
げ

る
。

 

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

、
第

１
項

の
文

中
「

指
定

生
活

介
護

事
業

所
」

を
「

指
定

自
立

訓
練

（
生

活
訓

練
）

事
業

所
」

に
変

え
る

。
 

第
2
4

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
共

同
生

活
介

護
等

に
お

い
て

提
供

さ
れ

る
便

宜

に
要

す
る

費
用

の
う

ち
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

費
用

の
支

払
を

利
用

者
か

ら
受

け
る

。
 

(
1
)
 

食
材

料
費

 
 

月
額

○
○

○
円

 

(
2
)
 

家
賃

 
 

 
 

月
額

○
○

○
円

 

(
3
)
 

光
熱

水
費

 
 

月
額

○
○

○
円

 

(
4
)
 

日
用

品
費

そ
の

他
日

常
生

活
に

お
い

て
も

通
常

必
要

と
な

る
も

の
に

係
る

費
用

で
あ

っ
て

、
利

用
者

に

負
担

さ
せ

る
こ

と
が

適
当

と
認

め
ら

れ
る

も
の

の
実

費
 

        ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
に

対
し

交
付

す
る

。
 
 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
（

入
居

前
の

体
験

的
な

指
定

共
同

生
活

介
護

等
を

受
け

て
い

る
者

を
除

く
。

）
が

同
一

の
月

に
当

事
業

者
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
を

受
け

た

と
き

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

利
用

者
負

担
額

合
計

額
を

算
定

す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

事
業

所
は

、
利

用
者

負
担

額
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

利

用
者

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

（
入

居
前

の
体

験
的

な
指

定
共

同
生

活
介

護
等

を
受

け
て

い
る

者
に

限
る

。
）

の
依

頼
を

受
け

て
、

そ
の

利
用

者
が

同
一

の
月

に
当

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ

ー
ビ

ス
等

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

利
用

者
負

担

額
合

計
額

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

事
業

所
は

、
利

用
者

負
担

額
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告

す
る

と
と

も
に

、
利

用
者

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事

業
者

等
に

通
知

す
る

。
 

 （
介

護
給

付
費

又
は

訓
練

等
給

付
費

の
額

に
係

る
通

知
等

）
 
 

第
2
7
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
介

護
給

付
費

又
は

訓
練

等
給

付
費

の
支

給
を

受
け

た
場

合
は

、
利

用
者

に
対

し
、

そ
の

額
を

通
知

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

   （
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

第
2
8
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

実
際

に
提

供
す

る
共

同
生

活
介

護
等

の
内

容
ご

と
に

発
生

す
る

利
用

者
負

担
金

に
つ

い
て

記
載

す

る
。

な
お

、
日

常
生

活
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

厚
生

労
働

省
通

知
に

留
意

す
る

こ
と

。
 

入
所

月
の

費
用

の
取

扱
い

や
月

途
中

入
所

者
の

取
扱

い
等

、
必

要
に

応
じ

て
対

応
方

法
を

記
載

す
る

こ
と

。
（

日
割

り
徴

収
の

際
の

１
日

当
た

り
の

額
等

）
 

体
験

利
用

に
係

る
費

用
に

つ
い

て
は

「
利

用
日

数
に

合
わ

せ
按

分
し

た
額

と
す

る
」

等
の

規
定

を
す

る
こ

と
。

 

「
介

護
給

付
費

又
は

訓
練

等
給

付
費

」
に

つ
い

て
は

、
共

同
生

活
介

護
の

み
を

行
う

場
合

は
「

介
護

給
付

費
」

と
、

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

「
訓

練
等

給
付

費
」

と
置

き
換

え
る

。
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(
1
)
 

外
出

す
る

場
合

は
、

事
前

に
事

業
所

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

(
2
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
3
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
4
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

     （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 
 

(
1
)
 

正
当

な
理

由
な

し
に

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
指

示
に

従
わ

な
い

こ
と

に
よ

り
、

障
害

の
状

態
等

を

悪
化

さ
せ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

(
2
)
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

介
護

給
付

費
若

し
く

は
訓

練
等

給
付

費
又

は
特

例
介

護
給

付
費

若

し
く

は
特

例
訓

練
等

給
付

費
を

受
け

、
又

は
受

け
よ

う
と

し
た

と
き

。
 

     （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
3
0
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

３
日

間
の

生
活

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
3
3
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
健

康
管

理
等

に
必

要
と

な
る

機
械

器
具

等
の

管
理

を

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
協

力
医

療
機

関
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

病
状

の
急

変
等

に
備

え
る

た
め

、
次

の
と

お
り

協
力

医
療

機
関

及
び

協
力

歯
科

医
療

機
関

を
定

め
る

。
 

 
協

力
医

療
機

関
名

：
○

○
○

○
 

 
協

力
歯

科
医

療
機

関
名

：
◇

◇
◇

◇
 

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
 

「
介

護
給

付
費

若
し

く
は

訓
練

等
給

付
費

又
は

特
例

介
護

給
付

費
若

し
く

は
特

例
訓

練
等

給
付

費
」

に
つ

い
て

は
、

共
同

生
活

介
護

の
み

を
行

う
場

合
は

「
介

護
給

付
費

又
は

特
例

介
護

給
付

費
」

と
、

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

「
訓

練
等

給
付

費
又

は
特

例
訓

練
等

給
付

費
」

と
置

き
換

え

る
。

 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。

 

  （
掲

示
）

 
 

第
3
5
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

、
前

条
の

協
力

医
療

機
関

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
3
6
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
3
9
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
4
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

前
項

の
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

が
安

心
し

て
日

常
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
継

続
性

を
重

視
し

た
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
配

慮
す

る
。

 

協
力

医
療

機
関

及
び

協
力

歯
科

医
療

機
関

（
定

め
る

よ
う

努
め

る
こ

と
）

の
名

称
を

記
載

す
る

。
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３
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
の

従
業

者
に

よ
っ

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

。
た

だ
し

、
当

事
業

所
が

業
務

の
管

理
及

び
指

揮
命

令
を

確
実

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
場

合
を

除
く

。
 

４
 

事
業

所
は

、
生

活
支

援
員

の
業

務
の

全
部

又
は

一
部

を
委

託
に

よ
り

他
の

事
業

者
に

行
わ

せ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

事
業

者
の

業
務

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
定

期
的

に
確

認
し

、
そ

の
結

果
等

を
記

録
す

る
。

 

   ５
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

    （
支

援
体

制
の

確
保

）
 
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

身
体

及
び

精
神

の
状

況
に

応
じ

た
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

を
行

う
者

そ
の

他
の

関
係

機
関

と
の

連
携

そ
の

他
の

適
切

な
支

援
体

制

を
確

保
す

る
。

 

 （
会

計
の

区
分

）
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
4
4
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
4
5
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

共
同

生
活

援
助

の
み

を
行

う
場

合
は

、
第

３
項

た
だ

し
書

き
と

第
４

項
を

削
除

し
、

第
５

項
を

繰
り

上
げ

る
。

 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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＜
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
立

訓
練

（
機

能
訓

練
）

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

自
立

訓
練

（
機

能
訓

練
）

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
の

事

業
の

適
正

な
運

営
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対

す
る

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

  （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
身

体
障

害
者

等
に

対
し

て
、

一
定

期
間

に
わ

た
り

、
身

体
機

能
又

は
生

活
能

力
の

維
持

、
向

上
等

の
た

め
に

必
要

な

訓
練

そ
の

他
の

便
宜

を
適

切
か

つ
効

果
的

に
行

う
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
意

思
及

び
人

格
を

尊
重

し
、

常
に

利
用

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

      （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行

う
。

 

ア
 

利
用

申
込

者
の

利
用

に
際

し
、

そ
の

者
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

す
る

照

会
等

に
よ

り
、

そ
の

者
の

心
身

の
状

況
、

当
事

業
所

以
外

に
お

け
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

状
況

等
を

把
握

す
る

こ
と

。
 
 

イ
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
、

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

定
期

的
に

検
討

す
る

と
と

も
に

、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

利
用

者
に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

 
 

ウ
 

他
の

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
 
 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
第

1
項

を
「

主
た

る
事

業
所

」
に

変
え

、
次

の
よ

う
に

第
２

項
で

従
た

る
事

業
所

を
規

定
す

る
。

 

２
 

従
た

る
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
事

業
所

△
△

△
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
 
看

護
職

員
 

 
○

名
（

常
勤

職
員

○
名

、
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

看
護

職
員

は
、

医
師

の
指

導
の

も
と

、
日

常
生

活
上

の
健

康
管

理
及

び
療

養
上

の
指

導
を

行
う

。
 

(
4
)
 
 
理

学
療

法
士

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

理
学

療
法

士
は

、
身

体
機

能
の

減
退

を
防

止
す

る
た

め
の

理
学

療
法

訓
練

を
行

う
。

 

(
5
)
 
 
作

業
療

法
士

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

作
業

療
法

士
は

、
身

体
機

能
の

減
退

を
防

止
す

る
た

め
の

作
業

療
法

訓
練

を
行

う
。

 

    (
6
)
 
 
生

活
支

援
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

生
活

支
援

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

日
常

生
活

上
の

支
援

を
行

う
。

 

 
(
7
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

    （
営

業
日

及
び

営
業

時
間

）
 

第
５

条
 

事
業

所
の

営
業

日
及

び
営

業
時

間
等

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
営

業
日

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ

し
、

国
民

の
祝

日
及

び
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
。

 

(
2
)
 
営

業
時

間
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
 

午
前

1
0
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
利

用
定

員
）

 

第
６

条
 

事
業

所
の

利
用

定
員

は
、

○
○

名
と

す
る

。
 

  ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

わ
な

い
。

 

 （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
７

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

      （
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
）

 

第
８

条
 

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
、

名
古

屋
市

全
域

の
区

域
と

す
る

。
 

     （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

が
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
申

込
み

を
行

っ
た

と
き

は
、

利
用

事
務

職
員

や
栄

養
士

・
調

理
員

な
ど

は
、

配
置

す
る

場
合

は
記

載
す

る
。

各
職

種
の

員
数

、
常

勤
・

非
常

勤
の

内
訳

は
、

勤
務

形
態

一
覧

表
等

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
職

種
間

で
兼

務
す

る
場

合
は

「
う

ち
○

名
は

○
○

○
と

兼
務

」
な

ど
と

兼
務

状
況

が
分

か
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
 

理
学

療
法

士
又

は
作

業
療

法
士

を
確

保
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

、
日

常
生

活
を

営
む

の
に

必
要

な
機

能
の

減
退

を
防

止
す

る
た

め
の

訓
練

を
行

う
能

力
を

有
す

る
看

護
師

そ
の

他
の

者
を

「
機

能
訓

練
指

導
員

」
と

し
て

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

定
員

も
記

載
す

る
。

 

原
則

と
し

て
「

市
区

町
村

」
で

定
め

る
も

の
し

、
客

観
的

に
そ

の
区

域
を

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

例
え

ば
「

事
業

所
か

ら
半

径
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
」

な
ど

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な

お
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

を
越

え
て

サ
ー

ビ
ス

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

身
体

障
害

者
、

難
病

等

対
象

者
と

す
る

。
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申
込

者
に

係
る

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
適

切
な

配
慮

を
し

つ
つ

、
利

用
申

込
者

に
対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

の
利

用
申

込
者

の
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

に
資

す
る

と
認

め
ら

れ
る

重
要

事
項

を

記
し

た
文

書
を

交
付

し
て

説
明

を
行

い
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

開
始

に
つ

い
て

利
用

申
込

者
の

同
意

を
得

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
と

き
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

契
約

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
量

（
以

下
「

契
約

支
給

量
」

と
い

う
。

）
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
以

下
「

受
給

者

証
記

載
事

項
」

と
い

う
。

）
を

利
用

者
の

受
給

者
証

に
記

載
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
契

約
支

給
量

の
総

量
は

、
そ

の
利

用
者

の
支

給
量

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

４
 

前
３

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

正
当

な
理

由
な

く
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の
申

請
に

係
る

援
助

）
 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の

申
請

が
行

わ
れ

る
よ

う
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

訓
練

等
給

付
費

の
支

給
申

請
に

つ
い

て
、

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
8

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

都
度

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
9
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
2
0
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
身

分
を

証
す

る
書

類
の

携
行

）
 
 

第
2
1
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
に

身
分

を
証

す
る

書
類

を
携

行
さ

せ
、

初
回

訪
問

時
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

求
め

ら
れ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

提
示

す
べ

き
旨

を
指

導
す

る
。

 

  （
指

定
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
の

取
扱

方
針

）
 

第
2
2
条

 
事

業
所

は
、

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支
援

を
適

切
に

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
の

内
容

）
 

第
2
3
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

個
別

支
援

計
画

の
作

成
 

(
2
)
 

食
事

の
提

供
 

(
3
)
 

入
浴

又
は

清
拭

 

(
4
)
 

身
体

等
の

介
護

 

(
5
)
 

理
学

療
法

や
作

業
療

法
等

の
身

体
機

能
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

や
家

事
等

の
訓

練
 

(
6
)
 

生
活

相
談

 

(
7
)
 

健
康

管
理

 

(
8
)
 

訪
問

に
よ

る
機

能
訓

練
 

(
9
)
 

地
域

生
活

へ
の

移
行

の
た

め
の

支
援

 

(
1
0
)
 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

 

(
1
1
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
 

  （
個

別
支

援
計

画
の

作
成

等
）

 
 

第
2
4
条

 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

個
別

支
援

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
及

び
日

常
生

活
全

般
の

状
況

等
の

評
価

を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
す

る
上

で
の

適
切

な
支

援
内

容
の

検
討

を

す
る

。
 
 

２
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

３
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
支

援
内

容
の

検
討

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

支
援

の
方

針
、

生
活

全
般

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
課

題
、

サ

実
際

に
提

供
す

る
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
の

内
容

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

訪
問

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
う

場
合

に
記

載
す

る
。
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ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
個

別
支

援

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー

ビ
ス

又
は

そ
の

他
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
と

の
連

携
も

含
め

て
個

別
支

援
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
る

よ
う

努

め
る

。
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
係

る
会

議
を

開
催

し
、

前
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
意

見
を

求
め

る
。

 

５
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

６
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

個
別

支
援

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
。

 

７
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

後
、

個
別

支
援

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
以

下
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

を
行

う
と

と
も

に
、

少
な

く
と

も
３

月
に

１
回

以
上

、
個

別
支

援
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
個

別
支

援
計

画
の

変

更
を

行
う

。
 

８
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

特
段

の
事

情
の

な
い

限
り

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。
 

(
1
)
 

定
期

的
に

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と

。
 
 

(
2
)
 

定
期

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 
 

９
 

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
は

、
第

７
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

 
 

（
訓

練
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
に

応
じ

、
利

用
者

の
自

立
の

支
援

と
日

常
生

活
の

充
実

に
資

す
る

よ
う

、
適

切
な

技
術

を
も

っ
て

訓
練

を
行

う
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
、

そ
の

有
す

る
能

力
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

自
立

し
た

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

利
用

者
の

心
身

の
特

性
に

応
じ

た
必

要
な

訓
練

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
常

時
１

人
以

上
の

従
業

者
を

訓
練

に
従

事
さ

せ
る

。
 

４
 

事
業

所
は

、
そ

の
利

用
者

に
対

し
て

、
利

用
者

の
負

担
に

よ
り

、
当

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

訓
練

を
受

け
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 （
地

域
生

活
へ

の
移

行
の

た
め

の
支

援
）

 
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

地
域

に
お

い
て

自
立

し
た

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

指
定

就
労

移
行

支
援

事
業

者
そ

の
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
を

行
う

者
等

と
連

携
し

、
必

要

な
調

整
を

行
う

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
地

域
に

お
い

て
安

心
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、

利
用

者
が

住
宅

等
に

お
け

る
生

活
に

移
行

し
た

後
も

、
一

定
期

間
、

定
期

的
な

連
絡

、
相

談
等

を
行

う
。

 

 （
食

事
）

 
 

第
2
7
条

 
事

業
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

食
事

の
提

供
の

有
無

を
説

明
し

、
提

供
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
内

容
及

び
費

用
に

関
し

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

２
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
及

び
嗜

好
を

考
慮

し
、

適
切

な
時

間

に
食

事
の

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

利
用

者
の

年
齢

及
び

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
、

適
切

な
栄

養
量

及
び

内

容
の

食
事

の
提

供
を

行
う

た
め

、
必

要
な

栄
養

管
理

を
行

う
。

 
 

３
 
調

理
は

あ
ら

か
じ

め
作

成
さ

れ
た

献
立

に
従

っ
て

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

、
事

業
所

に
栄

養
士

を
置

か
な

い
と

き
は

、
献

立
の

内

容
、

栄
養

価
の

算
定

及
び

調
理

の
方

法
に

つ
い

て
保

健
所

等
の

指
導

を
受

け
る

よ
う

努
め

る
。

 

  （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

第
2
8

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
健

康
管

理
）

 
 

食
事

の
提

供
を

行
わ

な
い

場
合

は
削

除
す

る
。

 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

健
康

の
状

況
に

注
意

す
る

と
と

も
に

、
健

康
保

持
の

た
め

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
に

お
い

て
提

供
さ

れ

る
便

宜
に

要
す

る
費

用
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
。

 
 

(
1
)
 

食
事

の
提

供
に

要
す

る
費

用
 

 
１

食
 

○
○

○
円

 

た
だ

し
、

食
事

提
供

体
制

加
算

対
象

者
に

つ
い

て
は

食
材

料
費

と
し

て
１

食
○

○
○

円
と

す
る

。
 

(
2
)
 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

係
る

費
用

 
 

１
回

（
片

道
）

 
○

○
○

円
 

(
3
)
 

日
用

品
費

等
そ

の
他

日
常

生
活

に
お

い
て

も
通

常
必

要
と

な
る

も
の

に
係

る
費

用
で

あ
っ

て
、

利
用

者

に
負

担
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
の

実
費

 

       ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
に

対
し

交
付

す
る

。
 
 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

依
頼

を
受

け
て

、
そ

の
利

用
者

が
同

一
の

月
に

当
事

業
所

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

費
用

基
準

額
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

つ
き

法
第

2
9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

介
護

給
付

費
又

は
訓

練
等

給
付

費
の

額
を

控
除

し
た

額
の

合
計

額

（
以

下
「

利
用

者
負

担
額

合
計

額
」

と
い

う
。

）
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
事

業
所

は
、

利

用
者

負
担

額
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

額
に

係
る

通
知

等
）

 
 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

を
受

け
た

場
合

は
、

利
用

者
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

第
3
3
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

(
1
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
3
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

    

実
際

に
提

供
す

る
指

定
自

立
訓

練
（

機
能

訓
練

）
の

内
容

ご
と

に
発

生
す

る
利

用
者

負
担

金
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
場

合
、

利
用

者
か

ら
、

送
迎

サ
ー

ビ
ス

に
要

す
る

実
費

（
燃

料
費

等
）

の
支

払
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
送

迎
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

は
、

燃
料

費
等

の
実

費
が

加
算

の
額

を
超

え
る

場
合

に
限

る
。

 

な
お

、
日

常
生

活
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

厚
生

労
働

省
通

知
に

留
意

す
る

こ
と

。
 

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
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（
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 
 

(
1
)
 

正
当

な
理

由
な

し
に

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
指

示
に

従
わ

な
い

こ
と

に
よ

り
、

障
害

の
状

態
等

を

悪
化

さ
せ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

(
2
)
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

訓
練

等
給

付
費

（
又

は
特

例
訓

練
等

給
付

費
）

を
受

け
、

又
は

受

け
よ

う
と

し
た

と
き

。
 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
3
5
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
健

康
管

理
等

に
必

要
と

な
る

機
械

器
具

等
の

管
理

を

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
協

力
医

療
機

関
）

 
 

第
3
9

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
病

状
の

急
変

等
に

備
え

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

力
医

療
機

関
を

定
め

る
。

 
協

力
医

療
機

関
名

：
○

○
○

○
 

  （
掲

示
）

 
 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

、
前

条
の

協
力

医
療

機
関

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
4
1
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 

協
力

医
療

機
関

の
名

称
を

記
載

す
る

。
 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。

 

（
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
4
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
4
5
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
4
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
支

援
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

を
除

き
、

当
事

業
所

の
従

業
者

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

    （
会

計
の

区
分

）
 

第
4
7
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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第
4
8
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
4
9
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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＜
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
立

訓
練

（
生

活
訓

練
）

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

自
立

訓
練

（
生

活
訓

練
）

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
の

事

業
の

適
正

な
運

営
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対

す
る

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

  （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
知

的
障

害
者

又
は

精
神

障
害

者
に

対
し

て
、

一
定

期
間

に
わ

た
り

生
活

能
力

の
維

持
、

向
上

等
の

た
め

に
必

要
な

支

援
、

訓
練

そ
の

他
の

便
宜

を
適

切
か

つ
効

果
的

に
行

う
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
意

思
及

び
人

格
を

尊
重

し
、

常
に

利
用

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

      （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行

う
。

 

ア
 

利
用

申
込

者
の

利
用

に
際

し
、

そ
の

者
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

す
る

照

会
等

に
よ

り
、

そ
の

者
の

心
身

の
状

況
、

当
事

業
所

以
外

に
お

け
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

状
況

等
を

把
握

す
る

こ
と

。
 
 

イ
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
、

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

定
期

的
に

検
討

す
る

と
と

も
に

、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

利
用

者
に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

 
 

ウ
 

他
の

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
 
 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
第

1
項

を
「

主
た

る
事

業
所

」
に

変
え

、
次

の
よ

う
に

第
２

項
で

従
た

る
事

業
所

を
規

定
す

る
。

 

２
 

従
た

る
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
事

業
所

△
△

△
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
 
生

活
支

援
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

生
活

支
援

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

日
常

生
活

上
の

支
援

を
行

う
。

 

 
(
4
)
 

地
域

移
行

支
援

員
 

 
○

名
（

常
勤

職
員

○
名

、
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

地
域

生
活

へ
移

行
後

の
住

ま
い

に
関

す
る

情
報

提
供

及
び

地
域

生
活

へ
移

行
し

た
利

用
者

の
定

期
的

な

相
談

支
援

等
を

行
う

。
 

 
(
5
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

     （
営

業
日

及
び

営
業

時
間

）
 

第
５

条
 

事
業

所
の

営
業

日
及

び
営

業
時

間
等

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
営

業
日

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ

し
、

国
民

の
祝

日
及

び
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
。

 

(
2
)
 
営

業
時

間
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
 

午
前

1
0
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
た

だ
し

、
指

定
宿

泊
型

自
立

訓
練

に
つ

い
て

は
2
4
時

間
と

す
る

。
 

 （
事

業
所

の
利

用
定

員
）

 

第
６

条
 

事
業

所
の

利
用

定
員

（
次

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
。

）
は

、
○

○
名

と
す

る
。

 

２
 

事
業

所
の

指
定

宿
泊

型
自

立
訓

練
の

利
用

定
員

は
○

○
名

と
す

る
。

 

   ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

わ
な

い
。

 

 （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
７

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

      （
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
）

 

第
８

条
 

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
、

名
古

屋
市

全
域

の
区

域
と

す
る

。
 

     （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

が
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
申

込
み

を
行

っ
た

と
き

は
、

利
用

申
込

者
に

係
る

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
適

切
な

配
慮

を
し

つ
つ

、
利

用
申

込
者

に
対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

記
し

た
文

書
を

交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

地
域

移
行

支
援

員
は

指
定

宿
泊

型
自

立
訓

練
を

行
う

場
合

に
１

人
以

上
配

置
す

る
。

 

事
務

職
員

や
栄

養
士

・
調

理
員

な
ど

は
、

配
置

す
る

場
合

は
記

載
す

る
。

各
職

種
の

員
数

、
常

勤
・

非
常

勤
の

内
訳

は
、

勤
務

形
態

一
覧

表
等

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
職

種
間

で
兼

務
す

る
場

合
は

「
う

ち
○

名
は

○
○

○
と

兼
務

」
な

ど
と

兼
務

状
況

が
分

か
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

定
員

も
記

載
す

る
。

 

第
1
項

の
括

弧
書

き
と

第
2
項

は
、

指
定

宿
泊

型
自

立
訓

練
を

行
わ

な
い

場
合

は
記

載
し

な
い

。
 

原
則

と
し

て
「

市
区

町
村

」
で

定
め

る
も

の
し

、
客

観
的

に
そ

の
区

域
を

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

例
え

ば
「

事
業

所
か

ら
半

径
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
」

な
ど

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な

お
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

を
越

え
て

サ
ー

ビ
ス

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

 
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

及
び

難
病

等
対

象
者

と
す

る
。
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２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
と

き
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

契
約

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
量

（
以

下
「

契
約

支
給

量
」

と
い

う
。

）
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
以

下
「

受
給

者

証
記

載
事

項
」

と
い

う
。

）
を

利
用

者
の

受
給

者
証

に
記

載
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
契

約
支

給
量

の
総

量
は

、
そ

の
利

用
者

の
支

給
量

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

４
 

前
３

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

正
当

な
理

由
な

く
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の
申

請
に

係
る

援
助

）
 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の

申
請

が
行

わ
れ

る
よ

う
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

訓
練

等
給

付
費

の
支

給
申

請
に

つ
い

て
、

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
8

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

都
度

記
録

す
る

。
 

    

指
定

宿
泊

型
自

立
訓

練
を

行
う

場
合

は
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

。
 

事
業

所
は

、
指

定
宿

泊
型

自
立

訓
練

を
提

供
し

た
際

は
、

そ
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
9
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
2
0
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
身

分
を

証
す

る
書

類
の

携
行

）
 
 

第
2
1
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
に

身
分

を
証

す
る

書
類

を
携

行
さ

せ
、

初
回

訪
問

時
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

求
め

ら
れ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

提
示

す
べ

き
旨

を
指

導
す

る
。

 

  （
指

定
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
の

取
扱

方
針

）
 

第
2
2
条

 
事

業
所

は
、

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支
援

を
適

切
に

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
の

内
容

）
 

第
2
3
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

個
別

支
援

計
画

の
作

成
 

(
2
)
 

食
事

の
提

供
 

(
3
)
 

入
浴

又
は

清
拭

 

(
4
)
 

身
体

等
の

介
護

 

(
5
)
 

家
事

等
日

常
生

活
能

力
を

向
上

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
訓

練
 

(
6
)
 

生
活

相
談

 

(
7
)
 

健
康

管
理

 

(
8
)
 

訪
問

に
よ

る
生

活
訓

練
 

(
9
)
 

宿
泊

に
よ

る
生

活
訓

練
 

(
1
0
)
 

地
域

生
活

へ
の

移
行

の
た

め
の

支
援

 

(
1
1
)
 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

 

(
1
2
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
 

  （
個

別
支

援
計

画
の

作
成

等
）

 
 

第
2
4
条

 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

個
別

支
援

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
及

び
日

常
生

活
全

般
の

状
況

等
の

評
価

を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
す

る
上

で
の

適
切

な
支

援
内

容
の

検
討

を

す
る

。
 
 

２
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

３
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
支

援
内

容
の

検
討

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

支
援

の
方

針
、

生
活

全
般

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
課

題
、

サ

実
際

に
提

供
す

る
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
の

内
容

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

訪
問

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
う

場
合

に
記

載
す

る
。
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ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
個

別
支

援

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー

ビ
ス

又
は

そ
の

他
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
と

の
連

携
も

含
め

て
個

別
支

援
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
る

よ
う

努

め
る

。
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
係

る
会

議
を

開
催

し
、

前
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
意

見
を

求
め

る
。

 

５
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

６
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

個
別

支
援

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
。

 

７
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

後
、

個
別

支
援

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
以

下
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

を
行

う
と

と
も

に
、

少
な

く
と

も
３

月
に

１
回

以
上

、
個

別
支

援
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
個

別
支

援
計

画
の

変

更
を

行
う

。
 

８
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

特
段

の
事

情
の

な
い

限
り

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。
 

(
1
)
 

定
期

的
に

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と

。
 
 

(
2
)
 

定
期

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 
 

９
 

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
は

、
第

７
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

 （
訓

練
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
に

応
じ

、
利

用
者

の
自

立
の

支
援

と
日

常
生

活
の

充
実

に
資

す
る

よ
う

、
適

切
な

技
術

を
も

っ
て

訓
練

を
行

う
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
、

そ
の

有
す

る
能

力
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

自
立

し
た

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

利
用

者
の

心
身

の
特

性
に

応
じ

た
必

要
な

訓
練

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
常

時
１

人
以

上
の

従
業

者
を

訓
練

に
従

事
さ

せ
る

。
 

４
 

事
業

所
は

、
そ

の
利

用
者

に
対

し
て

、
利

用
者

の
負

担
に

よ
り

、
当

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

訓
練

を
受

け
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 （
地

域
生

活
へ

の
移

行
の

た
め

の
支

援
）

 
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

地
域

に
お

い
て

自
立

し
た

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

指
定

就
労

移
行

支
援

事
業

者
そ

の
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
を

行
う

者
等

と
連

携
し

、
必

要

な
調

整
を

行
う

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
地

域
に

お
い

て
安

心
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、

利
用

者
が

住
宅

等
に

お
け

る
生

活
に

移
行

し
た

後
も

、
一

定
期

間
、

定
期

的
な

連
絡

、
相

談
等

を
行

う
。

 

 （
食

事
）

 
 

第
2
7
条

 
事

業
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

食
事

の
提

供
の

有
無

を
説

明
し

、
提

供
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
内

容
及

び
費

用
に

関
し

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

２
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
及

び
嗜

好
を

考
慮

し
、

適
切

な
時

間

に
食

事
の

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

利
用

者
の

年
齢

及
び

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
、

適
切

な
栄

養
量

及
び

内

容
の

食
事

の
提

供
を

行
う

た
め

、
必

要
な

栄
養

管
理

を
行

う
。

 
 

３
 
調

理
は

あ
ら

か
じ

め
作

成
さ

れ
た

献
立

に
従

っ
て

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

、
事

業
所

に
栄

養
士

を
置

か
な

い
と

き
は

、
献

立
の

内

容
、

栄
養

価
の

算
定

及
び

調
理

の
方

法
に

つ
い

て
保

健
所

等
の

指
導

を
受

け
る

よ
う

努
め

る
。

 

  （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

第
2
8

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
健

康
管

理
）

 
 

食
事

の
提

供
を

行
わ

な
い

場
合

は
削

除
す

る
。

 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

健
康

の
状

況
に

注
意

す
る

と
と

も
に

、
健

康
保

持
の

た
め

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
に

お
い

て
提

供
さ

れ

る
便

宜
に

要
す

る
費

用
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
。

 
 

(
1
)
 

食
事

の
提

供
に

要
す

る
費

用
 

 
１

食
 

○
○

○
円

 

た
だ

し
、

食
事

提
供

体
制

加
算

対
象

者
に

つ
い

て
は

食
材

料
費

と
し

て
１

食
○

○
○

円
と

す
る

。
 

(
2
)
 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

係
る

費
用

 
 

１
回

（
片

道
）

 
○

○
○

円
 

(
3
)
 
 
光

熱
水

費
 

 
１

日
 

○
○

○
円

 

(
4
)
 

居
室

の
提

供
に

伴
い

必
要

と
な

る
費

用
 

 
１

日
 

○
○

○
円

 

(
5
)
 

日
用

品
費

等
そ

の
他

日
常

生
活

に
お

い
て

も
通

常
必

要
と

な
る

も
の

に
係

る
費

用
で

あ
っ

て
、

利
用

者

に
負

担
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
の

実
費

 

       ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
に

対
し

交
付

す
る

。
 
 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
（

次
項

に
掲

げ
る

者
を

除
く

。
）

の
依

頼
を

受
け

て
、

そ
の

利
用

者
が

同
一

の
月

に
当

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

か
ら

そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
つ

き
法

第
2
9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
介

護
給

付
費

又
は

訓
練

等
給

付

費
の

額
を

控
除

し
た

額
の

合
計

額
（

以
下

「
利

用
者

負
担

額
合

計
額

」
と

い
う

。
）

を
算

定
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

当
事

業
者

は
、

利
用

者
負

担
額

合
計

額
を

市
町

村
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
利

用
者

及
び

他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
提

供
し

た
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

通
知

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

（
指

定
宿

泊
型

自
立

訓
練

を
受

け
る

者
で

あ
っ

て
利

用
前

の
体

験
的

な
指

定
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
を

受
け

る
者

で
な

い
も

の
に

限
る

。
）

が
同

一
の

月
に

当
事

業
者

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー

ビ
ス

等
に

係
る

利
用

者
負

担
額

合
計

額
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
事

業
所

は
、

利
用

者
負

担

額
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
提

供
し

た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

額
に

係
る

通
知

等
）

 
 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

を
受

け
た

場
合

は
、

利
用

者
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

実
際

に
提

供
す

る
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
の

内
容

ご
と

に
発

生
す

る
利

用
者

負
担

金
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

(
3
)
と

(
4
)
は

指
定

宿
泊

型
自

立
訓

練
の

場
合

に
規

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

送
迎

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
場

合
、

利
用

者
か

ら
、

送
迎

サ
ー

ビ
ス

に
要

す
る

実
費

（
燃

料
費

等
）

の
支

払
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
送

迎
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

は
、

燃
料

費
等

の
実

費
が

加
算

の
額

を
超

え
る

場
合

に
限

る
。

 

な
お

、
日

常
生

活
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

厚
生

労
働

省
通

知
に

留
意

す
る

こ
と

。
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第
3
3
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

(
1
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
3
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

     （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 
 

(
1
)
 

正
当

な
理

由
な

し
に

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
指

示
に

従
わ

な
い

こ
と

に
よ

り
、

障
害

の
状

態
等

を

悪
化

さ
せ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

(
2
)
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

訓
練

等
給

付
費

（
又

は
特

例
訓

練
等

給
付

費
）

を
受

け
、

又
は

受

け
よ

う
と

し
た

と
き

。
 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
3
5
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
健

康
管

理
等

に
必

要
と

な
る

機
械

器
具

等
の

管
理

を

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
協

力
医

療
機

関
）

 
 

第
3
9

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
病

状
の

急
変

等
に

備
え

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

力
医

療
機

関
を

定
め

る
。

 
協

力
医

療
機

関
名

：
○

○
○

○
 

  （
掲

示
）

 
 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

、
前

条
の

協
力

医
療

機
関

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
 

協
力

医
療

機
関

の
名

称
を

記
載

す
る

。
 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
4
1
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
4
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
4
5
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
4
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
支

援
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

を
除

き
、

当
事

業
所

の
従

業
者

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
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     （
会

計
の

区
分

）
 

第
4
7
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
4
8
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
4
9
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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＜
就

労
移

行
支

援
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

就
労

移
行

支
援

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

就
労

移
行

支
援

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援

す
る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
就

労
移

行
支

援
の

事
業

の
適

正
な

運
営

を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対
す

る
適

切
な

サ
ー

ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

  （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
就

労
を

希
望

す
る

6
5
歳

未
満

の
障

害
者

で
あ

っ
て

、
通

常
の

事
業

所
に

雇
用

さ
れ

る
こ

と
が

可
能

と
見

込
ま

れ
る

者
に

対
し

て
、

一
定

の
期

間
に

わ
た

り
、

生
産

活
動

そ
の

他
の

活
動

の
機

会
の

提
供

を
通

じ
て

、
就

労
に

必

要
な

知
識

及
び

能
力

の
向

上
た

め
に

必
要

な
訓

練
そ

の
他

の
便

宜
を

適
切

か
つ

効
果

的
に

行
う

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
意

思
及

び
人

格
を

尊
重

し
、

常
に

利
用

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

      （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行

う
。

 

ア
 

利
用

申
込

者
の

利
用

に
際

し
、

そ
の

者
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

す
る

照

会
等

に
よ

り
、

そ
の

者
の

心
身

の
状

況
、

当
事

業
所

以
外

に
お

け
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

状
況

等
を

把
握

す
る

こ
と

。
 
 

イ
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
、

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

定
期

的
に

検
討

す
る

と
と

も
に

、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

利
用

者
に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

 
 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
第

1
項

を
「

主
た

る
事

業
所

」
に

変
え

、
次

の
よ

う
に

第
２

項
で

従
た

る
事

業
所

を
規

定
す

る
。

 

２
 

従
た

る
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

△
△

△
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

ウ
 

他
の

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
 
 

(
3
)
 
 
職

業
指

導
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

職
業

指
導

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

及
び

職
場

実
習

の
開

拓
を

行
い

、
就

職
後

も
職

場
定

着
を

図
る

た
め

の
支

援
を

行
う

。
 

(
4
)
 
 
生

活
支

援
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

生
活

支
援

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

日
常

生
活

上
の

支
援

を
行

う
。

 

(
5
)
 
 
就

労
支

援
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

就
労

支
援

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

職
場

実
習

の
あ

っ
せ

ん
、

求
職

活
動

の
支

援
及

び
就

職
後

の
職

場
定

着
の

た
め

の
支

援
を

行
う

。
 

 
(
6
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

    （
営

業
日

及
び

営
業

時
間

）
 

第
５

条
 

事
業

所
の

営
業

日
及

び
営

業
時

間
等

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
営

業
日

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ

し
、

国
民

の
祝

日
及

び
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
。

 

(
2
)
 
営

業
時

間
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
 

午
前

1
0
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
利

用
定

員
）

 

第
６

条
 

事
業

所
の

利
用

定
員

は
、

○
○

名
と

す
る

。
 

  ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

わ
な

い
。

 

 （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
７

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

      （
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
）

 

第
８

条
 

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
、

名
古

屋
市

全
域

の
区

域
と

す
る

。
 

    （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

が
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
申

込
み

を
行

っ
た

と
き

は
、

利
用

申
込

者
に

係
る

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
適

切
な

配
慮

を
し

つ
つ

、
利

用
申

込
者

に
対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

記
し

た
文

書
を

交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

事
務

職
員

や
栄

養
士

・
調

理
員

な
ど

は
、

配
置

す
る

場
合

は
記

載
す

る
。

各
職

種
の

員
数

、
常

勤
・

非
常

勤
の

内
訳

は
、

勤
務

形
態

一
覧

表
等

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
職

種
間

で
兼

務
す

る
場

合
は

「
う

ち
○

名
は

○
○

○
と

兼
務

」
な

ど
と

兼
務

状
況

が
分

か
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

定
員

の
内

訳
も

記
載

す
る

。
 

原
則

と
し

て
「

市
区

町
村

」
で

定
め

る
も

の
し

、
客

観
的

に
そ

の
区

域
を

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

例
え

ば
「

事
業

所
か

ら
半

径
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
」

な
ど

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な

お
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

を
越

え
て

サ
ー

ビ
ス

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

身
体

障
害

者
、

 
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

及
び

難
病

等
対

象
者

と
す

る
。
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特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
と

き
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

契
約

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
量

（
以

下
「

契
約

支
給

量
」

と
い

う
。

）
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
以

下
「

受
給

者

証
記

載
事

項
」

と
い

う
。

）
を

利
用

者
の

受
給

者
証

に
記

載
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
契

約
支

給
量

の
総

量
は

、
そ

の
利

用
者

の
支

給
量

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

４
 

前
３

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

正
当

な
理

由
な

く
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の
申

請
に

係
る

援
助

）
 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の

申
請

が
行

わ
れ

る
よ

う
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

訓
練

等
給

付
費

の
支

給
申

請
に

つ
い

て
、

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
8

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

都
度

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
9
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
2
0
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
指

定
就

労
移

行
支

援
の

取
扱

方
針

）
 

第
2
1
条

 
事

業
所

は
、

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支
援

を
適

切
に

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
就

労
移

行
支

援
の

内
容

）
 

第
2
2
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
就

労
移

行
支

援
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

個
別

支
援

計
画

の
作

成
 

(
2
)
 

就
労

に
必

要
な

知
識

及
び

能
力

の
向

上
の

た
め

に
必

要
な

訓
練

 

(
3
)
 

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

 

(
4
)
 

実
習

先
企

業
等

の
紹

介
 

(
5
)
 

施
設

外
支

援
の

実
施

 

(
6
)
 

施
設

外
就

労
の

実
施

 

(
7
)
 

前
各

号
を

通
じ

て
、

知
識

及
び

能
力

が
高

ま
っ

た
者

に
つ

い
て

、
就

労
へ

の
移

行
に

向
け

た
求

職
等

の
支

援
 

(
8
)
 

就
労

後
の

職
場

定
着

の
た

め
の

支
援

 
 

(
9
)
 

生
活

相
談

 

(
1
0
)
 

健
康

管
理

 

(
1
1
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
 

   （
個

別
支

援
計

画
の

作
成

等
）

 
 

第
2
3
条

 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

個
別

支
援

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
及

び
日

常
生

活
全

般
の

状
況

等
の

評
価

を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
す

る
上

で
の

適
切

な
支

援
内

容
の

検
討

を

す
る

。
 
 

２
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

３
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
支

援
内

容
の

検
討

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

支
援

の
方

針
、

生
活

全
般

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
課

題
、

サ

ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
個

別
支

援

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー

ビ
ス

又
は

そ
の

他
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
と

の
連

携
も

含
め

て
個

別
支

援
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
る

よ
う

努

め
る

。
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
係

る
会

議
を

開
催

し
、

前
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
意

見
を

求
め

る
。

 

５
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

６
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

個
別

支
援

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
。

 

実
際

に
提

供
す

る
就

労
移

行
支

援
の

内
容

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
施

設
外

支
援

又
は

施
設

外
就

労
を

実
施

し
な

い
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
第

５
号

又
は

第
６

号
及

び
第

2
8
条

又
は

第
2
9
条

は
不

要
。
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７
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

後
、

個
別

支
援

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
以

下
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

を
行

う
と

と
も

に
、

少
な

く
と

も
３

月
に

１
回

以
上

、
個

別
支

援
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
個

別
支

援
計

画
の

変

更
を

行
う

。
 

８
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

特
段

の
事

情
の

な
い

限
り

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。
 

(
1
)
 

定
期

的
に

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と

。
 
 

(
2
)
 

定
期

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 
 

９
 

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
は

、
第

７
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

 （
訓

練
）

 
 

第
2
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
に

応
じ

、
利

用
者

の
自

立
の

支
援

と
日

常
生

活
の

充
実

に
資

す
る

よ
う

、
適

切
な

技
術

を
も

っ
て

訓
練

を
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
、

そ
の

有
す

る
能

力
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

自
立

し
た

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

利
用

者
の

心
身

の
特

性
に

応
じ

た
必

要
な

訓
練

を
行

う
。

 
 

３
 

事
業

所
は

、
常

時
１

人
以

上
の

従
業

者
を

訓
練

に
従

事
さ

せ
る

。
 
 

４
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
て

、
そ

の
利

用
者

の
負

担
に

よ
り

、
当

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

訓
練

を
受

け
さ

な
い

。
 

 （
生

産
活

動
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
地

域
の

実
情

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビ

ス
の

需
給

状
況

等
を

考
慮

し
て

行
う

よ
う

に
努

め
る

。
 
 

２
 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
生

産
活

動
に

従
事

す
る

者
の

作
業

時
間

、
作

業

量
等

が
そ

の
者

に
過

重
な

負
担

と
な

ら
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

。
 
 

３
 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
生

産
活

動
の

能
率

の
向

上
が

図
ら

れ
る

よ
う

、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
等

を
踏

ま
え

た
工

夫
を

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
防

塵
設

備
又

は
消

火
設

備
の

設
置

等
生

産
活

動

を
安

全
に

行
う

た
め

に
必

要
か

つ
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
 
 

  （
工

賃
の

支
払

）
 
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

に
従

事
し

て
い

る
者

に
、

生
産

活
動

に
係

る
事

業
の

収
入

か
ら

生
産

活
動

に
係

る
事

業
に

必
要

な
経

費
を

控
除

し
た

額
に

相
当

す
る

金
額

を
工

賃
と

し
て

支
払

う
。

 

 （
実

習
の

実
施

）
 
 

第
2
7
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
い

て
実

習
で

き
る

よ
う

、
実

習
の

受
入

先
を

確
保

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

実
習

の
受

入
先

の
確

保
に

当
た

っ
て

は
、

公
共

職
業

安
定

所
、

障
害

者
就

業
・

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

及
び

特
別

支
援

学
校

等
の

関
係

機
関

と
連

携
し

て
、

利
用

者
の

意
向

及
び

適
性

を
踏

ま
え

て

行
う

よ
う

努
め

る
。

 

 （
施

設
外

支
援

）
 

第
2
8
条

 
事

業
所

は
、

職
場

実
習

、
求

職
活

動
等

の
施

設
外

支
援

を
実

施
す

る
。

 

 （
施

設
外

就
労

）
 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

一
般

就
労

へ
の

移
行

や
工

賃
の

引
き

上
げ

を
図

る
た

め
、

利
用

者
と

職
員

が
ユ

ニ
ッ

ト
を

組
み

、
企

業
か

ら
請

け
負

っ
た

作
業

を
そ

の
企

業
内

で
行

う
施

設
外

就
労

を
実

施
す

る
。

 

 （
求

職
活

動
の

支
援

等
の

実
施

）
 
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

公
共

職
業

安
定

所
で

の
求

職
の

登
録

そ
の

他
の

利
用

者
が

行
う

求
職

活
動

を
支

援
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
公

共
職

業
安

定
所

、
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
及

び
特

別
支

援
学

校
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
て

、
利

用
者

の
意

向
及

び
適

性
に

応
じ

た
求

人
の

開
拓

に
努

め
る

。
 
 

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

を
行

わ
な

い
場

合
は

、
次

条
と

と
も

に
削

除
す

る
。

 

 （
職

場
へ

の
定

着
の

た
め

の
支

援
の

実
施

）
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

職
場

へ
の

定
着

を
促

進
す

る
た

め
、

障
害

者
就

業
・

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

等
の

関
係

機
関

と
連

携
し

て
、

利
用

者
が

就
職

し
た

日
か

ら
６

月
以

上
、

職
業

生
活

に
お

け
る

相
談

等
の

支

援
を

継
続

す
る

。
 

 （
食

事
）

 
 

第
3
2
条

 
事

業
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

食
事

の
提

供
の

有
無

を
説

明
し

、
提

供
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
内

容
及

び
費

用
に

関
し

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

２
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
及

び
嗜

好
を

考
慮

し
、

適
切

な
時

間

に
食

事
の

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

利
用

者
の

年
齢

及
び

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
、

適
切

な
栄

養
量

及
び

内

容
の

食
事

の
提

供
を

行
う

た
め

、
必

要
な

栄
養

管
理

を
行

う
。

 
 

３
 
調

理
は

あ
ら

か
じ

め
作

成
さ

れ
た

献
立

に
従

っ
て

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

、
事

業
所

に
栄

養
士

を
置

か
な

い
と

き
は

、
献

立
の

内

容
、

栄
養

価
の

算
定

及
び

調
理

の
方

法
に

つ
い

て
保

健
所

等
の

指
導

を
受

け
る

よ
う

努
め

る
。

 

  （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

第
3
3

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
健

康
管

理
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

健
康

の
状

況
に

注
意

す
る

と
と

も
に

、
健

康
保

持
の

た
め

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

。
 

 （
就

職
状

況
の

報
告

）
 
 

第
3
5

条
 

事
業

者
は

、
毎

年
、

前
年

度
に

お
け

る
就

職
し

た
利

用
者

の
数

そ
の

他
の

就
職

に
関

す
る

状
況

を
、

都
道

府
県

に
報

告
す

る
。

 
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
就

労
移

行
支

援
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便
宜

に

要
す

る
費

用
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
。

 
 

(
1
)
 

食
事

の
提

供
に

要
す

る
費

用
 

 
１

食
 

○
○

○
円

 

た
だ

し
、

食
事

提
供

体
制

加
算

対
象

者
に

つ
い

て
は

食
材

料
費

と
し

て
１

食
○

○
○

円
と

す
る

。
 

(
2
)
 

日
用

品
費

等
そ

の
他

日
常

生
活

に
お

い
て

も
通

常
必

要
と

な
る

も
の

に
係

る
費

用
で

あ
っ

て
、

利
用

者

に
負

担
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
の

実
費

 

   ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
に

対
し

交
付

す
る

。
 
 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

依
頼

を
受

け
て

、
そ

の
利

用
者

が
同

一
の

月
に

当
事

業
所

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

費
用

基
準

額
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害

食
事

の
提

供
を

行
わ

な
い

場
合

は
削

除
す

る
。

 

実
際

に
提

供
す

る
就

労
移

行
支

援
の

内
容

ご
と

に
発

生
す

る
利

用
者

負
担

金
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

な
お

、
日

常
生

活
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

厚
生

労
働

省
通

知
に

留
意

す
る

こ
と

。
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福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

つ
き

法
第

2
9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

介
護

給
付

費
又

は
訓

練
等

給
付

費
の

額
を

控
除

し
た

額
の

合
計

額

（
以

下
「

利
用

者
負

担
額

合
計

額
」

と
い

う
。

）
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
事

業
所

は
、

利

用
者

負
担

額
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

額
に

係
る

通
知

等
）

 
 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

を
受

け
た

場
合

は
、

利
用

者
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

第
3
9
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

(
1
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
3
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

    （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 
 

(
1
)
 

正
当

な
理

由
な

し
に

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
指

示
に

従
わ

な
い

こ
と

に
よ

り
、

障
害

の
状

態
等

を

悪
化

さ
せ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

(
2
)
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

訓
練

等
給

付
費

（
又

は
特

例
訓

練
等

給
付

費
）

を
受

け
、

又
は

受

け
よ

う
と

し
た

と
き

。
 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
4
1
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
4
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
健

康
管

理
等

に
必

要
と

な
る

機
械

器
具

等
の

管
理

を

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。

 

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
協

力
医

療
機

関
）

 
 

第
4
5

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
病

状
の

急
変

等
に

備
え

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

力
医

療
機

関
を

定
め

る
。

 
協

力
医

療
機

関
名

：
○

○
○

○
 

  （
掲

示
）

 
 

第
4
6
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

、
前

条
の

協
力

医
療

機
関

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
4
7
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
4
8
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
4
9
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
5
0
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
5
1
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

協
力

医
療

機
関

の
名

称
を

記
載

す
る

。
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う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
5
2
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
支

援
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

を
除

き
、

当
事

業
所

の
従

業
者

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

    （
会

計
の

区
分

）
 

第
5
3
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
5
4
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
5
5
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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＜
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
の

事
業

の
適

正

な
運

営
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対
す

る
適

切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

  （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
通

常
の

事
業

所
に

雇
用

さ
れ

る
こ

と
が

困
難

で
あ

っ
て

、
雇

用
契

約
に

基
づ

く
就

労
が

可
能

な
者

に
対

し
て

、
雇

用

契
約

の
締

結
等

に
よ

る
就

労
の

機
会

を
提

供
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

知
識

及
び

能
力

の
向

上
の

た
め

に
必

要

な
訓

練
そ

の
他

の
便

宜
を

適
切

か
つ

効
果

的
に

行
う

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
意

思
及

び
人

格
を

尊
重

し
、

常
に

利
用

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

      （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行

う
。

 

ア
 

利
用

申
込

者
の

利
用

に
際

し
、

そ
の

者
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

す
る

照

会
等

に
よ

り
、

そ
の

者
の

心
身

の
状

況
、

当
事

業
所

以
外

に
お

け
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

状
況

等
を

把
握

す
る

こ
と

。
 
 

イ
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
、

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

定
期

的
に

検
討

す
る

と
と

も
に

、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

利
用

者
に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

 
 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
第

1
項

を
「

主
た

る
事

業
所

」
に

変
え

、
次

の
よ

う
に

第
２

項
で

従
た

る
事

業
所

を
規

定
す

る
。

 

２
 

従
た

る
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
事

業
所

△
△

△
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

ウ
 

他
の

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
 
 

(
3
)
 
 
職

業
指

導
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

職
業

指
導

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

就
労

の
機

会
の

提
供

及
び

職
場

実
習

の
開

拓
を

行
い

、

一
般

就
労

後
も

職
場

定
着

を
図

る
た

め
の

支
援

を
行

う
。

 

(
4
)
 
 
生

活
支

援
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

生
活

支
援

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

日
常

生
活

上
の

支
援

を
行

う
。

 

(
5
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

    （
営

業
日

及
び

営
業

時
間

）
 

第
５

条
 

事
業

所
の

営
業

日
及

び
営

業
時

間
等

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
営

業
日

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ

し
、

国
民

の
祝

日
及

び
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
。

 

(
2
)
 
営

業
時

間
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
 

午
前

1
0
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
利

用
定

員
）

 

第
６

条
 

事
業

所
の

利
用

定
員

は
、

○
○

名
と

す
る

。
 

  ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

わ
な

い
。

 

 （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
７

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

      （
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
）

 

第
８

条
 

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
、

名
古

屋
市

全
域

の
区

域
と

す
る

。
 

    （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

が
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
申

込
み

を
行

っ
た

と
き

は
、

利
用

申
込

者
に

係
る

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
適

切
な

配
慮

を
し

つ
つ

、
利

用
申

込
者

に
対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

記
し

た
文

書
を

交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
と

き
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

事
務

職
員

や
栄

養
士

・
調

理
員

な
ど

は
、

配
置

す
る

場
合

は
記

載
す

る
。

各
職

種
の

員
数

、
常

勤
・

非
常

勤
の

内
訳

は
、

勤
務

形
態

一
覧

表
等

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
職

種
間

で
兼

務
す

る
場

合
は

「
う

ち
○

名
は

○
○

○
と

兼
務

」
な

ど
と

兼
務

状
況

が
分

か
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

定
員

の
内

訳
も

記
載

す
る

。
 

原
則

と
し

て
「

市
区

町
村

」
で

定
め

る
も

の
し

、
客

観
的

に
そ

の
区

域
を

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

例
え

ば
「

事
業

所
か

ら
半

径
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
」

な
ど

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な

お
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

を
越

え
て

サ
ー

ビ
ス

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

身
体

障
害

者
、

 
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

及
び

難
病

等
対

象
者

と
す

る
。
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契
約

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
量

（
以

下
「

契
約

支
給

量
」

と
い

う
。

）
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
以

下
「

受
給

者

証
記

載
事

項
」

と
い

う
。

）
を

利
用

者
の

受
給

者
証

に
記

載
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
契

約
支

給
量

の
総

量
は

、
そ

の
利

用
者

の
支

給
量

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

４
 

前
３

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

正
当

な
理

由
な

く
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の
申

請
に

係
る

援
助

）
 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の

申
請

が
行

わ
れ

る
よ

う
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

訓
練

等
給

付
費

の
支

給
申

請
に

つ
い

て
、

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
8

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

都
度

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
9
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
2
0
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
指

定
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
の

取
扱

方
針

）
 

第
2
1
条

 
事

業
所

は
、

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支
援

を
適

切
に

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
の

内
容

）
 

第
2
2
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

個
別

支
援

計
画

の
作

成
 

(
2
)
 

雇
用

契
約

の
締

結
に

よ
る

就
労

の
機

会
及

び
生

産
活

動
の

機
会

の
提

供
 

(
3
)
 

就
労

に
必

要
な

知
識

及
び

能
力

の
向

上
の

た
め

に
必

要
な

訓
練

 

(
4
)
 

実
習

先
企

業
等

の
紹

介
 

(
5
)
 

施
設

外
支

援
の

実
施

 

(
6
)
 

施
設

外
就

労
の

実
施

 

(
7
)
 

前
各

号
を

通
じ

て
、

知
識

及
び

能
力

が
高

ま
っ

た
者

に
つ

い
て

、
一

般
就

労
へ

の
移

行
に

向
け

た
求

職
等

の
支

 
 

 
援

 

(
8
)
 

一
般

就
労

後
の

職
場

定
着

の
た

め
の

支
援

 
 

(
9
)
 

生
活

相
談

 

(
1
0
)
 

健
康

管
理

 

(
1
1
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
 

   （
個

別
支

援
計

画
の

作
成

等
）

 
 

第
2
3
条

 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

個
別

支
援

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
及

び
日

常
生

活
全

般
の

状
況

等
の

評
価

を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
す

る
上

で
の

適
切

な
支

援
内

容
の

検
討

を

す
る

。
 
 

２
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

３
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
支

援
内

容
の

検
討

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

支
援

の
方

針
、

生
活

全
般

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
課

題
、

サ

ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
個

別
支

援

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー

ビ
ス

又
は

そ
の

他
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
と

の
連

携
も

含
め

て
個

別
支

援
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
る

よ
う

努

め
る

。
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
係

る
会

議
を

開
催

し
、

前
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
意

見
を

求
め

る
。

 

５
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

６
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

個
別

支
援

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
。

 

７
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

後
、

個
別

支
援

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
以

下
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

を
行

う
と

と
も

に
、

少
な

く
と

も
６

月
に

１
回

以
上

、
個

別
支

援
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
個

別
支

援
計

画
の

変

実
際

に
提

供
す

る
就

労
移

行
支

援
の

内
容

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
施

設
外

支
援

又
は

施
設

外
就

労
を

実
施

し
な

い
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
第

５
号

又
は

第
６

号
及

び
第

2
9
条

又
は

第
3
0
条

は
不

要
。
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更
を

行
う

。
 

８
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

特
段

の
事

情
の

な
い

限
り

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。
 

(
1
)
 

定
期

的
に

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と

。
 
 

(
2
)
 

定
期

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 
 

９
 

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
は

、
第

７
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

 （
訓

練
）

 
 

第
2
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
に

応
じ

、
利

用
者

の
自

立
の

支
援

と
日

常
生

活
の

充
実

に
資

す
る

よ
う

、
適

切
な

技
術

を
も

っ
て

訓
練

を
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
、

そ
の

有
す

る
能

力
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

自
立

し
た

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

利
用

者
の

心
身

の
特

性
に

応
じ

た
必

要
な

訓
練

を
行

う
。

 
 

３
 

事
業

所
は

、
常

時
１

人
以

上
の

従
業

者
を

訓
練

に
従

事
さ

せ
る

。
 
 

４
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
て

、
そ

の
利

用
者

の
負

担
に

よ
り

、
当

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

訓
練

を
受

け
さ

な
い

。
 

 （
雇

用
契

約
の

締
結

等
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

指
定

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
と

雇
用

契
約

を
締

結
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

事
業

所
は

、
雇

用
契

約
に

基
づ

く
就

労
が

困
難

で
あ

る
者

に
対

し
て

雇
用

契
約

を
締

結
せ

ず
に

指
定

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

を
提

供
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 
 

   （
就

労
）

 
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

就
労

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
地

域
の

実
情

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビ

ス
の

需
給

状
況

等
を

考
慮

し
て

行
う

よ
う

努
め

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
就

労
の

機
会

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

作
業

の
能

率
の

向
上

が
図

ら
れ

る
よ

う
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
等

を
踏

ま
え

た
工

夫
を

行
う

。
 

 （
賃

金
及

び
工

賃
）

 

第
2
7
条

 
事

業
所

は
、

雇
用

契
約

を
締

結
し

た
利

用
者

が
労

働
に

従
事

し
た

場
合

は
、

労
働

基
準

法
及

び
最

低
賃

金
法

そ
の

他
関

係
法

令
等

に
基

づ
き

、
賃

金
を

支
払

う
と

と
も

に
、

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生
活

又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

を
支

援
す

る
た

め
、

賃
金

の
水

準
を

高
め

る
よ

う
努

め
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
雇

用
契

約
を

締
結

し
て

い
な

い
利

用
者

に
対

し
て

は
、

生
産

活
動

に
係

る
事

業
の

収
入

か
ら

生
産

活
動

に
係

る
事

業
に

必
要

な
経

費
を

控
除

し
た

額
に

相
当

す
る

金
額

を
工

賃
と

し
て

支
払

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
雇

用
契

約
を

締
結

し
て

い
な

い
利

用
者

の
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

を
支

援
す

る
た

め
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

支
払

わ
れ

る
工

賃
の

水
準

を
高

め
る

よ
う

努
め

る
。

 

４
 

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
雇

用
契

約
を

締
結

し
て

い
な

い
利

用
者

そ
れ

ぞ
れ

に
対

し
支

払
わ

れ
る

１
月

あ
た

り
の

工
賃

の
平

均
額

は
、

３
千

円
を

下
回

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 （
実

習
の

実
施

）
 

第
2
8
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
い

て
実

習
で

き
る

よ
う

、
実

習
の

受
入

先
の

確
保

に
努

め
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

実
習

の
受

け
入

れ
先

の
確

保
に

当
た

っ
て

は
、

公
共

職
業

安
定

所
、

障
害

者
就

業
・

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

及
び

特
別

支
援

学
校

等
の

関
係

機
関

と
連

携
し

て
、

利
用

者
の

就
労

に
対

す
る

意
向

及

び
適

性
を

踏
ま

え
て

行
う

よ
う

努
め

る
。

 

 （
施

設
外

支
援

）
 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

職
場

実
習

、
求

職
活

動
等

の
施

設
外

支
援

を
実

施
す

る
。

 

 （
施

設
外

就
労

）
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

一
般

就
労

へ
の

移
行

や
工

賃
の

引
き

上
げ

を
図

る
た

め
、

利
用

者
と

職
員

が
ユ

ニ
ッ

多
機

能
型

に
よ

り
指

定
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
の

事
業

を
一

体
的

に
行

う
事

業
所

で
は

第
２

項
を

削
除

す
る

。
 

ト
を

組
み

、
企

業
か

ら
請

け
負

っ
た

作
業

を
そ

の
企

業
内

で
行

う
施

設
外

就
労

を
実

施
す

る
。

 

 （
求

職
活

動
の

支
援

等
の

実
施

）
 
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

公
共

職
業

安
定

所
で

の
求

職
の

登
録

そ
の

他
の

利
用

者
が

行
う

求
職

活
動

の
支

援
に

努
め

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
公

共
職

業
安

定
所

、
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
及

び
特

別
支

援
学

校
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
て

、
利

用
者

の
就

労
に

関
す

る
意

向
及

び
適

性
に

応
じ

た
求

人
の

開
拓

に
努

め
る

。
 

 （
職

場
へ

の
定

着
の

た
め

の
支

援
等

の
実

施
）

 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

職
場

へ
の

定
着

を
促

進
す

る
た

め
、

障
害

者
就

業
・

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

等
の

関
係

機
関

と
連

携
し

て
、

利
用

者
が

就
職

し
た

日
か

ら
６

月
以

上
、

職
業

生
活

に
お

け
る

相
談

等
の

支

援
の

継
続

に
努

め
る

。
 

 （
食

事
）

 
 

第
3
3
条

 
事

業
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

食
事

の
提

供
の

有
無

を
説

明
し

、
提

供
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
内

容
及

び
費

用
に

関
し

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

２
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
及

び
嗜

好
を

考
慮

し
、

適
切

な
時

間

に
食

事
の

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

利
用

者
の

年
齢

及
び

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
、

適
切

な
栄

養
量

及
び

内

容
の

食
事

の
提

供
を

行
う

た
め

、
必

要
な

栄
養

管
理

を
行

う
。

 
 

３
 
調

理
は

あ
ら

か
じ

め
作

成
さ

れ
た

献
立

に
従

っ
て

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

、
事

業
所

に
栄

養
士

を
置

か
な

い
と

き
は

、
献

立
の

内

容
、

栄
養

価
の

算
定

及
び

調
理

の
方

法
に

つ
い

て
保

健
所

等
の

指
導

を
受

け
る

よ
う

努
め

る
。

 

  （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

第
3
4

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
健

康
管

理
）

 
 

第
3
5
条

 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

健
康

の
状

況
に

注
意

す
る

と
と

も
に

、
健

康
保

持
の

た
め

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

。
 

 （
利

用
者

及
び

従
業

者
以

外
の

者
の

雇
用

）
 
 

第
3
6
条

 
事

業
者

は
、

利
用

者
及

び
従

業
者

以
外

の
者

を
一

定
の

人
数

の
範

囲
内

で
事

業
に

従
事

す
る

作
業

員
と

し
て

雇
用

す
る

場
合

が
あ

る
。

 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便

宜
に

要
す

る
費

用
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
。

 
 

(
1
)
 

食
事

の
提

供
に

要
す

る
費

用
 

 
１

食
 

○
○

○
円

 

た
だ

し
、

食
事

提
供

体
制

加
算

対
象

者
に

つ
い

て
は

食
材

料
費

と
し

て
１

食
○

○
○

円
と

す
る

。
 

(
2
)
 

日
用

品
費

等
そ

の
他

日
常

生
活

に
お

い
て

も
通

常
必

要
と

な
る

も
の

に
係

る
費

用
で

あ
っ

て
、

利
用

者

に
負

担
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
の

実
費

 

   ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
に

対
し

交
付

す
る

。
 
 

食
事

の
提

供
を

行
わ

な
い

場
合

は
削

除
す

る
。

 

実
際

に
提

供
す

る
就

労
移

行
支

援
の

内
容

ご
と

に
発

生
す

る
利

用
者

負
担

金
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

な
お

、
日

常
生

活
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

厚
生

労
働

省
通

知
に

留
意

す
る

こ
と

。
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５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

依
頼

を
受

け
て

、
そ

の
利

用
者

が
同

一
の

月
に

当
事

業
所

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

費
用

基
準

額
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

つ
き

法
第

2
9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

介
護

給
付

費
又

は
訓

練
等

給
付

費
の

額
を

控
除

し
た

額
の

合
計

額

（
以

下
「

利
用

者
負

担
額

合
計

額
」

と
い

う
。

）
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
事

業
所

は
、

利

用
者

負
担

額
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

額
に

係
る

通
知

等
）

 
 

第
3
9
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

を
受

け
た

場
合

は
、

利
用

者
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

第
4
0
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

(
1
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
3
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

    （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
4
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 
 

(
1
)
 

正
当

な
理

由
な

し
に

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
指

示
に

従
わ

な
い

こ
と

に
よ

り
、

障
害

の
状

態
等

を

悪
化

さ
せ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

(
2
)
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

訓
練

等
給

付
費

（
又

は
特

例
訓

練
等

給
付

費
）

を
受

け
、

又
は

受

け
よ

う
と

し
た

と
き

。
 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
4
2
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
4
4
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
4
5
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
健

康
管

理
等

に
必

要
と

な
る

機
械

器
具

等
の

管
理

を

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
協

力
医

療
機

関
）

 
 

第
4
6

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
病

状
の

急
変

等
に

備
え

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

力
医

療
機

関
を

定
め

る
。

 
協

力
医

療
機

関
名

：
○

○
○

○
 

  （
掲

示
）

 
 

第
4
7
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

、
前

条
の

協
力

医
療

機
関

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
4
8
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
4
9
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
5
0
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
5
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
5
2
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

協
力

医
療

機
関

の
名

称
を

記
載

す
る

。
 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。
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３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
5
3
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
支

援
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

を
除

き
、

当
事

業
所

の
従

業
者

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

    （
会

計
の

区
分

）
 

第
5
4
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
5
5
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
5
6
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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＜
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

就
労

継
続

支
援

Ｂ
型

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

就
労

継
続

支
援

Ｂ
型

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
の

事
業

の
適

正

な
運

営
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利
用

者
に

対
す

る
適

切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

  （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
通

常
の

事
業

所
に

雇
用

さ
れ

る
こ

と
が

困
難

で
あ

っ
て

、
雇

用
契

約
に

基
づ

く
就

労
が

困
難

な
者

に
対

し
て

、
就

労

の
機

会
を

提
供

す
る

と
と

も
に

、
生

産
活

動
そ

の
他

の
活

動
の

機
会

の
提

供
を

通
じ

て
、

そ
の

知
識

及
び

能

力
の

向
上

の
た

め
に

必
要

な
訓

練
そ

の
他

の
便

宜
を

適
切

か
つ

効
果

的
に

行
う

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
意

思
及

び
人

格
を

尊
重

し
、

常
に

利
用

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

      （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行

う
。

 

ア
 

利
用

申
込

者
の

利
用

に
際

し
、

そ
の

者
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

す
る

照

会
等

に
よ

り
、

そ
の

者
の

心
身

の
状

況
、

当
事

業
所

以
外

に
お

け
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

状
況

等
を

把
握

す
る

こ
と

。
 
 

イ
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
、

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

定
期

的
に

検
討

す
る

と
と

も
に

、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

利
用

者
に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

 
 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
第

1
項

を
「

主
た

る
事

業
所

」
に

変
え

、
次

の
よ

う
に

第
２

項
で

従
た

る
事

業
所

を
規

定
す

る
。

 

２
 

従
た

る
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
事

業
所

△
△

△
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

ウ
 

他
の

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
 
 

(
3
)
 
 
職

業
指

導
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

職
業

指
導

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

就
労

の
機

会
の

提
供

及
び

職
場

実
習

の
開

拓
を

行
い

、

一
般

就
労

後
も

職
場

定
着

を
図

る
た

め
の

支
援

を
行

う
。

 

(
4
)
 
 
生

活
支

援
員

 
 

○
名

（
常

勤
職

員
○

名
、

非
常

勤
職

員
○

名
）

 

生
活

支
援

員
は

、
個

別
支

援
計

画
に

基
づ

き
、

日
常

生
活

上
の

支
援

を
行

う
。

 

(
5
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

    （
営

業
日

及
び

営
業

時
間

）
 

第
５

条
 

事
業

所
の

営
業

日
及

び
営

業
時

間
等

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
営

業
日

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ

し
、

国
民

の
祝

日
及

び
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
。

 

(
2
)
 
営

業
時

間
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
 

午
前

1
0
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
利

用
定

員
）

 

第
６

条
 

事
業

所
の

利
用

定
員

は
、

○
○

名
と

す
る

。
 

  ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

わ
な

い
。

 

 （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
７

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

      （
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
）

 

第
８

条
 

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
、

名
古

屋
市

全
域

の
区

域
と

す
る

。
 

    （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

が
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
申

込
み

を
行

っ
た

と
き

は
、

利
用

申
込

者
に

係
る

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
適

切
な

配
慮

を
し

つ
つ

、
利

用
申

込
者

に
対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

記
し

た
文

書
を

交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
と

き
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

事
務

職
員

や
栄

養
士

・
調

理
員

な
ど

は
、

配
置

す
る

場
合

は
記

載
す

る
。

各
職

種
の

員
数

、
常

勤
・

非
常

勤
の

内
訳

は
、

勤
務

形
態

一
覧

表
等

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
職

種
間

で
兼

務
す

る
場

合
は

「
う

ち
○

名
は

○
○

○
と

兼
務

」
な

ど
と

兼
務

状
況

が
分

か
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

定
員

の
内

訳
も

記
載

す
る

。
 

原
則

と
し

て
「

市
区

町
村

」
で

定
め

る
も

の
し

、
客

観
的

に
そ

の
区

域
を

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

例
え

ば
「

事
業

所
か

ら
半

径
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
」

な
ど

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な

お
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

域
を

越
え

て
サ

ー
ビ

ス
が

行
わ

れ
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

身
体

障
害

者
、

 
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

及
び

難
病

等
対

象
者

と
す

る
。
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契
約

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
量

（
以

下
「

契
約

支
給

量
」

と
い

う
。

）
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
以

下
「

受
給

者

証
記

載
事

項
」

と
い

う
。

）
を

利
用

者
の

受
給

者
証

に
記

載
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
契

約
支

給
量

の
総

量
は

、
そ

の
利

用
者

の
支

給
量

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

４
 

前
３

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

正
当

な
理

由
な

く
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の
申

請
に

係
る

援
助

）
 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

の

申
請

が
行

わ
れ

る
よ

う
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

訓
練

等
給

付
費

の
支

給
申

請
に

つ
い

て
、

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
8

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

都
度

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
9
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
2
0
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
指

定
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
の

取
扱

方
針

）
 

第
2
1
条

 
事

業
所

は
、

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支
援

を
適

切
に

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
の

内
容

）
 

第
2
2
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

個
別

支
援

計
画

の
作

成
 

(
2
)
 

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

 

(
3
)
 

就
労

に
必

要
な

知
識

及
び

能
力

の
向

上
の

た
め

に
必

要
な

訓
練

 

(
4
)
 

実
習

先
企

業
等

の
紹

介
 

(
5
)
 

施
設

外
支

援
の

実
施

 

(
6
)
 

施
設

外
就

労
の

実
施

 

(
7
)
 

前
各

号
を

通
じ

て
、

知
識

及
び

能
力

が
高

ま
っ

た
者

に
つ

い
て

、
一

般
就

労
へ

の
移

行
に

向
け

た
求

職
等

の
支

 
 

 
援

 

(
8
)
 

一
般

就
労

後
の

職
場

定
着

の
た

め
の

支
援

 
 

(
9
)
 

生
活

相
談

 

(
1
0
)
 

健
康

管
理

 

(
1
1
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
日

常
生

活
上

必
要

な
支

援
 

   （
個

別
支

援
計

画
の

作
成

等
）

 
 

第
2
3
条

 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

個
別

支
援

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
及

び
日

常
生

活
全

般
の

状
況

等
の

評
価

を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
す

る
上

で
の

適
切

な
支

援
内

容
の

検
討

を

す
る

。
 
 

２
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

３
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
支

援
内

容
の

検
討

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

支
援

の
方

針
、

生
活

全
般

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
課

題
、

サ

ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
個

別
支

援

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー

ビ
ス

又
は

そ
の

他
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
と

の
連

携
も

含
め

て
個

別
支

援
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
る

よ
う

努

め
る

。
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
係

る
会

議
を

開
催

し
、

前
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
意

見
を

求
め

る
。

 

５
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

６
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

個
別

支
援

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
。

 

７
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

後
、

個
別

支
援

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
以

下
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

を
行

う
と

と
も

に
、

少
な

く
と

も
６

月
に

１
回

以
上

、
個

別
支

援
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
個

別
支

援
計

画
の

変

実
際

に
提

供
す

る
就

労
移

行
支

援
の

内
容

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
施

設
外

支
援

又
は

施
設

外
就

労
を

実
施

し
な

い
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
第

５
号

又
は

第
６

号
及

び
第

2
8
条

又
は

第
2
9
条

は
不

要
。

 

- 82 -



更
を

行
う

。
 

８
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

特
段

の
事

情
の

な
い

限
り

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。
 

(
1
)
 

定
期

的
に

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と

。
 
 

(
2
)
 

定
期

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 
 

９
 

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
は

、
第

７
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

 （
訓

練
）

 
 

第
2
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
に

応
じ

、
利

用
者

の
自

立
の

支
援

と
日

常
生

活
の

充
実

に
資

す
る

よ
う

、
適

切
な

技
術

を
も

っ
て

訓
練

を
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
、

そ
の

有
す

る
能

力
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

自
立

し
た

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

利
用

者
の

心
身

の
特

性
に

応
じ

た
必

要
な

訓
練

を
行

う
。

 
 

３
 

事
業

所
は

、
常

時
１

人
以

上
の

従
業

者
を

訓
練

に
従

事
さ

せ
る

。
 
 

４
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

し
て

、
そ

の
利

用
者

の
負

担
に

よ
り

、
当

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

訓
練

を
受

け
さ

な
い

。
 

 （
生

産
活

動
）

 
 

第
2
5
条

 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
地

域
の

実
情

並
び

に
製

品
及

び
サ

ー
ビ

ス
の

需
給

状
況

等
を

考
慮

し
て

行
う

よ
う

に
努

め
る

。
 
 

２
 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
生

産
活

動
に

従
事

す
る

者
の

作
業

時
間

、
作

業

量
等

が
そ

の
者

に
過

重
な

負
担

と
な

ら
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

。
 
 

３
 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
生

産
活

動
の

能
率

の
向

上
が

図
ら

れ
る

よ
う

、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
等

を
踏

ま
え

た
工

夫
を

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

生
産

活
動

の
機

会
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
防

塵
設

備
又

は
消

火
設

備
の

設
置

等
生

産
活

動

を
安

全
に

行
う

た
め

に
必

要
か

つ
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

 （
工

賃
の

支
払

等
）

 
 

第
2
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

、
生

産
活

動
に

係
る

事
業

の
収

入
か

ら
生

産
活

動
に

係
る

事
業

に
必

要
な

経
費

を
控

除
し

た
額

に
相

当
す

る
金

額
を

工
賃

と
し

て
支

払
う

。
 

２
 

利
用

者
そ

れ
ぞ

れ
に

対
し

支
払

わ
れ

る
１

月
当

た
り

の
工

賃
の

平
均

額
は

、
３

千
円

を
下

回
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

 
 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

を
支

援
す

る
た

め
、

工
賃

の
水

準
を

高
め

る
よ

う
努

め
る

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

年
度

ご
と

に
、

工
賃

の
目

標
水

準
を

設
定

し
、

そ
の

工
賃

の
目

標
水

準
及

び
前

年
度

に
利

用

者
に

対
し

支
払

わ
れ

た
工

賃
の

平
均

額
を

利
用

者
に

通
知

す
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
に

報
告

す
る

。
 

 （
実

習
の

実
施

）
 

第
2
7
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
い

て
実

習
で

き
る

よ
う

、
実

習
の

受
入

先
の

確
保

に
努

め
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

実
習

の
受

け
入

れ
先

の
確

保
に

当
た

っ
て

は
、

公
共

職
業

安
定

所
、

障
害

者
就

業
・

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

及
び

特
別

支
援

学
校

等
の

関
係

機
関

と
連

携
し

て
、

利
用

者
の

就
労

に
対

す
る

意
向

及

び
適

性
を

踏
ま

え
て

行
う

よ
う

努
め

る
。

 

 （
施

設
外

支
援

）
 

第
2
8
条

 
事

業
所

は
、

職
場

実
習

、
求

職
活

動
等

の
施

設
外

支
援

を
実

施
す

る
。

 

 （
施

設
外

就
労

）
 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

一
般

就
労

へ
の

移
行

や
工

賃
の

引
き

上
げ

を
図

る
た

め
、

利
用

者
と

職
員

が
ユ

ニ
ッ

ト
を

組
み

、
企

業
か

ら
請

け
負

っ
た

作
業

を
そ

の
企

業
内

で
行

う
施

設
外

就
労

を
実

施
す

る
。

 

 （
求

職
活

動
の

支
援

等
の

実
施

）
 
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

公
共

職
業

安
定

所
で

の
求

職
の

登
録

そ
の

他
の

利
用

者
が

行
う

求
職

活
動

の
支

援
に

努
め

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
公

共
職

業
安

定
所

、
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
及

び
特

別
支

援
学

校
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
て

、
利

用
者

の
就

労
に

関
す

る
意

向
及

び
適

性
に

応
じ

た
求

人
の

開
拓

に
努

め
る

。
 

 （
職

場
へ

の
定

着
の

た
め

の
支

援
等

の
実

施
）

 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

職
場

へ
の

定
着

を
促

進
す

る
た

め
、

障
害

者
就

業
・

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

等
の

関
係

機
関

と
連

携
し

て
、

利
用

者
が

就
職

し
た

日
か

ら
６

月
以

上
、

職
業

生
活

に
お

け
る

相
談

等
の

支

援
の

継
続

に
努

め
る

。
 

 （
食

事
）

 
 

第
3
2
条

 
事

業
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

食
事

の
提

供
の

有
無

を
説

明
し

、
提

供
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
内

容
及

び
費

用
に

関
し

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

２
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
及

び
嗜

好
を

考
慮

し
、

適
切

な
時

間

に
食

事
の

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

利
用

者
の

年
齢

及
び

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
、

適
切

な
栄

養
量

及
び

内

容
の

食
事

の
提

供
を

行
う

た
め

、
必

要
な

栄
養

管
理

を
行

う
。

 
 

３
 
調

理
は

あ
ら

か
じ

め
作

成
さ

れ
た

献
立

に
従

っ
て

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

、
事

業
所

に
栄

養
士

を
置

か
な

い
と

き
は

、
献

立
の

内

容
、

栄
養

価
の

算
定

及
び

調
理

の
方

法
に

つ
い

て
保

健
所

等
の

指
導

を
受

け
る

よ
う

努
め

る
。

 

  （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

第
3
3

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
健

康
管

理
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

健
康

の
状

況
に

注
意

す
る

と
と

も
に

、
健

康
保

持
の

た
め

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
3
5
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便

宜
に

要
す

る
費

用
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
。

 
 

(
1
)
 

食
事

の
提

供
に

要
す

る
費

用
 

 
１

食
 

○
○

○
円

 

た
だ

し
、

食
事

提
供

体
制

加
算

対
象

者
に

つ
い

て
は

食
材

料
費

と
し

て
１

食
○

○
○

円
と

す
る

。
 

(
2
)
 

日
用

品
費

等
そ

の
他

日
常

生
活

に
お

い
て

も
通

常
必

要
と

な
る

も
の

に
係

る
費

用
で

あ
っ

て
、

利
用

者

に
負

担
さ

せ
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
の

実
費

 

   ４
 

事
業

所
は

、
前

３
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
に

対
し

交
付

す
る

。
 
 

５
 

事
業

所
は

、
第

３
項

の
費

用
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

依
頼

を
受

け
て

、
そ

の
利

用
者

が
同

一
の

月
に

当
事

業
所

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

費
用

基
準

額
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

つ
き

法
第

2
9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

介
護

給
付

費
又

は
訓

練
等

給
付

費
の

額
を

控
除

し
た

額
の

合
計

額

食
事

の
提

供
を

行
わ

な
い

場
合

は
削

除
す

る
。

 

実
際

に
提

供
す

る
就

労
移

行
支

援
の

内
容

ご
と

に
発

生
す

る
利

用
者

負
担

金
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

な
お

、
日

常
生

活
費

の
範

囲
に

つ
い

て
は

厚
生

労
働

省
通

知
に

留
意

す
る

こ
と

。
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（
以

下
「

利
用

者
負

担
額

合
計

額
」

と
い

う
。

）
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
事

業
所

は
、

利

用
者

負
担

額
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
訓

練
等

給
付

費
の

額
に

係
る

通
知

等
）

 
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
訓

練
等

給
付

費
の

支
給

を
受

け
た

場
合

は
、

利
用

者
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

第
3
8
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

(
1
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
3
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

    （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
3
9
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 
 

(
1
)
 

正
当

な
理

由
な

し
に

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
指

示
に

従
わ

な
い

こ
と

に
よ

り
、

障
害

の
状

態
等

を

悪
化

さ
せ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

(
2
)
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

訓
練

等
給

付
費

（
又

は
特

例
訓

練
等

給
付

費
）

を
受

け
、

又
は

受

け
よ

う
と

し
た

と
き

。
 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
4
0
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
4
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
健

康
管

理
等

に
必

要
と

な
る

機
械

器
具

等
の

管
理

を

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。

 

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
協

力
医

療
機

関
）

 
 

第
4
4

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
病

状
の

急
変

等
に

備
え

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

力
医

療
機

関
を

定
め

る
。

 
協

力
医

療
機

関
名

：
○

○
○

○
 

  （
掲

示
）

 
 

第
4
5
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

、
前

条
の

協
力

医
療

機
関

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
4
6
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
4
7
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
4
8
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
4
9
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
5
0
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 

協
力

医
療

機
関

の
名

称
を

記
載

す
る

。
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（
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
5
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
支

援
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

を
除

き
、

当
事

業
所

の
従

業
者

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

    （
会

計
の

区
分

）
 

第
5
2
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
5
3
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
5
4
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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＜
多

機
能

型
事

業
所

の
運

営
規

程
の

例
＞

 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

多
機

能
型

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

多
機

能
型

事
業

所
○

○
○

（
以

下
「

事
業

所
」

と
い

う
。

）
が

行
う

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る

た
め

の
法

律
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
規

定
す

る
指

定
生

活
介

護
・

指
定

自
立

訓
練

（
機

能
訓

練
）

・

指
定

自
立

訓
練

（
生

活
訓

練
）

・
指

定
就

労
移

行
支

援
・

指
定

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

・
指

定
就

労
継

続
支

援

Ｂ
型

の
事

業
の

適
正

な
運

営
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

人
員

及
び

管
理

運
営

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

利

用
者

に
対

す
る

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 
 

               （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
指

定
○

○
○

○
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
・

・
・

。
 

２
 

事
業

所
は

、
指

定
△

△
△

△
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
・

・
・

。
 

  ３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
意

思
及

び
人

格
を

尊
重

し
、

常
に

利
用

者
の

立
場

に
立

っ
て

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

(
平

成
2
4

年
1
2

月
2
5

日
名

古
屋

市
条

例
第

8
0
号

)
そ

の
他

関
係

法
令

を
遵

守
し

、
事

業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

該
当

サ
ー

ビ
ス

の
「

運
営

の
方

針
」

を
列

記
す

る
。

 

原
則

的
に

は
、

サ
ー

ビ
ス

ご
と

に
定

め
る

べ
き

事
項

は
そ

れ
ぞ

れ
規

定
し

、
共

通
す

る
事

項
は

適
宜

ま
と

め
て

記
載

す
る

な
ど

、
一

体
的

な
運

営
規

程
と

し
て

作
成

す
る

も
の

で
あ

る
が

、
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

指
定

児
童

発
達

支
援

、
指

定
医

療
型

児
童

発
達

支
援

、
指

定
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
と

の
多

機
能

型
の

場
合

は
、

以
下

の
記

載
例

の
よ

う
に

、
第

1
条

で
多

機
能

型
事

業
所

と
し

て
設

置
す

る
旨

規
定

し
た

上
で

、
サ

ー
ビ

ス
別

に
そ

れ
ぞ

れ
の

運
営

規
程

を
作

成
す

る
方

法
も

可
と

す
る

。
 

【
児

童
福

祉
法

上
の

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
と

多
機

能
型

で
設

置
す

る
場

合
の

記
載

例
】

 

（
第

１
条

に
以

下
の

文
を

加
え

る
）

 

な
お

、
当

事
業

所
は

次
に

掲
げ

る
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

事
業

所
と

一
体

的
に

事
業

を
行

う
多

機

能
型

事
業

所
と

し
て

設
置

す
る

も
の

で
あ

り
、

こ
の

規
程

は
、

次
に

掲
げ

る
事

業
所

の
運

営
規

程
と

一
体

の
も

の
と

し
て

制
定

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。
 

（
1
）

 
名

称
：

○
○

○
（

指
定

児
童

発
達

支
援

）
 

定
員

：
○

人
 

所
在

地
：

○
○

区
○

○
町

○
番

地
 

（
2
）

 
名

称
：

○
○

○
（

指
定

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

）
 

定
員

：
○

人
 

所
在

地
：

○
○

区
○

○
町

○
番

地
 

波
線

の
部

分
は

、
実

施
す

る
サ

ー
ビ

ス
に

応
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

下
線

の
部

分
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

所
に

合
わ

せ
て

適
宜

修
正

す
る

と
と

も
に

、
留

意
事

項
を

記
載

し
た

囲
み

の
記

載
は

削
除

す
る

こ
と

。
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
生

活
介

護
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

      （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

及
び

業
務

の
管

理
そ

の
他

の
管

理
を

一
元

的
に

行
う

と
と

も
に

、
従

業
者

に
法

令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
関

す
る

業
務

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行

う
。

 

ア
 

利
用

申
込

者
の

利
用

に
際

し
、

そ
の

者
に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

す
る

照

会
等

に
よ

り
、

そ
の

者
の

心
身

の
状

況
、

当
事

業
所

以
外

に
お

け
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

状
況

等
を

把
握

す
る

こ
と

。
 
 

イ
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
、

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

定
期

的
に

検
討

す
る

と
と

も
に

、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

利
用

者
に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

 
 

ウ
 

他
の

従
業

者
に

対
す

る
技

術
指

導
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
 
 

(
3
)
 

指
定

○
○

○
○

に
係

る
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
 

 
 

ア
 

・
・

・
 

 
 

イ
 

・
・

・
 

 
(
4
)
 

指
定

△
△

△
△

に
係

る
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
 

 
 

ア
 

・
・

・
 

 
 

イ
 

・
・

・
 

  （
営

業
日

及
び

営
業

時
間

）
 

第
５

条
 

事
業

所
の

営
業

日
及

び
営

業
時

間
等

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
営

業
日

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ

し
、

国
民

の
祝

日
及

び
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
。

 

(
2
)
 
営

業
時

間
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
 

午
前

1
0
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

 

  （
事

業
所

の
利

用
定

員
）

 

第
６

条
 

事
業

所
の

利
用

定
員

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
 
指

定
○

○
○

○
に

係
る

定
員

 
 

○
○

名
 

(
2
)
 

指
定

△
△

△
△

に
係

る
定

員
 

 
○

○
名

 

  ２
 

事
業

所
は

、
災

害
、

虐
待

そ
の

他
の

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

わ
な

い
。

 

 

従
た

る
事

業
所

を
設

置
す

る
場

合
は

、
第

1
項

を
「

主
た

る
事

業
所

」
に

変
え

、
次

の
よ

う
に

第
２

項
で

従
た

る
事

業
所

を
規

定
す

る
。

 

２
 

従
た

る
事

業
所

の
名

称
及

び
所

在
地

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
生

活
介

護
事

業
所

△
△

△
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

サ
ー

ビ
ス

ご
と

で
提

供
時

間
が

異
な

る
と

き
は

そ
れ

ぞ
れ

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
を

記
載

す
る

。
 

サ
ー

ビ
ス

ご
と

の
定

員
を

記
載

す
る

。
 

管
理

者
及

び
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

以
外

の
従

業
者

に
つ

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
ご

と
に

記
載

す
る

。
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（
主

た
る

対
象

者
）

 

第
７

条
 

事
業

所
に

お
い

て
指

定
○

○
○

○
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
の

障
害

の
種

類
は

、
特

定
し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

２
 

事
業

所
に

お
い

て
指

定
△

△
△

△
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

 
・

・
・

。
 

        （
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
）

 

第
８

条
 

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
、

名
古

屋
市

全
域

の
区

域
と

す
る

。
 

     （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
を

受
け

た
障

害
者

が
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

の
申

込
み

を
行

っ
た

と
き

は
、

利
用

申
込

者
に

係
る

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
適

切
な

配
慮

を
し

つ
つ

、
利

用
申

込
者

に
対

し
、

運
営

規
程

の
概

要
、

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

記
し

た
文

書
を

交

付
し

て
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
開

始
に

つ
い

て
利

用
申

込
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
支

給
量

の
報

告
等

）
 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
と

き
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

契
約

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
量

（
以

下
「

契
約

支
給

量
」

と
い

う
。

）
そ

の
他

の
必

要
な

事
項

（
以

下
「

受
給

者

証
記

載
事

項
」

と
い

う
。

）
を

利
用

者
の

受
給

者
証

に
記

載
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
契

約
支

給
量

の
総

量
は

、
そ

の
利

用
者

の
支

給
量

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

そ
の

他
の

必
要

な
事

項
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

４
 

前
３

項
の

規
定

は
、

受
給

者
証

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

正
当

な
理

由
な

く
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

が
行

う
連

絡
調

整
に

、
で

き
る

限
り

協
力

す
る

。
 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等

の
紹

介
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

支
給

決
定

の
有

無
、

支
給

決
定

の
有

効
期

間
、

支
給

量
等

を
確

か
め

る
。

 
 

 （
介

護
給

付
費

（
又

は
訓

練
等

給
付

費
）

の
支

給
の

申
請

に
係

る
援

助
）

 
 

サ
ー

ビ
ス

ご
と

に
主

た
る

対
象

者
が

異
な

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
記

載
す

る
。

 

原
則

と
し

て
「

市
区

町
村

」
で

定
め

る
も

の
し

、
客

観
的

に
そ

の
区

域
を

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

例
え

ば
「

事
業

所
か

ら
半

径
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
」

な
ど

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な

お
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

を
越

え
て

サ
ー

ビ
ス

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

身
体

障
害

者
、

 
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

及
び

難
病

等
対

象
者

と
す

る
。

 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

が
行

う
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

支
給

決
定

を
受

け
て

い
な

い
者

か
ら

利
用

の
申

込
み

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

意
向

を
踏

ま
え

て
速

や
か

に
介

護
給

付
費

（
又

は
訓

練

等
給

付
費

）
の

支
給

の
申

請
が

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
支

給
決

定
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
の

有
効

期
間

の
終

了
に

伴
う

介
護

給
付

費
（

又
は

訓
練

等
給

付
費

）
の

支
給

申
請

に
つ

い
て

、
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
身

体
拘

束
等

の
禁

止
）

 
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
又

は
他

の
利

用
者

の
生

命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

の
他

利
用

者
の

行
動

を
制

限
す

る
行

為

（
以

下
「

身
体

拘
束

等
」

と
い

う
。

）
を

行
わ

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
や

む
を

得
ず

身
体

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、

そ
の

際
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
す

る
。

 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
8

条
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

日
、

内
容

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

都
度

記
録

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
9
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め
る

。
 

 （
地

域
と

の
連

携
等

）
 
 

第
2
0
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

住
民

又
は

そ
の

自
発

的
な

活
動

等
と

の
連

携
及

び
協

力
を

行
う

等
の

地
域

と
の

交
流

に
努

め
る

。
 

 （
身

分
を

証
す

る
書

類
の

携
行

）
 
 

第
2
1
条

 
事

業
者

は
、

従
業

者
に

身
分

を
証

す
る

書
類

を
携

行
さ

せ
、

初
回

訪
問

時
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

求
め

ら
れ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

提
示

す
べ

き
旨

を
指

導
す

る
。

 

  （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

取
扱

方
針

）
 

第
2
2
条

 
事

業
所

は
、

個
別

支
援

計
画

に
基

づ
き

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

て
、

そ
の

者
の

支
援

を
適

切
に

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
漫

然
か

つ
画

一
的

な
も

の
と

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
 

２
 

従
業

者
は

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、

支
援

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
そ

の
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

 （
指

定
○

○
○

○
の

内
容

）
 

第
2
3
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
○

○
○

○
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

・
・

・
 

(
2
)
 

・
・

・
 

 （
指

定
△

△
△

△
の

内
容

）
 

自
立

訓
練

に
お

い
て

、
訪

問
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
場

合
に

記
載

す
る

。
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第
2
4
条

 
事

業
所

が
提

供
す

る
指

定
△

△
△

△
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 

・
・

・
 

(
2
)
 

・
・

・
 

  （
個

別
支

援
計

画
の

作
成

等
）

 
 

第
2
5
条

 
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

個
別

支
援

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用
者

に
つ

い
て

、
そ

の
有

す
る

能
力

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
及

び
日

常
生

活
全

般
の

状
況

等
の

評
価

を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、

利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
す

る
上

で
の

適
切

な
支

援
内

容
の

検
討

を

す
る

。
 
 

２
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

に
面

接
し

て
行

う
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

３
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
支

援
内

容
の

検
討

結
果

に
基

づ
き

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

支
援

の
方

針
、

生
活

全
般

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
課

題
、

サ

ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
留

意
事

項
等

を
記

載
し

た
個

別
支

援

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

事
業

所
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
保

健
医

療
サ

ー

ビ
ス

又
は

そ
の

他
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
と

の
連

携
も

含
め

て
個

別
支

援
計

画
の

原
案

に
位

置
付

け
る

よ
う

努

め
る

。
 

４
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

に
係

る
会

議
を

開
催

し
、

前
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
意

見
を

求
め

る
。

 

５
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

６
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

個
別

支
援

計
画

を
利

用
者

に
交

付
す

る
。

 

７
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
個

別
支

援
計

画
の

作
成

後
、

個
別

支
援

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

（
利

用
者

に
つ

い
て

の
継

続
的

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

含
む

。
以

下
「

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

」
と

い
う

。
）

を
行

う
と

と
も

に
、

少
な

く
と

も
６

月
に

１
回

以
上

（
生

活
介

護
及

び
就

労
継

続
支

援
の

場
合

に
限

る
。

自
立

訓
練

及
び

就
労

移

行
支

援
の

場
合

は
３

月
に

１
回

以
上

）
、

個
別

支
援

計
画

の
見

直
し

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

個
別

支
援

計

画
の

変
更

を
行

う
。

 

８
 

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

特
段

の
事

情
の

な
い

限
り

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。
 

(
1
)
 

定
期

的
に

利
用

者
に

面
接

す
る

こ
と

。
 
 

(
2
)
 

定
期

的
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
を

記
録

す
る

こ
と

。
 
 

９
 

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
は

、
第

７
項

に
規

定
す

る
個

別
支

援
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

 
 

                 

実
際

に
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

に
つ

い
て

そ
れ

ぞ
れ

に
記

載
す

る
。

 

指
定

生
活

介
護

の
場

合
は

 

（
介

護
）

第
2
4
条

、
（

生
産

活
動

）
第

2
5
条

、
（

工
賃

の
支

払
）

第
2
6
条

の
３

条
を

記
載

す
る

。
 

指
定

自
立

訓
練

の
場

合
は

 

（
訓

練
）

第
2
5
条

、
（

地
域

生
活

へ
の

移
行

の
た

め
の

支
援

）
第

2
6
条

の
２

条
を

記
載

す
る

。
 

指
定

就
労

移
行

支
援

の
場

合
は

 

（
訓

練
）

第
2
4
条

、
（

生
産

活
動

）
第

2
5
条

、
（

工
賃

の
支

払
）

第
2
6
条

、
（

実
習

の
実

施
）

第

2
7
条

、
（

施
設

外
支

援
）

第
2
8
条

、
（

施
設

外
就

労
）

第
2
9
条

、
（

求
職

活
動

の
支

援
等

の
実

施
）

第
3
0
条

、
（

職
場

へ
の

定
着

の
た

め
の

支
援

の
実

施
）

第
3
1
条

の
６

条
（

第
2
8
条

と
第

2
9

条
は

実
施

す
る

場
合

の
み

）
を

記
載

す
る

。
 

指
定

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

の
場

合
は

 

（
訓

練
）

第
2
4
条

、
（

雇
用

契
約

の
締

結
等

）
第

2
5
条

、
（

就
労

）
第

2
6
条

、
（

賃
金

及
び

工

賃
）

第
2
7
条

、
（

実
習

の
実

施
）

第
2
8
条

、
（

施
設

外
支

援
）

第
2
9
条

、
（

施
設

外
就

労
）

第
3
0

条
、

（
求

職
活

動
の

支
援

等
の

実
施

）
第

3
1
条

、
（

職
場

へ
の

定
着

の
た

め
の

支
援

の
実

施
）

第
3
2

条
の

９
条

（
第

2
9
条

と
第

3
0
条

は
実

施
す

る
場

合
の

み
）

を
記

載
す

る
。

 

        （
食

事
）

 
 

第
2
7
条

 
事

業
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
に

対
し

食
事

の
提

供
の

有
無

を
説

明
し

、
提

供
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
内

容
及

び
費

用
に

関
し

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 

２
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
及

び
嗜

好
を

考
慮

し
、

適
切

な
時

間

に
食

事
の

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

利
用

者
の

年
齢

及
び

障
害

の
特

性
に

応
じ

た
、

適
切

な
栄

養
量

及
び

内

容
の

食
事

の
提

供
を

行
う

た
め

、
必

要
な

栄
養

管
理

を
行

う
。

 
 

３
 
調

理
は

あ
ら

か
じ

め
作

成
さ

れ
た

献
立

に
従

っ
て

行
う

。
 
 

４
 
事

業
所

は
、

食
事

の
提

供
を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

、
事

業
所

に
栄

養
士

を
置

か
な

い
と

き
は

、
献

立
の

内

容
、

栄
養

価
の

算
定

及
び

調
理

の
方

法
に

つ
い

て
保

健
所

等
の

指
導

を
受

け
る

よ
う

努
め

る
。

 

  （
相

談
及

び
援

助
）

 
 

第
2
8

条
 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
の

的
確

な
把

握
に

努
め

、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

、
そ

の
相

談
に

適
切

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を

行
う

。
 

 （
健

康
管

理
）

 
 

第
2
9
条

 
事

業
所

は
、

常
に

利
用

者
の

健
康

の
状

況
に

注
意

す
る

と
と

も
に

、
健

康
保

持
の

た
め

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
等

の
受

領
）

 
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

は
、

利
用

者
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

２
 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

際
は

、
利

用
者

か
ら

そ
の

サ
ー

ビ
ス

に

係
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
費

用
基

準
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 

３
 
事

業
者

は
、

前
２

項
の

支
払

を
受

け
る

額
の

ほ
か

、
指

定
○

○
○

○
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

便
宜

に
要

す

る
費

用
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
の

支
払

を
利

用
者

か
ら

受
け

る
。

 
 

(
1
)
 

・
・

・
 

(
2
)
 

・
・

・
 

４
 
事

業
者

は
、

第
１

項
及

び
第

２
項

の
支

払
を

受
け

る
額

の
ほ

か
、

指
定

△
△

△
△

に
お

い
て

提
供

さ
れ

る

便
宜

に
要

す
る

費
用

の
う

ち
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

費
用

の
支

払
を

利
用

者
か

ら
受

け
る

。
 
 

(
1
)
 

・
・

・
 

(
2
)
 

・
・

・
 

   ５
 

事
業

所
は

、
前

各
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

利
用

者
に

対
し

交
付

す
る

。
 
 

６
 

事
業

所
は

、
第

３
項

及
び

第
４

項
の

費
用

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
利

用
者

に
対

し
、

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
費

用
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
利

用
者

の
同

意
を

得
る

。
 
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

依
頼

を
受

け
て

、
そ

の
利

用
者

が
同

一
の

月
に

当
事

業
所

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

及
び

他
の

指
定

障
害

福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
係

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

費
用

基
準

額
か

ら
そ

の
サ

ー
ビ

ス
及

び
他

の
指

定
障

害

食
事

の
提

供
を

行
わ

な
い

場
合

は
削

除
す

る
。

 

実
際

に
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

ご
と

に
発

生
す

る
利

用
者

負
担

金
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

指
定

就
労

継
続

支
援

Ｂ
型

の
場

合
は

 

（
訓

練
）

第
2
4
条

、
（

生
産

活
動

）
第

2
5
条

、
（

工
賃

等
の

支
払

）
第

2
6
条

、
（

実
習

の
実

施
）

第
2
7
条

、
（

施
設

外
支

援
）

第
2
8
条

、
（

施
設

外
就

労
）

第
2
9
条

、
（

求
職

活
動

の
支

援
等

の
実

施
）

第
3
0
条

、
（

職
場

へ
の

定
着

の
た

め
の

支
援

の
実

施
）

第
3
1
条

の
８

条
（

第
2
8
条

と
第

2
9

条
は

実
施

す
る

場
合

の
み

）
を

記
載

す
る

。
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福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
に

つ
き

法
第

2
9
条

第
３

項
（

法
第

3
1
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

介
護

給
付

費
又

は
訓

練
等

給
付

費
の

額
を

控
除

し
た

額
の

合
計

額

（
以

下
「

利
用

者
負

担
額

合
計

額
」

と
い

う
。

）
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
事

業
所

は
、

利

用
者

負
担

額
合

計
額

を
市

町
村

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
及

び
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を

提
供

し
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
介

護
給

付
費

（
又

は
訓

練
等

給
付

費
）

の
額

に
係

る
通

知
等

）
 
 

第
3
2
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

に
よ

り
市

町
村

か
ら

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
介

護
給

付
費

（
又

は
訓

練
等

給
付

費
）

の
支

給
を

受
け

た
場

合
は

、
利

用
者

に
対

し
、

そ
の

額
を

通
知

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
利

用
者

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

）
 

第
3
3
条

 
利

用
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

。
 

(
1
)
 

喧
嘩

、
口

論
、

泥
酔

等
他

人
に

迷
惑

を
か

け
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 

指
定

し
た

場
所

以
外

で
の

火
気

を
用

い
な

い
こ

と
。

 

(
3
)
 

事
業

所
内

の
秩

序
、

風
紀

を
乱

し
、

ま
た

は
安

全
衛

生
を

害
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

    （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

遅
滞

な
く

、
意

見
を

付
し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 
 

(
1
)
 

正
当

な
理

由
な

し
に

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
指

示
に

従
わ

な
い

こ
と

に
よ

り
、

障
害

の
状

態
等

を

悪
化

さ
せ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

(
2
)
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

介
護

給
付

費
（

又
は

訓
練

等
給

付
費

）
又

は
特

例
介

護
給

付
費

（
又

は
特

例
訓

練
等

給
付

費
）

を
受

け
、

又
は

受
け

よ
う

と
し

た
と

き
。

 

 （
緊

急
時

等
の

対
応

）
 
 

第
3
5
条

 
従

業
者

は
、

現
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
っ

て
い

る
と

き
に

利
用

者
に

病
状

の
急

変
が

生
じ

た
場

合
そ

の
他

必
要

な
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
機

関
へ

の
連

絡
を

行
う

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
非

常
災

害
対

策
）

 
 

第
3
7
条

 
事

業
所

は
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

立
て

、
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
を

整
備

し
、

そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
者

に
周

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

る
た

め
、

定
期

的
に

避
難

、
救

出
そ

の
他

必
要

な
訓

練
を

行
う

。
 

３
 

事
業

所
は

、
非

常
災

害
に

備
え

、
利

用
者

及
び

従
業

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

食
料

及
び

飲
料

水
を

備
蓄

す
る

。
 

  （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

使
用

す
る

設
備

及
び

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
健

康
管

理
等

に
必

要
と

な
る

機
械

器
具

等
の

管
理

を

利
用

者
が

、
事

業
所

を
利

用
す

る
際

に
守

る
べ

き
ル

ー
ル

や
設

備
利

用
上

の
留

意
事

項
を

記
載

す

る
。

（
内

容
は

原
則

任
意

だ
が

、
利

用
者

の
権

利
・

自
由

を
制

限
す

る
よ

う
な

内
容

（
例

え
ば

、
外

出
の

際
の

「
許

可
」

）
等

に
つ

い
て

は
、

規
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

）
 

第
３

項
は

、
名

古
屋

市
独

自
の

指
定

基
準

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。

 

適
正

に
行

う
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
。

 

 （
協

力
医

療
機

関
）

 
 

第
3
9

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
病

状
の

急
変

等
に

備
え

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

力
医

療
機

関
を

定
め

る
。

 
協

力
医

療
機

関
名

：
○

○
○

○
 

  （
掲

示
）

 
 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

、
前

条
の

協
力

医
療

機
関

そ
の

他
の

利
用

申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

掲

示
す

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
4
1
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

対
し

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

際
は

、
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
者

が
、

適
切

か
つ

円
滑

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

事
業

所
が

実
施

す
る

事
業

の
内

容
に

関
す

る
情

報
の

提
供

を
行

う
よ

う
努

め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
に

つ
い

て
広

告
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

内
容

を
虚

偽
又

は
誇

大
な

も
の

と
し

な
い

。
 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

一
般

相
談

支
援

事
業

若
し

く
は

特
定

相
談

支
援

事
業

を
行

う
者

若
し

く
は

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事

業
者

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と
し

て
、

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
一

般
相

談
支

援
事

業
若

し
く

は
特

定
相

談
支

援
事

業
を

行
う

者
若

し
く

は
他

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

を
行

う
者

等
又

は
そ

の
従

業
者

か
ら

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

を
紹

介
す

る
こ

と
の

対
償

と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
な

い
。

 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
4
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
4
5
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

協
力

医
療

機
関

の
名

称
を

記
載

す
る

。
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う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
4
6
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

の
支

援
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

業
務

を
除

き
、

当
事

業
所

の
従

業
者

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

    （
会

計
の

区
分

）
 

第
4
7
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

会
計

を
そ

の
他

の
事

業
の

会
計

と
区

分
す

る
。

 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
4
8
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
4
9
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

    
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

   

事
業

開
始

以
降

、
運

営
規

程
を

変
更

し
た

場
合

は
、

規
程

変
更

の
施

行
日

を
定

め
る

附
則

を
、

変
更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。

 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
な

お
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
の

実
施

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
 

第
1
項

は
、

名
古

屋
市

独
自

の
指

定
基

準
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

。
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＜
一

般
・

特
定

・
障

害
児

相
談

支
援

事
業

所
の

運
営

規
程

の
例

＞
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

相
談

支
援

事
業

所
○

○
○

運
営

規
程

 

 （
事

業
の

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

○
○

法
人

○
○

（
以

下
「

事
業

者
」

と
い

う
。

）
が

開
設

す
る

相
談

支
援

護
事

業
所

○
○

○
（

以
下

「
事

業
所

」
と

い
う

。
）

が
行

う
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す

る
た

め
の

法
律

（
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
及

び
児

童
福

祉
法

に
規

定
す

る
基

本
相

談
支

援
・

計
画

相
談

支

援
・

障
害

児
相

談
支

援
・

地
域

相
談

支
援

の
事

業
（

以
下

「
事

業
」

と
い

う
。

）
の

適
正

な
運

営
を

確
保

す

る
た

め
に

必
要

な
人

員
及

び
管

理
運

営
に

関
す

る
事

項
を

定
め

、
利

用
者

に
対

す
る

適
切

な
相

談
支

援
を

提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
 

   （
運

営
の

方
針

）
 

第
２

条
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
そ

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

及
び

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

に
応

じ
て

、
利

用
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
の

選
択

に

基
づ

き
、

適
切

な
保

健
、

医
療

、
福

祉
、

就
労

支
援

、
教

育
等

の
サ

ー
ビ

ス
（

以
下

「
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

」

と
い

う
。

）
が

、
多

様
な

事
業

者
か

ら
、

総
合

的
か

つ
効

率
的

に
提

供
さ

れ
る

よ
う

配
慮

し
て

計
画

相
談

支

援
及

び
障

害
児

相
談

支
援

の
事

業
を

行
う

。
 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
住

居
の

確
保

そ
の

他
の

地
域

に
お

け
る

生
活

に
移

行
す

る
た

め
の

活
動

に
関

す
る

相
談

や
障

害
の

特
性

に
起

因
し

て
生

じ

た
緊

急
の

事
態

そ
の

他
の

緊
急

に
支

援
が

必
要

な
事

態
が

生
じ

た
場

合
の

相
談

そ
の

他
の

必
要

な
支

援
が

、

保
健

、
医

療
、

福
祉

、
就

労
支

援
、

教
育

等
の

関
係

機
関

と
の

密
接

な
連

携
の

下
で

、
利

用
者

の
心

身
の

状

況
、

意
向

、
適

性
、

障
害

の
特

性
そ

の
他

の
状

況
及

び
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
に

応
じ

て
、

適
切

か
つ

効

果
的

に
地

域
相

談
支

援
の

事
業

を
行

う
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
の

意
思

及
び

人
格

を
尊

重
し

、
常

に
利

用
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
の

立
場

に
立

っ
て

事
業

を
行

う
。

 

４
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
提

供
さ

れ
る

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
が

特
定

の
種

類
又

は
特

定
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

を
行

う
者

に
不

当
に

偏
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

公
正

中
立

に
事

業
を

行
う

。
 

５
 

事
業

所
は

、
市

町
村

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
を

行
う

者
等

と
の

連
携

を
図

り
、

地
域

に
お

い
て

必
要

な
社

会
資

源
の

改
善

及
び

開
発

に
努

め
る

。
 

６
 

事
業

所
は

、
自

ら
そ

の
提

供
す

る
事

業
の

評
価

を
行

い
、

常
に

そ
の

改
善

を
図

る
。

 

７
 

事
業

所
は

、
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
に

基
づ

く
指

定
計

画
相

談
支

援
の

事
業

の
人

員
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
(
平

成
2
4
年

３
月

1
3
日

厚
生

労
働

省
令

第
2
8
号

)

そ
の

他
関

係
法

令
を

遵
守

し
、

事
業

を
実

施
す

る
。

 

 （
事

業
所

の
名

称
等

）
 

第
３

条
 

事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
）

名
称

 
 

 
相

談
支

援
事

業
所

○
○

○
 

 
(
2
）

所
在

地
 

 
名

古
屋

市
○

○
区

○
○

○
○

 

「
事

業
者

（
法

人
名

称
）

」
及

び
「

事
業

所
」

の
正

式
名

称
を

記
載

す
る

と
と

も
に

、
実

施
し

な
い

事
業

は
適

宜
削

除
す

る
。

 

事
業

所
ご

と
に

変
更

す
る

部
分

…
二

重
下

線
の

あ
る

所
を

変
更

 

障
害

児
相

談
支

援
を

未
実

施
の

場
合

…
破

線
の

あ
る

所
を

削
除

 

地
域

相
談

支
援

を
未

実
施

の
場

合
…

波
線

の
あ

る
所

を
削

除
（

条
項

全
部

を
削

除
す

る
場

合
に

数
字

の
繰

上
げ

に
注

意
す

る
こ

と
）

 

※
 
計

画
相

談
支

援
を

未
実

施
の

場
合

及
び

地
域

相
談

支
援

の
う

ち
地

域
移

行
支

援
の

み
、

ま
た

は
地

域
定

着
支

援
の

み
を

実
施

の
場

合
に

は
、

適
宜

必
要

な
修

正
を

し
て

く
だ

さ
い

。
 

   （
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
）

 

第
４

条
 

事
業

所
に

勤
務

す
る

職
種

、
員

数
及

び
職

務
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
 
管

理
者

 
 

１
名

（
常

勤
職

員
）

 

管
理

者
は

、
従

業
者

の
管

理
及

び
利

用
の

申
込

み
に

係
る

調
整

、
業

務
の

実
施

状
況

の
把

握
そ

の
他

の

管
理

を
一

元
的

に
行

う
と

と
も

に
、

従
業

者
に

法
令

等
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
揮

命
令

を
行

う
。

 

(
2
)
 
 
相

談
支

援
専

門
員

 
１

名
（

常
勤

職
員

）
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
基

本
相

談
支

援
及

び
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

障

害
児

支
援

利
用

計
画

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

も
し

く
は

地
域

移
行

支
援

計
画

の
作

成
及

び
継

続
的

な
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

地
域

定
着

支
援

台
帳

の
作

成
そ

の
他

地
域

定
着

支
援

に
関

す
る

業
務

等
を

行
う

。
 

(
3
)
 
 
(
2
)
以

外
の

地
域

相
談

支
援

に
従

事
す

る
者

 
○

人
（

常
勤

○
人

、
非

常
勤

○
人

）
 

(
2
)
以

外
の

地
域

相
談

支
援

に
従

事
す

る
者

は
、

相
談

支
援

専
門

員
の

技
術

的
指

導
及

び
助

言
を

受
け

、
基

本
相

談
支

援
、

地
域

移
行

支
援

計
画

の
作

成
及

び
地

域
定

着
支

援
に

関
す

る
業

務
等

を
行

う
。

 

(
4
)
 
 
事

務
職

員
 

○
名

（
非

常
勤

職
員

○
名

）
 

事
務

職
員

は
、

必
要

な
事

務
処

理
を

行
う

。
 

    （
営

業
日

及
び

営
業

時
間

）
 

第
５

条
 

事
業

所
の

営
業

日
及

び
営

業
時

間
等

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
  営

業
日

 
 

月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ

し
、

国
民

の
祝

日
及

び
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
。

 

(
2
)
 
営

業
時

間
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

と
す

る
。

 

(
3
)
 
上

記
の

営
業

日
、

営
業

時
間

の
ほ

か
、

電
話

等
に

よ
り

、
2
4
時

間
常

時
連

絡
が

可
能

な
体

制
と

す
る

。
 

    （
主

た
る

対
象

者
）

 

第
６

条
 

事
業

の
主

た
る

対
象

の
障

害
の

種
類

は
、

特
定

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

      （
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
）

 

第
７

条
 

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

は
、

名
古

屋
市

全
域

の
区

域
と

す
る

。
 

    （
内

容
及

び
手

続
の

説
明

及
び

同
意

）
 
 

第
８

条
 

事
業

所
は

、
障

害
者

又
は

障
害

児
の

保
護

者
が

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
の

申
込

み
を

行
っ

た
と

き
は

、
利

用
申

込
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

し
つ

つ
、

利
用

申
込

者
に

対
し

、
運

営
規

程
の

概
要

、

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
重

要
事

項
を

記
し

た
文

書
を

交
付

し
て

説
明

を
行

い
、

「
事

業
所

」
の

名
称

と
所

在
地

を
記

載
す

る
。

所
在

地
は

「
丁

目
」

や
「

番
地

」
、

建
物

名
な

ど
も

省
略

す
る

こ
と

な
く

、
正

確
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

相
談

支
援

専
門

員
以

外
の

従
業

者
は

、
配

置
し

な
い

場
合

は
削

除
す

る
。

各
職

種
の

員
数

、
常

勤
・

非
常

勤
の

内
訳

は
、

勤
務

形
態

一
覧

表
等

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
職

種
間

で
兼

務
す

る
場

合
は

「
う

ち
○

名
は

○
○

○
と

兼
務

」
な

ど
と

兼
務

状
況

が
分

か
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
 

「
営

業
日

」
「

営
業

時
間

」
は

、
利

用
申

込
み

の
受

付
が

で
き

る
な

ど
事

業
所

を
開

け
て

い
る

日
・

時
間

を
い

う
。

毎
日

、
営

業
及

び
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

場
合

は
、

営
業

日
を

「
年

中
無

休
」

と
記

載
す

る
。

(
3
)
に

お
い

て
「

電
話

等
」

は
適

宜
変

更
す

る
こ

と
。

 

障
害

種
別

等
を

特
定

す
る

こ
と

な
く

受
け

入
れ

る
こ

と
が

基
本

だ
が

、
事

業
の

専
門

性
を

確
保

す
る

た
め

、
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

は
「

主
た

る
対

象
者

」
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
は

次
の

よ
う

に
対

象
と

す
る

障
害

の
種

類
を

列
挙

す
る

。
 

第
○

条
 

事
業

所
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

主
た

る
対

象
者

は
、

身
体

障
害

者
、

 
知

的
障

害
者

、
精

神
障

害
者

、
難

病
等

対
象

者
及

び
障

害
児

と
す

る
。

 

原
則

と
し

て
「

市
区

町
村

」
で

定
め

る
も

の
し

、
客

観
的

に
そ

の
区

域
を

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
、

例
え

ば
「

事
業

所
か

ら
半

径
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

以
内

の
区

域
」

な
ど

は
認

め
ら

れ
な

い
。

な

お
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

を
越

え
て

サ
ー

ビ
ス

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。
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相
談

支
援

の
提

供
の

開
始

に
つ

い
て

利
用

申
込

者
の

同
意

を
得

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
7
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
書

面
の

交
付

を
行

う
場

合
は

、
利

用
者

の
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

す
る

。
 
 

 （
契

約
内

容
の

報
告

等
）

 
 

第
９

条
 

事
業

所
は

、
相

談
支

援
の

利
用

に
係

る
契

約
を

し
た

と
き

は
、

そ
の

旨
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

報
告

す
る

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

を
作

成
し

た
と

き
は

、
そ

の
写

し
を

市
町

村
に

対
し

遅
滞

な
く

提
出

す
る

。
 
 

 （
提

供
拒

否
の

禁
止

）
 
 

第
1
0
条

 
事

業
所

は
、

正
当

な
理

由
な

く
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
拒

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
 
 
 

 （
連

絡
調

整
に

対
す

る
協

力
）

 
 

第
1
1
条

 
事

業
所

は
、

地
域

相
談

支
援

の
利

用
に

つ
い

て
市

町
村

又
は

特
定

相
談

支
援

事
業

者
が

行
う

連
絡

調
整

に
、

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 
 

 （
サ

ー
ビ

ス
提

供
困

難
時

の
対

応
）

 
 

第
1
2
条

 
事

業
所

は
、

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

等
を

勘
案

し
、

利
用

申
込

者
に

対
し

自
ら

適
切

な
相

談
支

援
を

提
供

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

は
、

適
当

な
他

の
指

定
相

談
支

援
事

業
所

等
の

紹
介

そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
速

や
か

に
講

ず
る

。
 
 

 （
受

給
資

格
の

確
認

）
 
 

第
1
3
条

 
事

業
所

は
、

相
談

支
援

の
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
提

示
す

る
受

給
者

証
に

よ
っ

て
、

対
象

者
で

あ
る

こ
と

、
支

給
決

定
又

は
地

域
相

談
支

援
給

付
決

定
（

障
害

児
相

談
支

援
の

場
合

は
通

所

給
付

決
定

を
い

う
。

次
条

に
お

い
て

「
支

給
決

定
等

」
と

い
う

。
）

の
有

無
、

有
効

期
間

、
支

給
量

又
は

地

域
相

談
支

援
給

付
量

等
を

確
か

め
る

。
 

 （
支

給
決

定
等

の
申

請
に

係
る

援
助

）
 
 

第
1
4
条

 
事

業
所

は
、

支
給

決
定

等
に

通
常

要
す

べ
き

標
準

的
な

期
間

を
考

慮
し

、
支

給
決

定
等

の
有

効
期

間
の

終
了

に
伴

う
支

給
決

定
等

の
申

請
に

つ
い

て
、

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 

２
 

事
業

所
は

、
地

域
相

談
支

援
給

付
決

定
を

受
け

て
い

な
い

者
か

ら
利

用
の

申
込

み
が

あ
っ

た
場

合
は

、
そ

の
者

の
意

向
を

踏
ま

え
て

速
や

か
に

地
域

相
談

支
援

給
付

決
定

の
申

請
が

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
援

助
を

行

う
。

 

 （
心

身
の

状
況

等
の

把
握

）
 
 

第
1
5
条

 
事

業
所

は
、

地
域

相
談

支
援

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

等
の

把
握

に
努

め
る

。
 

 （
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
記

録
）

 
 

第
1
6
条

 
事

業
所

は
、

地
域

相
談

支
援

を
提

供
し

た
際

は
、

地
域

相
談

支
援

の
提

供
日

、
内

容
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

、
地

域
相

談
支

援
の

提
供

の
都

度
記

録
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

録
に

際
し

て
は

、
利

用
者

か
ら

地
域

相
談

支
援

を
提

供
し

た
こ

と
に

つ
い

て
確

認
を

受
け

る
。

 

 （
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

携
等

）
 

第
1
7
条

 
事

業
所

は
、

地
域

相
談

支
援

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

及
び

家
庭

と
の

結
び

付
き

を
重

視
し

た
運

営
を

行
い

、
市

町
村

、
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス

又
は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
者

と
の

密
接

な
連

携
に

努
め

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
地

域
相

談
支

援
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
は

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

適
切

な
援

助
を

行
う

と
と

も
に

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

者
と

の
密

接
な

連
携

に
努

め

る
。

 

 

（
身

分
を

証
す

る
書

類
の

携
行

）
 
 

第
1
8
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
に

身
分

を
証

す
る

書
類

を
携

行
さ

せ
、

初
回

訪
問

時
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

求
め

ら
れ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

提
示

す
べ

き
旨

を
指

導
す

る
。

 

 （
相

談
支

援
の

具
体

的
取

扱
方

針
）

 
 

第
1
9
条

 
相

談
支

援
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
懇

切
丁

寧
に

行
う

こ
と

を
旨

と
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
方

法
等

に
つ

い
て

、
理

解
し

や
す

い
よ

う
に

説
明

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

に

応
じ

、
同

じ
障

害
を

有
す

る
者

に
よ

る
支

援
等

適
切

な
手

法
を

通
じ

て
行

う
。

 
 

 （
相

談
支

援
の

内
容

）
 

第
2
0
条

 
特

定
相

談
支

援
及

び
障

害
児

相
談

支
援

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

基
本

相
談

支
援

（
地

域
の

障
害

者
等

の
福

祉
に

関
す

る
各

般
の

問
題

に
つ

い
て

、
障

害
者

等
、

障
害

児

の
保

護
者

又
は

障
害

者
等

の
介

護
を

行
う

者
か

ら
の

相
談

に
応

じ
、

必
要

な
情

報
の

提
供

及
び

助
言

を

行
い

、
併

せ
て

こ
れ

ら
の

者
と

市
町

村
及

び
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

絡
調

整
そ

の

他
の

便
宜

を
総

合
的

に
供

与
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

 

(
2
)
 

地
域

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
の

情
報

提
供

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

障
害

児
通

所
支

援

事
業

者
等

の
情

報
提

供
）

 

(
3
)
 

訪
問

に
よ

る
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

(
4
)
 

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
案

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

、
障

害
児

支
援

利
用

計
画

案
を

い
う

。
以

下

同
じ

。
）

及
び

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
の

作
成

及
び

変
更

 

(
5
)
 

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
の

開
催

等
に

よ
る

専
門

的
な

意
見

の
聴

取
 

(
6
)
 

訪
問

に
よ

る
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
 

(
7
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
相

談
支

援
等

に
附

帯
す

る
便

宜
 

２
 

地
域

相
談

支
援

の
う

ち
、

地
域

移
行

支
援

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

基
本

相
談

支
援

 

(
2
)
 

面
接

に
よ

る
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

(
3
)
 

地
域

移
行

支
援

利
用

計
画

の
原

案
及

び
地

域
移

行
支

援
利

用
計

画
の

作
成

、
見

直
し

 

(
4
)
 

地
域

移
行

支
援

計
画

の
作

成
に

係
る

会
議

の
開

催
等

に
よ

る
意

見
の

聴
取

 

(
5
)
 

地
域

生
活

に
移

行
す

る
た

め
の

外
出

へ
の

同
行

支
援

 

(
6
)
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

に
応

じ
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
体

験
的

な
利

用
へ

の
支

援
 

(
7
)
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

に
応

じ
、

一
人

暮
ら

し
に

向
け

た
体

験
的

な
宿

泊
へ

の
支

援
 

(
8
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
相

談
支

援
等

に
附

帯
す

る
便

宜
 

３
 

地
域

相
談

支
援

の
う

ち
、

指
定

地
域

定
着

支
援

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

基
本

相
談

支
援

 

(
2
)
 

面
接

に
よ

る
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

(
3
)
 

地
域

定
着

支
援

台
帳

の
作

成
、

見
直

し
 

(
4
)
 

常
時

の
連

絡
体

制
の

確
保

 

(
5
)
 

緊
急

事
態

へ
の

対
処

 

(
6
)
 

利
用

者
の

居
宅

へ
の

訪
問

等
に

よ
る

状
況

把
握

 

(
7
)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
相

談
支

援
等

に
附

帯
す

る
便

宜
 

 （
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
作

成
等

）
 
 

第
2
1
条

 
指

定
計

画
相

談
支

援
及

び
指

定
障

害
児

相
談

支
援

に
お

け
る

指
定

サ
ー

ビ
ス

利
用

支
援

及
び

指
定

障
害

児
支

援
利

用
援

助
の

方
針

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

希
望

等
を

踏
ま

え

て
作

成
す

る
よ

う
努

め
る

。
 
 

(
2
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

自
立

し
た

日
常

生

活
の

支
援

を
効

果
的

に
行

う
た

め
、

利
用

者
の

心
身

又
は

家
族

の
状

況
等

に
応

じ
、

継
続

的
か

つ
計

画
的

に
適

切
な

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

が
行

わ
れ

る
よ

う
に

す
る

。
 

(
3
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

日
常

生
活

全
般

を
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支
援

す
る

観
点

か
ら

、
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

又
は

指
定

地
域

相
談

支
援

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

指
定

通
所

支
援

）
に

加
え

て
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
又

は
指

定
地

域
相

談
支

援
以

外
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
、

地
域

の
住

民
に

よ
る

自
発

的
な

活
動

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
等

の
利

用
も

含
め

て
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

上
に

位
置

付
け

る
よ

う
努

め
る

。
 

(
4
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
作

成
の

開
始

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

等
に

よ
る

サ

ー
ビ

ス
の

選
択

に
資

す
る

よ
う

、
地

域
に

お
け

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
又

は
指

定
一

般
相

談
支

援
事

業
者

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

指
定

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
）

に
関

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

利
用

料
等

の
情

報
を

適
正

に
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

提
供

す
る

。
 

(
5
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
利

用

者
に

つ
い

て
、

そ
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

及
び

日
常

生
活

全
般

の
状

況
等

の
評

価
を

通
じ

て
利

用
者

の
希

望
す

る
生

活
や

利
用

者
が

自
立

し
た

日
常

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
上

で
解

決
す

べ
き

課
題

等
の

把
握

（
以

下
「

ア
セ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

。
）

を
行

う
。

 

(
6
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
の

居
宅

等
を

訪
問

し
、

利
用

者
及

び

そ
の

家
族

に
面

接
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
相

談
支

援
専

門
員

は
、

面
接

の
趣

旨
を

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

る
。

 

(
7
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
利

用
者

に
つ

い
て

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

基
づ

き
、

地
域

に
お

け
る

指
定

障
害

福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

又
は

指
定

地
域

相
談

支
援

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

指
定

通
所

支
援

）
が

提
供

さ
れ

る
体

制
を

勘
案

し
て

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

よ
り

把
握

さ
れ

た
解

決
す

べ
き

課
題

等
に

対
応

す
る

た
め

の
最

も
適

切
な

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

組
合

せ
に

つ
い

て
検

討
し

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
生

活
に

対
す

る
意

向
、

総
合

的
な

援
助

の
方

針
、

生
活

全
般

の
解

決
す

べ
き

課
題

、
提

供
さ

れ
る

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
種

類
、

内
容

、
量

、
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
提

供
す

る
上

で
の

留
意

事
項

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
期

間
に

係
る

提
案

等
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
案

を
作

成
す

る
。

 
 

(
8
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

案
に

位
置

付
け

た
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

に
つ

い
て

、
介

護

給
付

費
等

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

障
害

児
通

所
給

付
費

等
）

の
対

象
と

な
る

か
ど

う
か

を
区

分
し

た
上

で
、

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
案

の
内

容
に

つ
い

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
文

書
に

よ
り

利
用

者
等

の
同

意
を

得
る

。
 

(
9
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

案
を

作
成

し
た

際
に

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画

案
を

利
用

者
等

に
交

付
す

る
。

 

(
1
0
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
支

給
決

定
又

は
地

域
相

談
支

援
給

付
決

定
（

障
害

児
相

談
支

援
の

場
合

は
通

所
給

付
決

定
）

を
踏

ま
え

て
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

案
の

変
更

を
行

い
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

、
指

定
一

般
相

談
支

援
事

業
者

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

指
定

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

）
そ

の
他

の
者

と
の

連
絡

調
整

等
を

行
う

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
開

催
等

に
よ

り
、

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
案

の
内

容
に

つ
い

て
説

明
を

行
う

と
と

と
も

に
、

担
当

者
か

ら
、

専
門

的
な

見
地

か
ら

の
意

見
を

求
め

る
。

 

(
1
1
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

を
踏

ま
え

た
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

案
の

内
容

に
つ

い
て

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

説
明

し
、

文
書

に
よ

り
利

用
者

等
の

同
意

を
得

る
。

 

(
1
2
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

を
作

成
し

た
際

に
は

、
そ

の
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

を
利

用
者

等
及

び
担

当
者

に
交

付
す

る
。

 

２
 

指
定

計
画

相
談

支
援

及
び

指
定

障
害

児
相

談
支

援
に

お
け

る
指

定
継

続
サ

ー
ビ

ス
利

用
支

援
及

び
指

定
継

続
障

害
児

支
援

利
用

援
助

の
方

針
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
作

成
後

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
実

施
状

況
の

把

握
（

利
用

者
に

つ
い

て
の

継
続

的
な

評
価

を
含

む
。

以
下

「
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
」

と
い

う
。

）
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
変

更
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

を
行

う
者

等
と

の
連

絡
調

整
そ

の
他

の
便

宜
の

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

新
た

な
支

給
決

定
又

は
地

域
相

談
支

援
給

付
決

定
（

障
害

児
相

談
支

援
の

場
合

は
通

所
給

付
決

定
）

が
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
利

用
者

等
に

対
し

、
支

給
決

定
又

は
地

域
相

談
支

援
給

付
決

定
（

障
害

児
相

談
支

援
の

場
合

は
通

所
給

付
決

定
）

に
係

る
申

請
の

勧
奨

を
行

う
。

 

(
2
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等

の
事

業
を

行
う

者
等

と
の

連
絡

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
と

し
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

期
間

ご
と

に
利

用
者

の
居

宅
等

を
訪

問
し

、
利

用
者

等
に

面
接

す
る

ほ
か

、
そ

の
結

果
を

記
録

す
る

。
 

(
3
)
 

前
項

第
１

号
か

ら
第

７
号

ま
で

及
び

第
1
0
号

か
ら

第
1
2
号

ま
で

の
規

定
は

、
第

１
号

に
規

定
す

る
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

の
変

更
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 
 

(
4
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
適

切
な

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
が

総
合

的
か

つ
効

率
的

に
提

供
さ

れ
た

場
合

に
お

い

て
も

、
利

用
者

が
そ

の
居

宅
に

お
い

て
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
困

難
と

な
っ

た
と

認
め

る
場

合
又

は
利

用
者

が
指

定
障

害
者

支
援

施
設

等
（

障
害

児
相

談
支

援
の

場
合

は
指

定
障

害
児

入
所

施
設

等
）

へ
の

入
所

又
は

入
院

を
希

望
す

る
場

合
に

は
、

指
定

障
害

者
支

援
施

設
等

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

指
定

障
害

児
入

所
施

設
等

）
へ

の
紹

介
そ

の
他

の
便

宜
の

提
供

を
行

う
。

 

(
5
)
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
指

定
障

害
者

支
援

施
設

、
精

神
科

病
院

（
障

害
児

相
談

支
援

の
場

合
は

指
定

障

害
児

入
所

施
設

等
）

等
か

ら
退

所
又

は
退

院
し

よ
う

と
す

る
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

依
頼

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
居

宅
に

お
け

る
生

活
へ

円
滑

に
移

行
で

き
る

よ
う

、
あ

ら
か

じ
め

、
必

要
な

情
報

の
提

供
及

び
助

言
を

行
う

等
の

援
助

を
行

う
。

 

 （
利

用
者

等
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

等
の

書
類

の
交

付
）

 
 

第
2
2
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
等

が
他

の
指

定
特

定
相

談
支

援
事

業
者

又
は

指
定

障
害

児
相

談
支

援
事

業
者

の
利

用
を

希
望

す
る

場
合

そ
の

他
利

用
者

等
か

ら
申

出
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

利
用

者
等

に
対

し
、

直
近

の

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
又

は
障

害
児

支
援

利
用

計
画

及
び

そ
の

実
施

状
況

に
関

す
る

書
類

を
交

付
す

る
。

 

 （
地

域
に

お
け

る
生

活
に

移
行

す
る

た
め

の
活

動
に

関
す

る
支

援
）

 
 

第
2
3
条

 
事

業
者

は
、

利
用

者
に

対
し

、
住

居
の

確
保

そ
の

他
の

地
域

に
お

け
る

生
活

に
移

行
す

る
た

め
の

活
動

に
関

す
る

相
談

、
外

出
の

際
の

同
行

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
（

生
活

介
護

、
自

立
訓

練
、

就
労

移
行

支

援
及

び
就

労
継

続
支

援
に

限
る

。
次

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

体
験

的
な

利
用

支
援

、
体

験
的

な
宿

泊
支

援

そ
の

他
の

必
要

な
支

援
を

提
供

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
そ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境

及
び

日
常

生
活

全
般

の
状

況
等

の
的

確
な

把
握

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

２
 

指
定

地
域

移
行

支
援

事
業

者
は

、
利

用
者

に
対

し
て

前
項

の
支

援
を

提
供

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
お

お
む

ね
週

に
一

回
以

上
、

利
用

者
と

の
対

面
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

 （
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

体
験

的
な

利
用

支
援

）
 
 

第
2
4
条

 
指

定
地

域
移

行
支

援
事

業
者

は
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
体

験
的

な
利

用
支

援
に

つ
い

て
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

へ
の

委
託

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 
 

 （
体

験
的

な
宿

泊
支

援
）

 
 

第
2
5
条

 
指

定
地

域
移

行
支

援
事

業
者

は
、

体
験

的
な

宿
泊

支
援

に
つ

い
て

、
次

の
各

号
に

定
め

る
要

件
を

満
た

す
場

所
に

お
い

て
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

一
 

利
用

者
が

体
験

的
な

宿
泊

を
行

う
た

め
に

必
要

な
広

さ
の

居
室

を
有

す
る

と
と

も
に

、
体

験
的

な
宿

泊

に
必

要
な

設
備

及
び

備
品

等
を

備
え

て
い

る
こ

と
。

 
 

二
 

衛
生

的
に

管
理

さ
れ

て
い

る
場

所
で

あ
る

こ
と

。
 
 

２
 

指
定

地
域

移
行

支
援

事
業

者
は

、
体

験
的

な
宿

泊
支

援
に

つ
い

て
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

へ
の

委
託

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

 （
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
等

）
 
 

第
2
6
条

 
指

定
地

域
移

行
支

援
事

業
者

は
、

指
定

地
域

移
行

支
援

を
提

供
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

市
町

村
、

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

そ
の

他
の

退
院

又
は

退
所

後
の

地
域

に
お

け
る

生
活

に
係

る
関

係
機

関

と
の

連
絡

調
整

そ
の

他
の

便
宜

の
供

与
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 （
地

域
定

着
支

援
台

帳
の

作
成

等
）

 
 

第
2
7
条

 
指

定
地

域
定

着
支

援
従

事
者

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

、
緊

急
時

に
お

い
て

必
要

と
な

る
当

該
利

用
者

の
家

族
等

及
び

当
該

利
用

者
が

利
用

す
る

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事

業
者

等
、

医
療

機
関

そ
の

他
の

関
係

機
関

の
連

絡
先

そ
の

他
の

利
用

者
に

関
す

る
情

報
を

記
載

し
た

指
定

地

域
定

着
支

援
に

係
る

台
帳

（
以

下
「

地
域

定
着

支
援

台
帳

」
と

い
う

。
）

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

指
定

地
域

定
着

支
援

従
事

者
は

、
地

域
定

着
支

援
台

帳
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
適

切
な

方
法

に
よ

り
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

３
 

指
定

地
域

定
着

支
援

従
事

者
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

当
た

っ
て

は
、

利
用

者
に

面
接

し
て

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

指
定

地
域

定
着

支
援

の
職

務
に

従
事

す
る

者
は

、
面

接
の

趣
旨

を
利

用

者
に

対
し

て
十

分
に

説
明

し
、

理
解

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

４
 

指
定

地
域

定
着

支
援

従
事

者
は

、
地

域
定

着
支

援
台

帳
の

作
成

後
に

お
い

て
も

、
適

宜
、

地
域

定
着

支
援
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台
帳

の
見

直
し

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

地
域

定
着

支
援

台
帳

の
変

更
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 

５
 

第
二

項
及

び
第

三
項

の
規

定
は

、
前

項
に

規
定

す
る

地
域

定
着

支
援

台
帳

の
変

更
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 

 （
常

時
の

連
絡

体
制

の
確

保
等

）
 
 

第
2
8
条

 
指

定
地

域
定

着
支

援
事

業
者

は
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
及

び
障

害
の

特
性

等
に

応
じ

、
適

切
な

方
法

に
よ

り
、

当
該

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
と

の
常

時
の

連
絡

体
制

を
確

保
す

る
も

の
と

す
る

。
 
 

２
 

指
定

地
域

定
着

支
援

事
業

者
は

、
適

宜
利

用
者

の
居

宅
へ

の
訪

問
等

を
行

い
、

利
用

者
の

状
況

を
把

握
す

る
も

の
と

す
る

。
 
 

 （
緊

急
の

事
態

に
お

け
る

支
援

等
）

 
 

第
2
9
条

 
指

定
地

域
定

着
支

援
事

業
者

は
、

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

起
因

し
て

生
じ

た
緊

急
の

事
態

そ
の

他
の

緊
急

に
支

援
が

必
要

な
事

態
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

当
該

利
用

者
の

居
宅

へ
の

訪
問

等
に

よ

る
状

況
把

握
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

２
 

指
定

地
域

定
着

支
援

事
業

者
は

、
前

項
の

状
況

把
握

を
踏

ま
え

、
当

該
利

用
者

が
置

か
れ

て
い

る
状

況
に

応
じ

て
、

当
該

利
用

者
の

家
族

、
当

該
利

用
者

が
利

用
す

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
、

医
療

機

関
そ

の
他

の
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
、

一
時

的
な

滞
在

に
よ

る
支

援
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
適

切
に

講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

３
 

指
定

地
域

定
着

支
援

事
業

者
は

、
前

項
の

一
時

的
な

滞
在

に
よ

る
支

援
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

に
定

め
る

要
件

を
満

た
す

場
所

に
お

い
て

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

一
 

利
用

者
が

一
時

的
な

滞
在

を
行

う
た

め
に

必
要

な
広

さ
の

区
画

を
有

す
る

と
と

も
に

、
一

時
的

な
滞

在

に
必

要
な

設
備

及
び

備
品

等
を

備
え

て
い

る
こ

と
。

 
 

二
 

衛
生

的
に

管
理

さ
れ

て
い

る
場

所
で

あ
る

こ
と

。
 
 

４
 

指
定

地
域

定
着

支
援

事
業

者
は

、
第

二
項

の
一

時
的

な
滞

在
に

よ
る

支
援

に
つ

い
て

、
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
へ

の
委

託
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
利

用
者

か
ら

受
領

す
る

費
用

及
び

そ
の

額
）

 
 

第
3
0
条

 
事

業
所

は
、

法
定

代
理

受
領

を
行

わ
な

い
指

定
計

画
相

談
支

援
、

指
定

障
害

児
相

談
支

援
及

び
指

定
地

域
相

談
支

援
を

提
供

し
た

際
は

、
各

相
談

支
援

対
象

障
害

者
等

か
ら

計
画

相
談

支
援

給
付

費
、

障
害

児

相
談

支
援

給
付

費
、

地
域

相
談

支
援

給
付

費
及

び
特

例
地

域
相

談
支

援
給

付
費

の
額

の
支

払
を

受
け

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
各

相
談

支
援

対
象

障
害

者
等

の
選

定
に

よ
り

通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

以
外

の
地

域
の

居
宅

等
を

訪
問

し
て

相
談

支
援

を
提

供
す

る
場

合
、

そ
れ

に
要

し
た

交
通

費
の

額
は

、
そ

の
実

費
を

利
用

者
等

か

ら
徴

収
す

る
。

な
お

、
自

動
車

を
使

用
し

た
場

合
の

交
通

費
は

次
の

額
を

徴
収

す
る

。
 

(
1
)
 
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
を

越
え

る
地

点
か

ら
片

道
○

○
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

下
○

○
○

円
 

(
2
)
 
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
を

越
え

る
地

点
か

ら
片

道
○

○
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
を

越
え

る
場

合
は

、
○

○
○

円
に

○
○

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

増
す

ご
と

に
○

○
○

円
ず

つ
加

算
し

た
額

と
す

る
。

 

  ３
 

事
業

所
は

、
前

２
項

の
費

用
の

額
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

費
用

に
係

る
領

収
証

を
費

用
の

額
を

支
払

っ
た

各
相

談
支

援
対

象
障

害
者

等
に

対
し

交
付

す
る

。
 

４
 

事
業

所
は

、
第

２
項

の
交

通
費

に
つ

い
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

利
用

者
等

に
対

し
、

そ
の

額
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
各

相
談

支
援

対
象

障
害

者
等

の
同

意
を

得
る

。
 

 （
利

用
者

負
担

額
に

係
る

管
理

）
 

第
3
1
条

 
事

業
所

は
、

計
画

相
談

支
援

若
し

く
は

障
害

児
相

談
支

援
を

提
供

し
て

い
る

相
談

支
援

対
象

障
害

者
等

が
そ

の
相

談
支

援
と

同
一

の
月

に
受

け
た

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
（

障
害

児
の

場
合

は
指

定
通

所

支
援

）
に

つ
き

法
第

2
9
条

第
３

項
第

２
号

及
び

児
童

福
祉

法
第

2
1
条

の
５

の
３

第
２

項
第

２
号

に
掲

げ
る

額
の

合
計

額
（

以
下

「
利

用
者

負
担

額
合

計
額

」
と

い
う

。
）

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

事

業
所

は
、

利
用

者
負

担
額

合
計

額
を

市
町

村
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
相

談
支

援
対

象
障

害
者

等
及

び
指

定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
通

知
す

る
。

 

 （
各

相
談

支
援

給
付

費
の

額
に

係
る

通
知

等
）

 
 

第
3
2

条
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
に

よ
り

市
町

村
か

ら
各

相
談

支
援

給
付

費
の

支
給

を
受

け
た

場
合

は
、

自
動

車
に

か
か

る
交

通
費

の
額

は
、

ガ
ソ

リ
ン

代
相

当
程

度
の

額
と

す
る

こ
と

。
 

各
相

談
支

援
対

象
障

害
者

等
に

対
し

、
そ

の
額

を
通

知
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
法

定
代

理
受

領
を

行
わ

な
い

相
談

支
援

に
係

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

提
供

し
た

相
談

支
援

の
内

容
、

費
用

の
額

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書

を
各

相
談

支
援

対
象

障
害

者
等

に
対

し
て

交
付

す
る

。
 

 （
利

用
者

に
関

す
る

市
町

村
へ

の
通

知
）

 
 

第
3
3
条

 
事

業
所

は
、

相
談

支
援

を
受

け
て

い
る

相
談

支
援

対
象

障
害

者
等

が
偽

り
そ

の
他

不
正

な
行

為
に

よ
っ

て
各

相
談

支
援

給
付

費
の

支
給

を
受

け
、

又
は

受
け

よ
う

と
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

意
見

を
付

し

て
そ

の
旨

を
市

町
村

に
通

知
す

る
。

 

 （
事

故
発

生
時

の
対

応
）

 
 

第
3
4
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
す

る
相

談
支

援
の

提
供

に
よ

り
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
町

村
、

利
用

者
の

家
族

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

事
故

の
状

況
及

び
事

故
に

際
し

て
採

っ
た

処
置

に
つ

い
て

、
記

録
す

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

相
談

支
援

の
提

供
に

よ
り

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
、

損
害

賠
償

を
速

や
か

に
行

う
。

 

 （
衛

生
管

理
等

）
 
 

第
3
5
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
の

清
潔

の
保

持
及

び
健

康
状

態
に

つ
い

て
、

必
要

な
管

理
を

行
う

。
 
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
の

設
備

及
び

備
品

等
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
る

。
 

 （
掲

示
）

 
 

第
3
6
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
基

本
相

談
支

援
、

計
画

相
談

支
援

、
障

害
児

相
談

支
援

、
地

域
相

談
支

援
の

実
施

状
況

、
相

談
支

援
専

門
員

の
有

す
る

資
格

、
経

験
年

数

及
び

勤
務

の
体

制
そ

の
他

の
利

用
申

込
者

の
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

に
資

す
る

と
認

め
ら

れ
る

重
要

事
項

を
掲

示

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
に

規
定

す
る

重
要

事
項

の
公

表
に

努
め

る
。

 

 （
秘

密
保

持
等

）
 
 

第
3
7
条

 
従

業
者

及
び

管
理

者
は

、
正

当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

さ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

事
業

所
は

、
従

業
者

及
び

管
理

者
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

３
 

事
業

所
は

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

計
画

作
成

会
議

等
に

お
い

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

個
人

情
報

を
用

い
る

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
文

書
に

よ
り

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

同
意

を
得

る
。

 

 （
情

報
の

提
供

等
）

 
 

第
3
8
条

 
事

業
所

は
、

当
事

業
所

に
つ

い
て

広
告

を
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
内

容
を

虚
偽

又
は

誇
大

な
も

の
と

し
な

い
。

 

２
 

事
業

所
は

、
地

域
相

談
支

援
を

利
用

し
よ

う
と

す
る

者
が

、
適

切
か

つ
円

滑
に

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
、

当
事

業
所

が
実

施
す

る
事

業
の

内
容

に
関

す
る

情
報

の
提

供
を

行
う

よ
う

努
め

る
。

 

 （
利

益
供

与
等

の
禁

止
）

 
 

第
3
9
条

 
事

業
所

は
、

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
又

は
障

害
児

支
援

利
用

計
画

の
作

成
又

は
変

更
に

関
し

、
当

事
業

所
の

相
談

支
援

専
門

員
に

対
し

て
特

定
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

を
行

う
者

等
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

を

位
置

付
け

る
べ

き
旨

の
指

示
等

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

相
談

支
援

専
門

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

計
画

又
は

障
害

児
支

援
利

用
計

画
の

作
成

又
は

変
更

に
関

し
、

利
用

者
に

対
し

て
特

定
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

を
行

う
者

等
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

べ
き

旨
の

指

示
等

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
 

３
 

事
業

所
及

び
そ

の
従

業
者

は
、

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
又

は
障

害
児

支
援

利
用

計
画

の
作

成
又

は
変

更
に

関
し

、
利

用
者

に
対

し
て

特
定

の
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
を

行
う

者
等

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

さ
せ

る

こ
と

の
対

償
と

し
て

、
そ

の
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
を

行
う

者
等

か
ら

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を

収
受

し
て

は
な

ら
な

い
。
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４
 

事
業

所
は

、
指

定
特

定
相

談
支

援
事

業
者

若
し

く
は

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
に

対
し

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

そ
の

事
業

者
を

紹
介

す
る

こ
と

の
対

償
と

し
て

、
金

品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
供

与
し

な
い

。
 
 

５
 

事
業

所
は

、
指

定
特

定
相

談
支

援
事

業
者

若
し

く
は

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
を

行
う

者
等

又
は

そ
の

従
業

者
か

ら
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
を

紹
介

す
る

こ
と

の
対

償
と

し
て

、
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益

を
収

受
し

な
い

。
 
 

 （
虐

待
防

止
に

関
す

る
事

項
）

 

第
4
0
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

の
た

め
、

虐
待

防
止

に
関

す
る

責
任

者
を

選
任

し
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
従

業
者

に
対

し
、

研
修

を
実

施
す

る
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

 （
苦

情
解

決
）

 
 

第
4
1
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

提
供

し
た

相
談

支
援

に
関

す
る

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
か

ら
の

苦
情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
前

項
の

苦
情

を
受

け
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
苦

情
の

内
容

等
を

記
録

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
提

供
し

た
相

談
支

援
に

関
し

、
名

古
屋

市
が

行
う

報
告

若
し

く
は

文
書

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
の

命
令

又
は

そ
の

職
員

か
ら

の
質

問
若

し
く

は
事

業
所

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の

他
の

物
件

の
検

査
に

応
じ

、
及

び
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

か
ら

の
苦

情
に

関
し

て
名

古
屋

市
が

行
う

調
査

に

協
力

す
る

と
と

も
に

、
名

古
屋

市
か

ら
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
指

導
又

は
助

言
に

従
っ

て
必

要

な
改

善
を

行
う

。
 

４
 

事
業

所
は

、
名

古
屋

市
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
改

善
の

内
容

を
名

古
屋

市
に

報
告

す
る

。
 

５
 

事
業

所
は

、
社

会
福

祉
法

第
8
3
条

に
規

定
す

る
運

営
適

正
化

委
員

会
が

同
法

第
8
5
条

の
規

定
に

よ
り

行

う
調

査
又

は
あ

っ
せ

ん
に

で
き

る
限

り
協

力
す

る
。

 

 （
勤

務
体

制
の

確
保

等
）

 
 

第
4
2
条

 
事

業
所

は
、

利
用

者
に

対
し

、
適

切
な

相
談

支
援

を
提

供
で

き
る

よ
う

、
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

を
定

め
て

お
く

。
 

２
 

事
業

所
は

、
当

事
業

所
の

相
談

支
援

専
門

員
に

計
画

相
談

支
援

又
は

障
害

児
相

談
支

援
の

業
務

（
補

助
の

業
務

を
除

く
。

）
を

担
当

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

事
業

所
は

、
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
へ

の
委

託
に

よ
り

行
わ

れ
る

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
体

験
的

な
利

用
支

援
及

び
体

験
的

な
宿

泊
支

援
を

除
き

、
当

事
業

所
の

従
業

者
に

よ
っ

て
地

域
相

談
支

援
を

提

供
す

る
。

 

４
 

事
業

所
は

、
従

業
者

の
資

質
の

向
上

の
た

め
に

、
研

修
（

利
用

者
の

人
権

の
擁

護
、

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

研
修

及
び

利
用

者
の

障
害

の
特

性
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を

含
む

。
）

の
機

会

を
次

の
と

お
り

設
け

る
。

 

(
1
)
 
採

用
時

研
修

 
 

採
用

後
○

か
月

以
内

 

(
2
)
 
継

続
研

修
 

 
 

年
○

回
 

  （
会

計
の

区
分

）
 

第
4
3
条

 
事

業
所

は
、

事
業

所
ご

と
に

経
理

を
区

分
す

る
と

と
も

に
、

各
相

談
支

援
の

事
業

の
会

計
を

そ
の

他
の

事
業

の
会

計
と

区
分

す
る

。
 
 

 （
記

録
の

整
備

）
 
 

第
4
4
条

 
事

業
所

は
、

従
業

者
、

設
備

、
備

品
及

び
会

計
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
す

る
。

 

２
 

事
業

所
は

、
利

用
者

に
対

す
る

相
談

支
援

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

を
整

備
し

、
そ

の
相

談
支

援
を

提
供

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

す
る

。
 

 （
そ

の
他

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

）
 

第
4
1
条

 
事

業
所

は
、

そ
の

事
業

の
運

営
に

当
た

っ
て

は
、

名
古

屋
市

暴
力

団
排

除
条

例
(
平

成
2
4
年

名
古

屋
市

条
例

第
1
9
号

)
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

利
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

 

事
業

所
と

し
て

実
施

を
計

画
す

る
研

修
内

容
を

記
載

す
る

。
 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

事
項

の
ほ

か
、

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

は
事

業
者

と
事

業
所

の
管

理
者

と
の

協
議

に
基

づ
い

て
定

め
る

。
 

  
 

附
 

則
 

 
こ

の
規

程
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
事

業
開

始
以

降
、

運
営

規
程

を
変

更
し

た
場

合
は

、
規

程
変

更
の

施
行

日
を

定
め

る
附

則
を

、
変

更

す
る

ご
と

に
こ

の
下

に
追

加
し

て
記

載
し

て
い

く
こ

と
。
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①障害者に係る施設の設置の計画及び手続（障害企画課の主管に属するものを除

く。）②障害者に係る施設の運営（障害企画課の主管に属するものを除く。） ③

地域活動支援センター事業 

 

事業者指定担当
電 話 ９７２－３９６５ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2560@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者

及び指定特定相談支援事業者の指定並びに指定障害児相談支援事業者の指定 ②

地域生活支援事業に係る事業者の登録 

 

認 定 支 払 係
電 話 ９７２－２６３９ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2639@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害程度区分の認定等に係る企画、指導及び訪問調査の委託等 ②障害程度区

分認定等審査会 ③障害者自立支援法による給付に係る指定事業者等及び指定相

談支援事業者への支払（障害企画課の主管に属するものを除く。） ④移動支援事

業及び相談支援事業（指定事業係の主管に属するものを除く。） 

 

指 導 係
電 話 ９７２－３９６７ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2578@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者

及び指定特定相談支援事業者の指導監督 ②地域生活支援事業に係る事業者の指

導監督 

 

施設整備・福祉

都 市 推 進 担 当

電 話 ９７２－３０９７ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2560@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①医療型障害児入所施設等の整備（子ども青少年局の主管に属するものを除く。）

②障害者に係る公立の施設の社会福祉法人への移行の調整 ③福祉都市環境整備
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就 労 支 援 の

推 進 等 担 当

電 話 ９７２－２５８４ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2558@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害者の就労支援 

 

 

 

【障害企画課】 

企 画 育 成 係
電 話 ９７２－２５８５ ＦＡＸ ９５１－３９９９ 

メールアドレス a2585@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害者施策の企画及び総合調整 ②障害者基本計画及び障害福祉計画 ③知的

障害者の福祉 ④障害児福祉手当及び特別障害者手当 ⑤特別児童扶養手当に係

る事務の連絡調整 ⑥心身障害者扶養共済事業 ⑦障害者施策推進協議会 ⑧知

的障害者更生相談所 ⑨部内他課公所係の主管に属しないこと 

 

更 生 係
電 話 ９７２－２５８７ ＦＡＸ ９５１－３９９９ 

メールアドレス a2587@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①身体障害者の福祉 ②自立支援医療（更生医療に限る。）を担当する医療機関の

指定③戦傷病者の更生援護 ④遺族、引揚者、未帰還者等の援護 ⑤障害者スポ

ーツセンター運営審議会 ⑥身体障害者更生相談所 ⑦障害者スポーツセンター

⑧総合リハビリテーションセンター ⑨社会福祉法人名古屋市総合リハビリテー

ション事業団 

 

精神保健福祉係
電 話 ９７２－２５３２ ＦＡＸ ９５１－３９９９ 

メールアドレス a2633@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①精神保健及び精神障害者の福祉 ②自立支援医療（精神通院医療に限る。）を担

当する医療機関の指定 ③自殺対策 ④精神保健福祉審議会 ⑤精神保健福祉セ

ンター 

 

い の ち の

支 援 担 当

電 話 ９７２－２２８３ ＦＡＸ ９５１－３９９９ 

メールアドレス a2633@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①自殺対策 
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